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  【協会制度】

制度融資名 制度融資名（詳細） 保証書表示名 制度融資
コード

責任共有
対象

事業者選択型制度 
（横断型）可否 ページ

事業者選択型経営者保証
非提供制度（横断的制度） ― ― ― ― ― 1〜2

事業者選択型経営者保
証非提供促進特別保証
制度（国補助制度）

事業者選択型A（国補助・4号） 国補助選択型A 305001 × ― 3〜4
事業者選択型B（国補助・5号） 国補助選択型B 305002 ○ ― 3〜4
事業者選択型C（国補助・一般） 国補助選択型C 305003 ○ ― 3〜4
事業者選択型D（国補助・審査会型消滅保証・4号） 国補助選択型D 305011 × ― 3〜4
事業者選択型E（国補助・審査会型消滅保証・5号） 国補助選択型E 305012 × ― 3〜4
事業者選択型F（国補助・審査会型消滅保証・一般） 国補助選択型F 305013 × ― 3〜4
事業者選択型G（国補助・非審査会型消滅保証・4号） 国補助選択型G 305021 × ― 3〜4
事業者選択型H（国補助・非審査会型消滅保証・5号） 国補助選択型H 305022 × ― 3〜4
事業者選択型I（国補助・非審査会型消滅保証・一般） 国補助選択型I 305023 × ― 3〜4
事業者選択型J（国補助・経営サポート会議型消滅保証・4号） 国補助選択型J 305031 × ― 3〜4
事業者選択型K（国補助・経営サポート会議型消滅保証・5号） 国補助選択型K 305032 × ― 3〜4
事業者選択型L（国補助・経営サポート会議型消滅保証・一般） 国補助選択型L 305033 × ― 3〜4

財務要件型無担保無保
証人保証（セレクト）

財務要件型無担保無保証人保証（セレクト）（一括） セレクト一括 601601 ○ ― 5
財務要件型無担保無保証人保証（セレクト）（半年毎） セレクト半年毎 601602 ○ ― 5
財務要件型無担保無保証人保証（セレクト）（毎月） セレクト毎月 601603 ○ ― 5
財務要件型無担保無保証人保証（セレクト）（一括・負担金） セレクト一括負 601604 ○ ― 5
財務要件型無担保無保証人保証（セレクト）（半年毎・負担金） セレクト半年負 601605 ○ ― 5
財務要件型無担保無保証人保証（セレクト）（毎月・負担金） セレクト毎月負 601606 ○ ― 5

提携保証借換型保証
（ブリッジ）

提携保証借換型保証（ブリッジ） ブリッジ 601701 ○ ○ 6
提携保証借換型保証（ブリッジ）（負担金） ブリッジ負 601702 ○ × 6

モニタリング強化型特別保証 モニタリング強化型特別保証 モニ特別 308001 ○ ○ 7

協調支援型特別保証

協調支援型特別保証（プロパー・コロナ借換） 協調特別A 307001 ○ ○ 8
協調支援型特別保証（プロパー・その他） 協調特別B 307002 ○ ○ 8
協調支援型特別保証（モニタリング・コロナ借換） 協調特別C 307003 ○ ○ 8
協調支援型特別保証（モニタリング・その他） 協調特別D 307004 ○ ○ 8

プロパー融資借換特別保証 プロパー融資借換特別保証 プロパー借換 306001 ○ × 9

アシスト保証

アシスト保証制度（借換無） アシスト借換無 601501 ○ ○ 10
アシスト保証制度（借換有） アシスト借換有 601502 ○ ○ 10
アシスト保証制度（純新規） アシスト純新規 601503 ○ ○ 10
アシスト保証制度（借換無・負担金） アシスト借無負 601504 ○ × 10
アシスト保証制度（借換有・負担金） アシスト借有負 601505 ○ × 10
アシスト保証制度（純新規・負担金） アシスト純新負 601506 ○ × 10

経営力強化保証
経営力強化保証（借換無・一般） 経営力強化4 302211 ○ ○ 11
経営力強化保証（借換有・一般） 経営力強化5 302212 ○ ○ 11
経営力強化保証（借換有・5号） 経営力強化6 302213 ○ ○ 11

タイムリー保証 タイムリー保証 タイムリー保証 601203 ○ ○ 12
SDGs推進保証 SDGs推進保証 SDGs推進 601401 ○ ○ 13
中小企業特定社債保証（SDGs貢献型）特定社債（SDGs貢献型） SDGs社債 300803 ○（部分保証） ― 14

スタートアップ
創出促進保証

スタートアップ創出促進保証 SSS保証 304001 × ― 15
スタートアップ創出促進保証（商工会経由） SSS保証（商 304002 × ― 15
スタートアップ創出促進保証（再挑戦消滅） SSS保証（消 304011 × ― 15

創業関連保証
創業関連 創業 503101 × ○ 16
創業関連（商工会経由） 創業（商） 503103 × ○ 16

再挑戦支援保証 再挑戦支援保証 再挑戦支援 301301 × ○ 17
条件変更改善型借換保証 条件変更改善型借換保証 条変改善型保証 302501 ○ ○ 18
集約ロ―ン20 集約ロ―ン20 集約ローン20 505701 ○ ○ 19
事業再生保証 事業再生保証 事業再生 301001 × ○ 20

事業再生計画実施関連
保証（経営改善・再生支
援強化型）

改善サポート経営改善 改善サポ経再1 302331 ○ ○ 21〜22
改善サポート経営改善（責任共有対象借換） 改善サポ経再2 302332 ○ ○ 21〜22
改善サポート経営改善（特小・責任共有対象外借換） 改善サポ経再3 302333 × × 21〜22
改善サポート経営改善（再生審査会型消滅保証） 改善サポ経再4 302334 × ○ 21〜22
改善サポート経営改善（非再生審査会型消滅保証） 改善サポ経再5 302335 × ○ 21〜22
改善サポート経営改善（経営サポート会議型保証） 改善サポ経再6 302336 × ○ 21〜22
改善サポート経営改善（責任共有対象外借換） 改善サポ経再7 302337 × ○ 21〜22
改善サポート経営改善経保免除 改善サポ経再A 302341 ○ × 21〜22
改善サポート経営改善経保免除（責任共有対象借換） 改善サポ経再B 302342 ○ × 21〜22
改善サポート経営改善経保免除（再生審査会型消滅保証） 改善サポ経再C 302343 × × 21〜22
改善サポート経営改善経保（非再生審査会型消滅保証） 改善サポ経再D 302344 × × 21〜22
改善サポート経営改善経保（経営サポート会議型保証） 改善サポ経再E 302345 × × 21〜22
改善サポート経営改善経保免除（責任共有対象外借換） 改善サポ経再F 302346 × × 21〜22

事業再生計画実施関連
保証（改善サポート）

事業再生計画実施関連 改善サポート1 302301 ○ ○ 23
事業再生計画実施関連（求償権消滅・審査会） 改善サポート2 302302 × ○ 23
事業再生計画実施関連（求償権消滅・非審査会） 改善サポート2 302303 × ○ 23
事業再生計画実施関連（責任共有対象外） 改善サポート3 302304 × ○ 23
事業再生計画実施関連（求償権消滅・経営サポート型） 改善サポート2 302305 × ○ 23
事業再生計画実施関連（危機指定期間5号同額借換） 改善サポート4 302306 × ○ 23



制度融資名 制度融資名（詳細） 保証書表示名 制度融資
コード
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事業者選択型制度 
（横断型）可否 ページ

一般保証・手形割引根保
証

一般（個別保証） 一般（個別） 900001 ○ ○ 24
一般（根保証　手貸） 一般（根手貸） 900002 ○ ○ 24
一般（個別保証　割引） 一般（個割） 900003 ○ ○ 24
一般（根保証　割引） 一般（根割） 900004 ○ ○ 24

当座貸越（貸付専用型）根保証 当座貸越 当座貸越 400201 ○ ○ 25
アドバンス当座貸越
（貸付専用型）根保証

当座貸越（アドバンス当貸） アドバンス当貸 400202 ○ ○ 27
当座貸越（アドバンス当貸）負担金 アドバンス（負 400203 ○ × 27

小規模事業者カードローン当
座貸越根保証（リトルカード） 小規模事業者カードローン当座貸越根保証 リトルカード 400302 ○ ○ 28

事業者カードローン当座貸越根保証 カード当座貸越 カード当貸 400301 ○ ○ 29

流動資産担保融資保証
流動資産担保融資 流動資産 301201 ○（部分保証） × 30
流動資産担保融資　根保証 流動資産根 301202 ○（部分保証） × 30

長期経営資金 長期経営資金 長期経営 400101 ○ ○ 31

全国小口零細企業保証
小口零細企業 全国小口 504601 × ○ 32
小口零細企業　経安関連 全国小口経安 504602 × ○ 32

中小企業特定社債保証 中小企業特定社債 特定社債 300801 ○（部分保証） ― 33
事業性評価保証（コラボ）事業性評価保証 事業性評価 600901 ○ ○ 34
経営力向上関連保証・
特例経営力向上関連保
証

経営力向上関連保証 経営力向上 302601 ○ ○ 35

特例経営力向上関連保証 特例経営力向上 302602 ○ ×　※ 35

短期継続保証
短期継続保証制度 短期継続 506201 ○ ○ 36
短期継続保証制度（負担金） 短継継続（負 506204 ○ × 36

財務要件型無保証人保証 財務要件型無保証人保証 財務要件型 302901 ○ ― 37

タイアップ50（協調融資
保証）

協調融資保証制度（タイアップ50） タイアップ50 600701 ○ ○ 39
協調融資保証制度（タイアップ50）新規先 タイアップ（新 600702 ○ ○ 39
協調融資保証制度（タイアップ50）負担金 タイアップ（負 600703 ○ × 39
協調融資保証制度（タイアップ50）新規先・負担金 タイアップ新負 600704 ○ × 39

無担保パワフル保証
無担保パワフル保証（負担金） 無担保パワ（負 600601 ○ × 40
無担保パワフル保証 無担保パワ 600602 ○ ○ 40

デラックス100
デラックス100（負担金） デラックス（負 600801 ○ × 41
デラックス100 デラックス 600802 ○ ○ 41

危機関連保証 危機関連保証 危機関連 302701 × ○ 42

経営安定関連特別融資
保証（セーフティネット）

経営安定関連 経安関連 500501
1号〜 4号,6号=×
5号,7号,8号=○

○ 43
経営安定関連　求償権消滅　審査会型 経安関連 500503 ○ 43
経営安定関連　求償権消滅　非審査会型 経安関連 500504 ○ 43

事業承継特別保証

事業承継特別保証（事業承継前・保証料軽減なし） 承継特別① 508101 ○ ― 44
事業承継特別保証（事業承継前・保証料軽減あり） 承継特別② 508102 ○ ― 44
事業承継特別保証（事業承継後・保証料軽減なし） 承継特別③ 508103 ○ ― 44
事業承継特別保証（事業承継後・保証料軽減あり） 承継特別④ 508104 ○ ― 44

経営承継準備関連保証
経営承継準備関連保証 経営承継準備 506801 ○ ×　※ 45
経営承継準備関連保証（保証人なし） 経営承継準備保 506802 ○ ― 45

特定経営承継準備関連保証 特定経営承継準備関連保証 特定経営承準 506901 ○ ○ 46
経営承継関連保証 経営承継関連保証 経営承継 504401 ○ ○ 47
特定経営承継関連保証 特定経営承継関連保証 特定経営承継 506001 ○ ○ 48

経営承継借換関連保証
経営承継借換関連保証（保証料軽減なし） 経営承継借換① 509201 ○ × 49
経営承継借換関連保証（保証料軽減あり） 経営承継借換② 509202 ○ × 49

事業承継サポート保証 事業承継サポート保証 承継サポート 506101 ○ ○ 50
地域経済牽引事業関連
保証

地域経済牽引事業関連保証 地域牽引事業 505801 ○ ○ 51
特例地域経済牽引事業関連保証 特例地域牽引事 505802 ○ ×　※ 51

自主廃業支援保証 自主廃業支援保証 自主廃業支援 302801 ○ ○ 52

ロングラン20
ロングラン20保証（負担金） ロング20（負 601301 ○ × 53
ロングラン20保証 ロング20 601302 ○ ○ 53

特定高度情報通信技術活用�
システム開発供給等関連保証

特定高度情報通信技術活用システム開発
供給等関連保証 高度情報通信 509101 ○ ○ 54

※各事務取扱要領上で規定する経営者保証不要の取扱いを適用しない場合、適用可能。

【県制度】※資金使途は県内で行う事業に係るもの
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経営強化資金
県経営強化資金R8 県経営強化R8 100811 ○ ○ 55
県経営強化資金（創業実績）R8 県経強創業R8 100813 ○ ○ 55

協調支援型資金

県協調支援型資金保証（プロパー・コロナ借換） 県協調支援A 105801 ○ ○ 56
県協調支援型資金保証（プロパー・その他） 県協調支援B 105802 ○ ○ 56
県協調支援型資金保証（モニタリング・コロナ借換） 県協調支援C 105803 ○ ○ 56
県協調支援型資金保証（モニタリング・その他） 県協調支援D 105804 ○ ○ 56

経営安定化支援資金 県経営安定化支援資金 県モニ特別 105901 ○ ○ 57

小規模企業者資金
県小規模企業者資金（商工会・商工会議所枠）R8 県小規（商R8 103206 × ○ 58
県小規模企業者資金（特別枠）R8 県小規（特R8 103207 × ○ 58

地域産業振興資金
県地域産業振興資金R8 県地域振興R8 102606 ○ ○ 59
県地域産業振興資金（田原本）R8 県地域振興R8 102607 ○ ○ 59
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再生支援資金
（県改善サポート保証）

県再生支援資金R8 県改サポ1R8 101116 ○ ○ 60
県再生支援資金（求償権消滅・審査会型）R8 県改サポ2R8 101117 × ○ 60
県再生支援資金（求償権消滅・非審査会型）R8 県改サポ2R8 101118 × ○ 60
県再生支援資金（求償権消滅・経営サポート型）R8 県改サポ3R8 101119 × ○ 60
県再生支援資金（責任共有対象外）R8 県改サポ2R8 101120 × ○ 60

経済緊急資金
【経営環境変化・災害枠】

県経済緊急資金（経営環境変化・災害枠）災害R8 県経環災害R8 100921 ○ ○ 61
県経済緊急資金（経営環境変化・災害枠）売掛債権R8 県経環売債R8 100922 ○ ○ 61
県経済緊急資金（経営環境変化・災害枠）地域振興R8 県経環地振R8 100923 ○ ○ 61
県経済緊急資金（経営環境変化・災害枠）省エネR8 県経環省エR8 100924 ○ ○ 61
県経済緊急資金（経営環境変化・災害枠）緊急対策R8 県経環緊急R8 100925 ○ ○ 61
県経済緊急資金（経営環境変化・災害枠）社会的要因BR8 県経環社BR8 100926 ○ ○ 61

経済緊急資金
【セーフティネット枠】

県経済緊急資金（セーフティネット枠）BR8 県セーフBR8 102812
1号~4号,6号=×
5号,7号,8号=○

○ 62
県経済緊急資金（セーフティネット枠）B（5号・損補）R8 県セー 5BR8 102813 ○ 62
県経済緊急資金（セーフティネット枠）納付控除R8 県セーフR8 102811 ○ 62

経済緊急資金【危機関連枠】 県経済緊急資金（危機関連枠）BR8 県危機BR8 104904 × ○ 63
チャレンジ資金 県チャレンジ資金R8 県チャR8 104506 ○ ○ 64
チャレンジ資金【県事業連携枠】県チャレンジ資金(県事業連携枠）R8 県チャ事連R8 105701 ○ ○ 65

チャレンジ資金【経営革新計画枠】
県チャレンジ資金（経営革新計画枠）R8 県チャ経革R8 104507 ○ ○ 66
県チャレンジ資金（県産木材利用促進）R8 県チャ木材R8 104508 ○ ○ 66

チャレンジ資金【小規模企業者枠】県チャレンジ資金（小規模企業者枠）R8 県チャ小規R8 104509 ○ ○ 67
チャレンジ資金【研究開発枠】県チャレンジ資金（研究開発枠）R8 県チャ研究R8 105002 ○ ○ 68
チャレンジ資金【インバウンド枠】県チャレンジ資金（インバウンド枠） 県チャ（イン 105101 ○ ○ 69
チャレンジ資金（地域未来投資促進）県チャレンジ資金（地域未来投資促進） 県チャ地域未来 103801 ○ ○ 70
チャレンジ資金【脱炭素枠】県チャレンジ資金（脱炭素枠） 県チャ（脱炭 104401 ○ ○ 71
チャレンジ資金【宿泊施設整備枠】県チャレンジ資金（宿泊施設整備枠）R8 県チャ宿整R8 103104 ○ ○ 72

創業資金
県創業資金R8 県創業R8 102342 × ○ 73
県創業資金（離職者・認特）R8 県創業離特R8 102343 × ○ 73
県創業資金（商工会）R8 県創業（商R8 102344 × ○ 73

創業資金
【ブラッシュアップ枠】

県創業資金（ブラッシュアップ枠）R8 県創業ブラR8 102350 × ○ 74
県創業資金（県産木材利用促進）R8 県創業木材R8 102351 × ○ 74

創業資金【南部・東部枠】県創業資金（南部・東部枠）R8 県創業南東R8 102352 × ○ 75
創業資金【女性・若者・シニア・UIJターン枠】県創業資金（女性・若者・シニア・UIJターン枠）R8 県創業女若R8 102353 × ○ 76
創業資金【飲食店枠】 県創業資金（飲食店枠）R8 県創業飲食R8 102354 × ○ 77
創業資金【宿泊施設枠】 県創業資金（宿泊施設枠）R8 県創業宿泊R8 102355 × ○ 78

創業資金
（スタートアップ創出促
進保証）

県創業資金（SSS）R8 県創業SR8 102345 × ― 73
県創業資金（離職者・認特・SSS）R8 県創離特SR8 102346 × ― 73
県創業資金（商工会・SSS）R8 県創業（商S 102347 × ― 73
県創業資金（ブラッシュアップ枠・SSS）R8 県創ブラSR8 102356 × ― 74
県創業資金（県産木材利用促進・SSS）R8 県創業木SR8 102357 × ― 74
県創業資金（南部・東部枠・SSS）R8 県創南東SR8 102358 × ― 75
県創業資金（女性・若者・シニア・UIJターン枠・SSS）R8 県創女シSR8 102359 × ― 76
県創業資金（飲食店枠・SSS）R8 県創飲食SR8 102360 × ― 77
県創業資金（宿泊施設枠・SSS）R8 県創宿泊SR8 102361 × ― 78

SDGs推進資金 県SDGs推進資金 県SDGs推進A 104701 ○ ○ 79
SDGs推進資金【スタンダード認証枠】 県SDGs推進資金（スタンダード認証枠） 県SDGs推進B 104702 ○ ○ 80
SDGs推進資金【アドバンス認証枠】 県SDGs推進資金（アドバンス認証枠） 県SDGs推進C 104703 ○ ○ 81

事業承継資金

県事業承継資金（経営承継関連型）R8 県事承関連R8 104811 ○ ○ 82
県事業承継資金（一般保証型）R8 県事承一般R8 104812 ○ ○ 82
県事業承継資金（特定経営承継関連型）R8 県事承関連R8 104813 ○ ○ 82
県事業承継資金（経営承継準備関連型）R8 県事承関連R8 104814 ○ ○ 82
県事業承継資金（特定経営承継準備関連型）R8 県事承関連R8 104815 ○ ○ 82
県事業承継資金（経営承継借換型）R8 県事承借換R8 104816 ○ ○ 82

事業承継資金【県事業連携枠】県事業承継資金（県事業連携枠）R8 県事承事連R8 104817 ○ ○ 83

【市町村制度】【市町村制度】

制度融資名 制度融資名（詳細） 保証書表示名 制度融資
コード

責任共有
対象

事業者選択型制度 
（横断型）可否 ページ

奈良市

奈良市中小企業事業資金 奈良市事業資金 200120 ○ ○ 84
奈良市小規模企業小口事業資金 奈良市零細 200116 × ○ 84
奈良市創業支援資金 奈良市創業 200118 × ○ 84
奈良市中小企業支援事業資金（認定枠） 奈良市認定 200121 ○ ○ 85
奈良市企業立地事業資金（認定枠） 奈良市企業立認 200122 ○ ○ 85

大和高田市
大和高田市特別保証 高田市特別 200405 ○ ○ 86
大和高田市創業者支援保証 高田市創業者 200409 × ○ 86

大和郡山市
大和郡山市運転資金保証 郡山市運転 200206 ○ ○ 87
大和郡山市設備資金保証 郡山市設備 200209 ○ ○ 87
大和郡山市店舗改造資金保証 郡山市店舗 200212 ○ ○ 87



【保証制度について】
保証制度には、一般制度（協会制度や地公体制度）や国の施策により別枠が認められた制度があります（併用が可能です）。保証制度には、一般制度（協会制度や地公体制度）や国の施策により別枠が認められた制度があります（併用が可能です）。

一般制度一般制度 個人・法人個人・法人 組合組合 別枠制度別枠制度 個人・法人個人・法人 組合組合

有担保枠有担保枠 ２億円２億円 4億円4億円 有担保枠有担保枠 ２億円２億円 4億円4億円

無担保枠無担保枠 8,000万円8,000万円 8,000万円8,000万円 無担保枠無担保枠 8,000万円8,000万円 8,000万円8,000万円

〇保証限度額が無担保枠（8,000万円）以上の制度〇保証限度額が無担保枠（8,000万円）以上の制度

※保証限度額1億円の場合※保証限度額1億円の場合

有担保枠有担保枠
2,000万円2,000万円

無担保枠無担保枠
8,000万円8,000万円

1億円1億円

制度融資名 制度融資名（詳細） 保証書表示名 制度融資
コード

責任共有
対象

事業者選択型制度 
（横断型）可否 ページ

天理市

天理市運転資金保証 天理市運転 200305 ○ ○ 88
天理市設備資金保証 天理市設備 200308 ○ ○ 88
天理市店舗改造資金保証 天理市店舗 200311 ○ ○ 88
天理市店舗改造資金保証（500万以下） 天理市店舗B 200312 ○ ○ 88

橿原市
橿原市特別小口融資保証 橿原市小口 200704 ○ ○ 89
橿原市緊急融資保証 橿原市緊急 200707 ○ ○ 89
橿原市創業支援融資保証 橿原市創業 200708 × ○ 89

桜井市

桜井市中小企業融資保証 桜井市特別 200603 ○ ○ 90
桜井市木材産業特別融資保証 桜井市木材 200605 ○ ○ 90
桜井市創業者向け中小企業融資保証 桜井市創業 200606 × ○ 91
桜井市宿泊事業者融資保証 桜井市宿泊 200607 ○ ○ 91

五條市
五條市特別小口資金保証 五條市 201001 ○ ○ 92
五條市緊急特別小口資金保証 五條市緊急 201002 ○ ○ 92

御所市 御所市特別保証 御所市 200804 ○ ○ 93

生駒市

生駒市事業融資資金保証 生駒市小口全補 200508 ○ ○ 94
生駒市事業融資資金保証（500万以下） 生駒小口全補B 200513 ○ ○ 94
生駒市企業立地促進事業保証 生駒市企立全補 200509 ○ ○ 95
生駒市企業立地促進事業保証（500万以下） 生駒企立全補B 200514 ○ ○ 95
生駒市再生可能エネルギー保証 生駒市再エ全補 200510 ○ ○ 95
生駒市再生可能エネルギー保証（500万以下） 生駒再エ全補B 200515 ○ ○ 95
生駒市再生可能エネルギー保証（3000万以下） 生駒再エ全補C 200516 ○ ○ 95
生駒市創業支援資金保証 生駒市創業全補 200511 × ○ 94
生駒市創業支援資金保証（500万以下） 生駒創業全補B 200517 × ○ 94

香芝市

香芝市運転資金保証 香芝市運転 201206 ○ ○ 96
香芝市設備資金保証 香芝市設備 201210 ○ ○ 96
香芝市設備資金保証（1000万以下） 香芝市設備B 201212 ○ ○ 96
香芝市創業支援資金保証 香芝市創業 201211 × ○ 96

葛城市
葛城市運転資金保証 葛城市運転 200903 ○ ○ 97
葛城市設備資金保証 葛城市設備 200906 ○ ○ 97
葛城市創業支援資金保証 葛城市創業 200907 × ○ 97

宇陀市 宇陀市中小企業等資金融資保証 宇陀市 201701 ○ ○ 98
平群町 平群町小口融資保証 平群町 201502 ○ ○ 99

田原本町
田原本町中小企業資金保証 田原本町 201104 ○ ○ 100
田原本町創業支援資金保証 田原本町創業 201105 × ○ 100

明日香村 明日香村中小企業資金保証 明日香村 201403 ○ ○ 101

申込時申込時
無担保枠（8,000万円）を超える金額での申込の場合、無担保枠と有無担保枠（8,000万円）を超える金額での申込の場合、無担保枠と有
担保枠（普通保険）の2本立てとなるため、2口に分けての申込が必担保枠（普通保険）の2本立てとなるため、2口に分けての申込が必
要です。要です。

※�対象制度の内、有担保枠（普通保険）を無担保扱いで利用できる制度（上限あり）※�対象制度の内、有担保枠（普通保険）を無担保扱いで利用できる制度（上限あり）
・財務要件型無担保無保証人保証（セレクト）・財務要件型無担保無保証人保証（セレクト）
・提携保証借換型保証（ブリッジ）・提携保証借換型保証（ブリッジ）
・アシスト保証・アシスト保証
・アドバンス当座貸越（貸付専用型）根保証・アドバンス当座貸越（貸付専用型）根保証
・短期継続保証・短期継続保証
・協調融資保証（タイアップ５０）・協調融資保証（タイアップ５０）
・無担保パワフル保証・無担保パワフル保証
・デラックス１００・デラックス１００
・ロングラン２０保証・ロングラン２０保証
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協会制度協会制度

経営者保証の提供を希望しない方に

事業者選択型経営者保証非提供制度（横断的制度）事業者選択型経営者保証非提供制度（横断的制度）
既存の保証制度にて、保証料の上乗せという経営者保証の機能を代替することにより、経営者保証に依存しな既存の保証制度にて、保証料の上乗せという経営者保証の機能を代替することにより、経営者保証に依存しな
い融資慣行の確立をさらに加速し、中小企業者の事業の発展に繋げることを目的とした制度です。い融資慣行の確立をさらに加速し、中小企業者の事業の発展に繋げることを目的とした制度です。
※本制度は、個別の保証制度ではありません。※本制度は、個別の保証制度ではありません。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

ご利用する保証制度の要件を満たしたうえで、次の⑴〜⑸をすべて満たす法人（※1）ご利用する保証制度の要件を満たしたうえで、次の⑴〜⑸をすべて満たす法人（※1）
⑴過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。⑴過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
⑵�直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、⑵�直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、
配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
⑶次のいずれかを満たすこと。⑶次のいずれかを満たすこと。
　①直前決算において債務超過でない。（※2）　①直前決算において債務超過でない。（※2）
　②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。（※3）　②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。（※3）
⑷次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。⑷次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
　①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。　①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
　②�保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念　②�保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念
上適切な範囲を超えていないこと。上適切な範囲を超えていないこと。

⑸保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。⑸保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。
※1　�法人の設立後最初の事業年度（設立事業年度）の決算がない法人の場合、⑴、⑵および⑶は問い※1　�法人の設立後最初の事業年度（設立事業年度）の決算がない法人の場合、⑴、⑵および⑶は問い

ません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合⑶は問いません。ません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合⑶は問いません。
※2　貸借対照表において「純資産の額≧０」となること。※2　貸借対照表において「純資産の額≧０」となること。
※3　損益計算書において「経常利益＋減価償却≧０」となること。※3　損益計算書において「経常利益＋減価償却≧０」となること。

保　証保　証
限度額限度額

保証保証
割合割合

資金資金
使途使途 ご利用する制度の定めによるご利用する制度の定めによる

返済返済
方法方法

保証保証
期間期間

保
証
料
率

保
証
料
率

【資格要件⑶①および②のいずれも満たす場合】【資格要件⑶①および②のいずれも満たす場合】
ご利用する保証制度の保証料率に0.25%上乗せご利用する保証制度の保証料率に0.25%上乗せ
【資格要件⑶①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合】【資格要件⑶①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合】
ご利用する保証制度の保証料率に0.45%上乗せご利用する保証制度の保証料率に0.45%上乗せ

貸付貸付
利率利率 ご利用する制度の定めによるご利用する制度の定めによる

そ
　
の
　
他
　

そ
　
の
　
他
　

※「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書が必要。※「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書が必要。
※次に掲げる保険に係る保証が対象※次に掲げる保険に係る保証が対象
　無担保保険　無担保保険
　公害防止保険　公害防止保険
　エネルギー対策保険　エネルギー対策保険
　海外投資関係保険　海外投資関係保険
　新事業開拓保険　新事業開拓保険
　事業再生保険　事業再生保険



2

●提出書類の取扱い●提出書類の取扱い
　・事業者選択型制度のご利用を希望される場合　・事業者選択型制度のご利用を希望される場合
　　『「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書』のご提出が必要となります。　　『「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書』のご提出が必要となります。

　・経営者保証を提供することを希望される場合（事業者選択型制度を利用しない場合）　・経営者保証を提供することを希望される場合（事業者選択型制度を利用しない場合）
　　『「経営者保証に関するガイドライン」等に係るご説明』のご提出が必要となります。　　『「経営者保証に関するガイドライン」等に係るご説明』のご提出が必要となります。
　　※申込人が個人の場合は不要です。　　※申込人が個人の場合は不要です。

提出書類パターン表提出書類パターン表

①① ②② ③③

事業者選択型制度の利用を希望事業者選択型制度の利用を希望 ◯◯ ―― ――

事業者選択型制度以外の経営者保証を不要と事業者選択型制度以外の経営者保証を不要と
する制度等の利用を希望する制度等の利用を希望

―― ◯◯ ――

経営者保証を提供することを希望経営者保証を提供することを希望 ―― ―― ◯◯

①「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書①「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書
②他の経営者保証不要制度の添付書類②他の経営者保証不要制度の添付書類
　※【金融機関連携型】の確認書（「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い」確認書）等　※【金融機関連携型】の確認書（「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い」確認書）等
③「経営者保証に関するガイドライン」等に係るご説明③「経営者保証に関するガイドライン」等に係るご説明

●申込時の注意事項●申込時の注意事項
　�事業者選択型制度のご利用を希望される場合は、信用保証依頼書の保証制度欄に「利用する保証制度名（横断　�事業者選択型制度のご利用を希望される場合は、信用保証依頼書の保証制度欄に「利用する保証制度名（横断
的制度）」とご記載ください。的制度）」とご記載ください。
　例）一般保証の場合　例）一般保証の場合
　　　一般保証（横断的制度）　　　一般保証（横断的制度）
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協会制度協会制度

事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度（国補助制度）事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度（国補助制度）
中小企業者が負担する信用保証料の一部を国が補助することにより、経営者保証に依存しない融資慣行の確中小企業者が負担する信用保証料の一部を国が補助することにより、経営者保証に依存しない融資慣行の確
立をさらに加速し、中小企業者の事業の発展に繋げることを目的とした制度です。立をさらに加速し、中小企業者の事業の発展に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

次の⑴〜⑸をすべて満たす法人（※1）次の⑴〜⑸をすべて満たす法人（※1）
⑴過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。⑴過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
⑵�直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、⑵�直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、
配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
⑶次のいずれかを満たすこと。⑶次のいずれかを満たすこと。
　①直前決算において債務超過でない。（※2）　①直前決算において債務超過でない。（※2）
　②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。（※3）　②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。（※3）
⑷次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。⑷次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
　①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。　①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
　②�保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通　②�保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通
念上適切な範囲を超えていないこと。念上適切な範囲を超えていないこと。

⑸保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。⑸保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。
※1　�法人の設立後最初の事業年度（設立事業年度）の決算がない法人の場合、⑴、⑵および⑶は問い※1　�法人の設立後最初の事業年度（設立事業年度）の決算がない法人の場合、⑴、⑵および⑶は問い

ません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合、⑶は問いません。ません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合、⑶は問いません。
※2　貸借対照表において「純資産の額≧０」となること。※2　貸借対照表において「純資産の額≧０」となること。
※3　損益計算書において「経常利益＋減価償却≧０」となること。※3　損益計算書において「経常利益＋減価償却≧０」となること。
【セーフティネット4号】【セーフティネット4号】
上記要件を満たし、中小企業信用保険法（以下「保険法」という。）第2条第5項第4号の規定による認定上記要件を満たし、中小企業信用保険法（以下「保険法」という。）第2条第5項第4号の規定による認定
を受けていること。を受けていること。
【セーフティネット5号】【セーフティネット5号】
上記要件を満たし、保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること。上記要件を満たし、保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること。

保　証保　証
限度額限度額

8,000万円8,000万円
※セーフティネット4号、セーフティネット5号の場合は一般保証と別枠で8,000万円※セーフティネット4号、セーフティネット5号の場合は一般保証と別枠で8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）　※セーフティネット4号の場合は責任共有対象外80%（責任共有保証）　※セーフティネット4号の場合は責任共有対象外

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　10年以内一括　1年以内　　分割　10年以内

経営者保証の提供を希望しない方に
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保
　
　
　
証
　
　
　
料
　
　
　
率

保
　
　
　
証
　
　
　
料
　
　
　
率

【セーフティネット4 号】【セーフティネット4 号】
資格要件⑶①および②のいずれも満たす場合
責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率に0.25%上乗せ責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率に0.25%上乗せ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与
年 率 %年 率 % 1.151.15
国 負 担国 負 担 0.050.05
本 人 負 担 1.10 − −

資格要件⑶①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合資格要件⑶①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合
責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率に0.45%上乗せ責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率に0.45%上乗せ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与
年 率 %年 率 % 1.351.35
国 負 担国 負 担 0.050.05
本 人 負 担 1.30 − −

【セーフティネット5 号】【セーフティネット5 号】
資格要件⑶①および②のいずれも満たす場合資格要件⑶①および②のいずれも満たす場合
責任共有対象・リスク考慮型対象外料率に0.25%上乗せ責任共有対象・リスク考慮型対象外料率に0.25%上乗せ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与
年 率 %年 率 % 1.051.05
国 負 担国 負 担 0.050.05
本 人 負 担 1.00 − −

資格要件⑶①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合資格要件⑶①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合
責任共有対象・リスク考慮型対象外料率に0.45%上乗せ責任共有対象・リスク考慮型対象外料率に0.45%上乗せ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与
年 率%年 率% 1.251.25
国 負 担国 負 担 0.050.05
本人負担 1.20 − −

【一般保証】【一般保証】
資格要件⑶①および②のいずれも満たす場合資格要件⑶①および②のいずれも満たす場合
責任共有基本料率に0.25%上乗せ責任共有基本料率に0.25%上乗せ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与
年 率%年 率% 2.152.15 2.002.00 1.801.80 1.601.60 1.401.40 1.251.25 1.051.05 0.850.85 0.700.70
国 負 担国 負 担 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05
本人負担 2.10 1.95 1.75 1.55 1.35 1.20 1.00 0.80 0.65 − −

資格要件⑶①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合資格要件⑶①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合
責任共有基本料率に0.45%上乗せ責任共有基本料率に0.45%上乗せ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与
年 率%年 率% 2.352.35 2.202.20 2.002.00 1.801.80 1.601.60 1.451.45 1.251.25 1.051.05 0.900.90
国 負 担国 負 担 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05 0.050.05
本人負担 2.30 2.15 1.95 1.75 1.55 1.40 1.20 1.00 0.85 − −

※国負担の保証料については、当初保証料のみ。条件変更に伴い追加して生じる保証料については、国負担対象外※国負担の保証料については、当初保証料のみ。条件変更に伴い追加して生じる保証料については、国負担対象外
※保証申込日に応じて下記の通り国からの保証料補助が変動する。※保証申込日に応じて下記の通り国からの保証料補助が変動する。
　令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月31日まで　0.05%　令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月31日まで　0.05%

貸付貸付
利率利率

金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書が必要。※「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書が必要。
※令和9年3月31日までの当協会申込受付分※令和9年3月31日までの当協会申込受付分
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協会制度協会制度

財務要件型無担保無保証人保証（セレクト）
一定の財務要件の下で金融機関と保証協会が連携し、担保に依存することなく、また経営者保証を不要とする一定の財務要件の下で金融機関と保証協会が連携し、担保に依存することなく、また経営者保証を不要とする
保証を行うことにより、各々の中小企業者に応じた返済方法を選択することで、積極的な設備投資および事業保証を行うことにより、各々の中小企業者に応じた返済方法を選択することで、積極的な設備投資および事業
拡大を促すことを目的とした制度です。拡大を促すことを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

次の⑴〜⑸をすべて満たす法人次の⑴〜⑸をすべて満たす法人
⑴�同一事業を2年以上営み、1期12ヶ月の決算書を直近2期分提出できること。⑴�同一事業を2年以上営み、1期12ヶ月の決算書を直近2期分提出できること。
⑵取扱金融機関と正常な与信取引があり、取扱金融機関の推薦があること。⑵取扱金融機関と正常な与信取引があり、取扱金融機関の推薦があること。
⑶�手形、小切手、電子記録債権等について不渡り、取引停止処分、租税公課滞納等のネガティブ情報�⑶�手形、小切手、電子記録債権等について不渡り、取引停止処分、租税公課滞納等のネガティブ情報�
がないこと。がないこと。
⑷信用保証協会の求償権先の関係人でないこと。⑷信用保証協会の求償権先の関係人でないこと。
⑸申込直前期の決算において、以下の財務基準を満たしていること。⑸申込直前期の決算において、以下の財務基準を満たしていること。

要件1要件1 要件2要件2 要件3要件3

⑴⑴ 純資産額純資産額 5,000万円以上5,000万円以上
3億円未満3億円未満

3億円以上3億円以上
5億円未満5億円未満 5億円以上5億円以上

⑵⑵ 自己資本比率自己資本比率
いずれかいずれか

20%以上20%以上 20%以上20%以上 15%以上15%以上

⑶⑶ 純資産倍率純資産倍率 2.0倍以上2.0倍以上 1.5倍以上1.5倍以上 1.5倍以上1.5倍以上

⑷⑷ 使用総資本事業利益率使用総資本事業利益率
いずれかいずれか

10%以上10%以上 10%以上10%以上 5%以上5%以上

⑸⑸ インタレスト・カバレッジ・レーシオインタレスト・カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上2.0倍以上 1.5倍以上1.5倍以上 1.0倍以上1.0倍以上

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円借入限度額	 2億8,000万円
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円
※保証金額は3,000万円以上、百万円単位※保証金額は3,000万円以上、百万円単位
※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存の保証債務残高を含み2億円※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存の保証債務残高を含み2億円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金（既存保証の借換は不可）運転資金、設備資金、運設資金（既存保証の借換は不可）

返済返済
方法方法 一括、分割一括、分割

保証保証
期間期間 一括　7年以内　　分割　7年以内（6ヶ月毎返済）、15年以内（据置2年可・毎月返済）一括　7年以内　　分割　7年以内（6ヶ月毎返済）、15年以内（据置2年可・毎月返済）

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より各カテゴリ　20％　割引
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.521.52 1.401.40 1.241.24 1.081.08 0.920.92 0.800.80 0.640.64 0.480.48 0.360.36 − ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他
※※保証申込時に「財務要件型無担保無保証人保証（セレクト）制度推薦書兼資格要件確認書」の提出が必要。保証申込時に「財務要件型無担保無保証人保証（セレクト）制度推薦書兼資格要件確認書」の提出が必要。
※決算期毎に決算書を徴求し、当協会へ提出すること。※決算期毎に決算書を徴求し、当協会へ提出すること。
※令和9年3月31日までの当協会申込受付分※令和9年3月31日までの当協会申込受付分

一定の財務要件を満たし、担保・経営者保証の提供を希望しない方に
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協会制度協会制度

提携保証借換型保証（ブリッジ）
恒常的に運転資金が必要とされる中小企業者に対し、金融機関と保証協会が連携して短期資金を供給すること恒常的に運転資金が必要とされる中小企業者に対し、金融機関と保証協会が連携して短期資金を供給すること
で、資金繰りの安定化を図り、継続的な経営支援を行い、県内中小企業者の経営改善・発展に資することを目で、資金繰りの安定化を図り、継続的な経営支援を行い、県内中小企業者の経営改善・発展に資することを目
的とした制度です。的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の①～④のすべてに該当する中小企業・小規模事業者であること。次の①～④のすべてに該当する中小企業・小規模事業者であること。
①�既存保証に、「短期継続保証制度」・「短期継続ワイド保証制度」・「デラックス100保証制度」・「当座①�既存保証に、「短期継続保証制度」・「短期継続ワイド保証制度」・「デラックス100保証制度」・「当座
貸越（貸付専用型）根保証（アドバンス当貸）」・「無担保パワフル保証制度」（以下、「提携保証」とい貸越（貸付専用型）根保証（アドバンス当貸）」・「無担保パワフル保証制度」（以下、「提携保証」とい
う）があること。または「提携保証借換型保証制度（ブリッジ）」（以下、「ブリッジ」という）においてう）があること。または「提携保証借換型保証制度（ブリッジ）」（以下、「ブリッジ」という）において
借換した保証を再度借換するもの借換した保証を再度借換するもの
②既存保証分において、返済緩和の条件変更を行っていないこと。②既存保証分において、返済緩和の条件変更を行っていないこと。
③信用保証協会の求償権先およびその関係人でないこと。③信用保証協会の求償権先およびその関係人でないこと。
④�手形、小切手、電子記録債権等について不渡り、取引停止処分、租税公課滞納などネガティブ情報④�手形、小切手、電子記録債権等について不渡り、取引停止処分、租税公課滞納などネガティブ情報
がないこと。がないこと。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円借入限度額	 2億8,000万円
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円
※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存の保証債務残高を含み２億円※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存の保証債務残高を含み２億円
※既存の被借換保証口である「提携保証」または「ブリッジ」の元金を上限とする。※既存の被借換保証口である「提携保証」または「ブリッジ」の元金を上限とする。

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金（ただし、同一金融機関における既存の「提携保証」または「ブリッジ」の借換に限る。）運転資金（ただし、同一金融機関における既存の「提携保証」または「ブリッジ」の借換に限る。）

返済返済
方法方法

一括、分割一括、分割
※�約定返済額は、保証金額（被借換保証口の元金）を180で除した額を下回らないこと。※�約定返済額は、保証金額（被借換保証口の元金）を180で除した額を下回らないこと。
　なお、初回の本保証利用に限り一括返済（2年）が可能。　なお、初回の本保証利用に限り一括返済（2年）が可能。

保証保証
期間期間 2年以内2年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他
※�保証期間内に金融機関においてモニタリングにより、所定の経営改善・返済計画を要し、次回本保※�保証期間内に金融機関においてモニタリングにより、所定の経営改善・返済計画を要し、次回本保
証申込時に保証協会に報告すること。証申込時に保証協会に報告すること。

金融機関と保証協会の協調により、資金繰りの安定化と発展を図る方に
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協会制度協会制度

モニタリング強化型特別保証
物価高や人手不足等多様な経営課題を抱える中小企業者の事業の成長や立て直しに向けた資金需要等に応え物価高や人手不足等多様な経営課題を抱える中小企業者の事業の成長や立て直しに向けた資金需要等に応え
ることで、資金繰りの円滑化を図るとともに、中小企業者が認定支援機関と連携の下、定期的なモニタリングることで、資金繰りの円滑化を図るとともに、中小企業者が認定支援機関と連携の下、定期的なモニタリング
を通じて、経営状況の変化の予兆を早期に捉えることで、経営支援等により経営力の向上を促し、経営状況のを通じて、経営状況の変化の予兆を早期に捉えることで、経営支援等により経営力の向上を促し、経営状況の
改善に資することを目的とした制度です。改善に資することを目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の
報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者
なお、認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高なお、認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高
のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が５割以上であるものに限る。のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が５割以上であるものに限る。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合４億円）　普通保証	 2億円	（組合４億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80％（責任共有保証）80％（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（運転１年以内、設備・運設３年以内の据置可）一括、分割（運転１年以内、設備・運設３年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　１年以内　　分割　10年以内一括　１年以内　　分割　10年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率責任共有基本料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
国 負 担国 負 担 0.950.95 0.870.87 0.770.77 0.670.67 0.570.57 0.500.50 0.400.40 0.300.30 0.220.22
本人負担 0.95 0.88 0.78 0.68 0.58 0.50 0.40 0.30 0.23 − −

※�借入金額に対し上記の表に定める料率を適用する。なお、当協会への保証申込日が令和8年3月16※�借入金額に対し上記の表に定める料率を適用する。なお、当協会への保証申込日が令和8年3月16
日から令和9年3月31日までの場合、上記の表に定める補助率に相当する額を国が補助する。日から令和9年3月31日までの場合、上記の表に定める補助率に相当する額を国が補助する。

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
　
の
　
　
他

そ
　
　
の
　
　
他

※モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書が必要。※モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書が必要。
※申込金融機関において、次の⑴～⑶の責務を負う。※申込金融機関において、次の⑴～⑶の責務を負う。
　⑴�金融機関は、原則として、年に１回中小企業者から経営状況等の報告を受けるとともに、随時、中　⑴�金融機関は、原則として、年に１回中小企業者から経営状況等の報告を受けるとともに、随時、中
小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受けるものとする。小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受けるものとする。

　⑵�金融機関は、原則として、貸付実行日の属する事業年度から5事業年度（以下「モニタリング期間」　⑵�金融機関は、原則として、貸付実行日の属する事業年度から5事業年度（以下「モニタリング期間」
という。）にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の経営という。）にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の経営
状況等を電子データで報告しなければならない。信用保証協会は、同データのうち、EBP状況等を電子データで報告しなければならない。信用保証協会は、同データのうち、EBPMMに伴うに伴う
情報提供として、申込金融機関、融資実行年月、認定経営革新等支援機関名、認定経営革新等支情報提供として、申込金融機関、融資実行年月、認定経営革新等支援機関名、認定経営革新等支
援機関ID、認定経営革新等支援機関種別および財務状況について、電子データで経済産業省に送援機関ID、認定経営革新等支援機関種別および財務状況について、電子データで経済産業省に送
付しなければならない。なお、金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求付しなければならない。なお、金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求
を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。

　⑶�金融機関は、モニタリング期間中に、中小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受　⑶�金融機関は、モニタリング期間中に、中小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受
けた場合、信用保証協会に対し報告し、原則として、中小企業者、認定経営革新等支援機関およけた場合、信用保証協会に対し報告し、原則として、中小企業者、認定経営革新等支援機関およ
び信用保証協会との対話を通じて、追加的な経営支援を検討するものとする。び信用保証協会との対話を通じて、追加的な経営支援を検討するものとする。

※令和11年3月31日までの当協会申込受付分※令和11年3月31日までの当協会申込受付分

経営状況の変化の予兆を早期に捉え、経営支援等により経営力の向上・経営状況の改善に取り組む方に
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協会制度協会制度

協調支援型特別保証制度協調支援型特別保証制度
原材料価格の高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き原材料価格の高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き
融資を組み合わせることなどにより金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資融資を組み合わせることなどにより金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資
による中小企業者の経営の安定や事業の発展など多岐にわたる経営課題解決への取組に資することを目的としによる中小企業者の経営の安定や事業の発展など多岐にわたる経営課題解決への取組に資することを目的とし
た制度です。た制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の⑴または⑵のいずれかに該当する中小企業者次の⑴または⑵のいずれかに該当する中小企業者
⑴�申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上（融資期�⑴�申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上（融資期�
間12か月以上）のプロパー融資を受けること。間12か月以上）のプロパー融資を受けること。
⑵�申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行う⑵�申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行う
こと。こと。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合4億円）　普通保証	 2億円	（組合4億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（運転1年以内、設備・運設3年以内の据置可）一括、分割（運転1年以内、設備・運設3年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　10年以内一括　1年以内　　分割　10年以内

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

資格要件⑴の場合資格要件⑴の場合
責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与
年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
国 負 担国 負 担 0.630.63 0.580.58 0.510.51 0.450.45 0.380.38 0.330.33 0.260.26 0.200.20 0.150.15
本人負担 1.27 1.17 1.04 0.90 0.77 0.67 0.54 0.40 0.30 − −

資格要件⑵の場合資格要件⑵の場合
責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与
年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
国 負 担国 負 担 0.470.47 0.430.43 0.380.38 0.330.33 0.280.28 0.250.25 0.200.20 0.150.15 0.110.11
本人負担 1.43 1.32 1.17 1.02 0.87 0.75 0.60 0.45 0.34 − −

※※国負担の保証料については、当初保証料のみ。条件変更に伴い追加して生じる保証料については、国負担対象外国負担の保証料については、当初保証料のみ。条件変更に伴い追加して生じる保証料については、国負担対象外
※資格要件⑴の場合、保証申込日に応じて下記の通り国からの保証料補助が変動します。※資格要件⑴の場合、保証申込日に応じて下記の通り国からの保証料補助が変動します。
　令和8年4月 1日から令和 9年3月31日まで　　1/3相当　令和8年4月 1日から令和 9年3月31日まで　　1/3相当
　令和9年4月 1日から令和10年3月31日まで　　1/4相当　令和9年4月 1日から令和10年3月31日まで　　1/4相当

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
　
の
　
　
他

そ
　
　
の
　
　
他

※下記①～②の書類の添付が必要。※下記①～②の書類の添付が必要。
　①申込人資格要件申告書兼誓約書　①申込人資格要件申告書兼誓約書
　②資格要件⑵の場合、経営行動計画書　②資格要件⑵の場合、経営行動計画書
※資格要件⑵の場合、申込金融機関において、次の⑴~⑷の責務を負う。※資格要件⑵の場合、申込金融機関において、次の⑴~⑷の責務を負う。
　⑴�金融機関は、原則として四半期に1回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から経営状況等の　⑴�金融機関は、原則として四半期に1回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から経営状況等の
報告を受けるものとする。報告を受けるものとする。

　⑵�金融機関は、中小企業者に対し、当初策定した計画の見直しおよび同計画を進めるための経営支援を行　⑵�金融機関は、中小企業者に対し、当初策定した計画の見直しおよび同計画を進めるための経営支援を行
うものとする。うものとする。

　⑶�金融機関は、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企　⑶�金融機関は、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企
業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の本制度の利用状況、計画の実行状況、財務状業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の本制度の利用状況、計画の実行状況、財務状
況ならびに金融機関の経営支援状況を電子データで報告しなければならない。信用保証協会は、同デー況ならびに金融機関の経営支援状況を電子データで報告しなければならない。信用保証協会は、同デー
タのうち、EBPタのうち、EBPMMに伴う情報提供として、所在地、資本金、会社設立日、業種、従業員数、申込金融機関、に伴う情報提供として、所在地、資本金、会社設立日、業種、従業員数、申込金融機関、
保証申込金額、保証承諾日、保証承諾金額、保証申込時点のプロパー融資有無、本保証付き融資実行後保証申込金額、保証承諾日、保証承諾金額、保証申込時点のプロパー融資有無、本保証付き融資実行後
のプロパー融資実行有無、プロパー融資実行時点の本制度残高、金融機関の訪問回数および財務状況にのプロパー融資実行有無、プロパー融資実行時点の本制度残高、金融機関の訪問回数および財務状況に
ついて、電子データで経済産業省に送付しなければならない。なお、金融機関が報告しなかった場合は、ついて、電子データで経済産業省に送付しなければならない。なお、金融機関が報告しなかった場合は、
当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。

　⑷�金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、必要に応じて、中小企業者に対し、指導・助言や追加的な　⑷�金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、必要に応じて、中小企業者に対し、指導・助言や追加的な
経営支援を行うものとする。経営支援を行うものとする。

※令和10年3月31日までの当協会申込受付分※令和10年3月31日までの当協会申込受付分

金融機関と保証協会の協調により、資金繰りの安定化と発展を図る方に
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協会制度協会制度

経営者保証を提供した保証協会の保証を付さない借入がある法人に

プロパー融資借換特別保証制度プロパー融資借換特別保証制度
既存のプロパー融資について、経営者保証を提供しない保証制度へ借換えすることにより、経営者保証に依存既存のプロパー融資について、経営者保証を提供しない保証制度へ借換えすることにより、経営者保証に依存
しない融資慣行の確立をさらに加速し、中小企業者の事業の発展に繋げることを目的とした制度です。しない融資慣行の確立をさらに加速し、中小企業者の事業の発展に繋げることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の⑴~⑷をすべて満たす法人次の⑴~⑷をすべて満たす法人
⑴資産超過であること。⑴資産超過であること。
⑵EBITDA有利子負債倍率（（借入金・社債ー現預金）÷（営業利益＋減価償却費））が10倍以内であること。⑵EBITDA有利子負債倍率（（借入金・社債ー現預金）÷（営業利益＋減価償却費））が10倍以内であること。
⑶申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。⑶申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
⑷信用保証協会への申込日※において、返済緩和している借入金がないこと。⑷信用保証協会への申込日※において、返済緩和している借入金がないこと。
※�申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期間内で※�申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期間内で
ある場合は、要件の確認基準日について緩和措置がある。ある場合は、要件の確認基準日について緩和措置がある。

保
証
限
度
額

保
証
限
度
額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合4億円）　普通保証	 2億円	（組合4億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円
※�申込金融機関における保証限度額は、保証協会の保証を付さない借入（プロパー借入）のうち、経営※�申込金融機関における保証限度額は、保証協会の保証を付さない借入（プロパー借入）のうち、経営
者保証を提供していない借入残高の範囲内とする。者保証を提供していない借入残高の範囲内とする。

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途

借換資金（申込金融機関における保証協会の保証を付さない借入（プロパー借入）のうち、経営者保証借換資金（申込金融機関における保証協会の保証を付さない借入（プロパー借入）のうち、経営者保証
を提供している事業資金の借換に限る。）を提供している事業資金の借換に限る。）

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　10年以内一括　1年以内　　分割　10年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※下記①～②の書類の添付が必要。※下記①～②の書類の添付が必要。
　①財務要件等確認書　①財務要件等確認書
　②借換債務等確認書　②借換債務等確認書
※申込金融機関において、次の⑴〜⑵いずれかの要件を満たす必要がある。※申込金融機関において、次の⑴〜⑵いずれかの要件を満たす必要がある。
　⑴�経営者保証を提供せず、かつ保全のない保証協会の保証を付さない借入（プロパー借入）を借り入　⑴�経営者保証を提供せず、かつ保全のない保証協会の保証を付さない借入（プロパー借入）を借り入
れること。れること。

　⑵�本制度による返済部分を除く保証協会の保証を付さない借入（プロパー借入）の全部または一部に　⑵�本制度による返済部分を除く保証協会の保証を付さない借入（プロパー借入）の全部または一部に
ついて経営者保証を解除し、かつ解除した借入について保全がないこと。ついて経営者保証を解除し、かつ解除した借入について保全がないこと。

※令和9年3月31日までの当協会申込受付分※令和9年3月31日までの当協会申込受付分
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協会制度協会制度

アシスト保証アシスト保証
金融機関と保証協会が協調し、県内中小企業・小規模事業者の資金繰りの安定化と発展をサポートすることを金融機関と保証協会が協調し、県内中小企業・小規模事業者の資金繰りの安定化と発展をサポートすることを
目的とした制度です。目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

金融機関が継続支援方針であり、次の①～⑤すべてに該当すること。金融機関が継続支援方針であり、次の①～⑤すべてに該当すること。
①同一事業を2年以上営み、1期12ヶ月の決算書（申告書）を直近2期分提出できること。①同一事業を2年以上営み、1期12ヶ月の決算書（申告書）を直近2期分提出できること。
②不渡り、取引停止処分中、税金滞納などのネガティブ情報がないこと。②不渡り、取引停止処分中、税金滞納などのネガティブ情報がないこと。
③求償権先の関係人でないこと。③求償権先の関係人でないこと。
④CRDの保証料率か「4」以上であること。④CRDの保証料率か「4」以上であること。
⑤�プロパー与信が2年以上あって、保証申込時点で本保証制度（真水部分）と同額以上のプロパー（同時⑤�プロパー与信が2年以上あって、保証申込時点で本保証制度（真水部分）と同額以上のプロパー（同時
実行含む。ただし、融資期間が2年以上）があること。実行含む。ただし、融資期間が2年以上）があること。

保
証
限
度
額

保
証
限
度
額

【法人】【法人】
2億8,000万円　（ただし、無担保は8,000万円以内）2億8,000万円　（ただし、無担保は8,000万円以内）
※また、保証料率区分が「5」、「6」については、1億8,000万円、保証料率区分が「7」、「8」、「9」については、※また、保証料率区分が「5」、「6」については、1億8,000万円、保証料率区分が「7」、「8」、「9」については、
2億8,000万円を限度とし、それぞれ無担保での取扱いが可能。2億8,000万円を限度とし、それぞれ無担保での取扱いが可能。
【個人】【個人】
8,000万円8,000万円
なお、法人個人の場合とも既存の保証債務残高を含む。なお、法人個人の場合とも既存の保証債務残高を含む。

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金（既存保証の借換も可能）運転資金（既存保証の借換も可能）

返済返済
方法方法 一括、分割（2年以内の据置可）一括、分割（2年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　15年一括　1年以内　　分割　15年

保
　
　
証
　
　
料
　
　
率

保
　
　
証
　
　
料
　
　
率

【借換なし】
　責任共有基本料率より各カテゴリ　15%　割引

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% ―― ―― ―― 1.151.15 0.980.98 0.850.85 0.680.68 0.510.51 0.390.39 ◯◯ ◯◯

【借換あり】
　責任共有基本料率より各カテゴリ　10%　割引

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% ―― ―― ―― 1.211.21 1.031.03 0.900.90 0.720.72 0.540.54 0.400.40 ◯◯ ◯◯

【協会新規利用先】
　責任共有基本料率より各カテゴリ　20%　割引

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% ―― ―― ―― 1.081.08 0.920.92 0.800.80 0.640.64 0.480.48 0.360.36 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※申込にあたり、「アシスト保証制度」資格要件確認書が必要。※申込にあたり、「アシスト保証制度」資格要件確認書が必要。
※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。
※令和9年3月31日までの当協会申込受付分※令和9年3月31日までの当協会申込受付分

金融機関と保証協会の協調により、資金繰りの安定化と発展を図る方に
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協会制度協会制度

経営力強化保証経営力強化保証
中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策
定支援や継続的な経営支援を行い、経営力の強化を図ることを目的とした制度です。定支援や継続的な経営支援を行い、経営力の強化を図ることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行
および進捗の報告を行う中小企業者および進捗の報告を行う中小企業者
【セーフティーネット5号】【セーフティーネット5号】
上記要件を満たし、次の①～②のいずれも満たすもの上記要件を満たし、次の①～②のいずれも満たすもの
①保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けているもの①保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けているもの
②既往の新型コロナウイルス感染症関連保証を借り換えるもの②既往の新型コロナウイルス感染症関連保証を借り換えるもの

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合4億円）　普通保証	 2億円	（組合4億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円
※セーフティネット5号の場合は一般保証と別粋で2億8,000万円※セーフティネット5号の場合は一般保証と別粋で2億8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金　※借換資金も対象（運転資金、運設資金）運転資金、設備資金、運設資金　※借換資金も対象（運転資金、運設資金）

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　１年以内　　分割　運転資金5年、設備資金7年、運設資金7年、借換資金10年一括　１年以内　　分割　運転資金5年、設備資金7年、運設資金7年、借換資金10年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有基本料率より各カテゴリ1区分低い料率を適用
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 0.450.45 ◯◯ ◯◯

【セーフティーネット5 号】
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 0.800.80 ◯◯ ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※下記①〜②の書類の添付が必要。※下記①〜②の書類の添付が必要。
　①「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書　①「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
　②事業計画書（申込人が策定したもの）　②事業計画書（申込人が策定したもの）
※�経営安定関連保証（5号）については、保険法第2条第5項第5号に規定する市町村長または特別区長※�経営安定関連保証（5号）については、保険法第2条第5項第5号に規定する市町村長または特別区長
の認定書が必要。の認定書が必要。
※金融機関は定期的に中小企業者より計画の実行状況の報告を受け、事業年度毎に協会に報告する。※金融機関は定期的に中小企業者より計画の実行状況の報告を受け、事業年度毎に協会に報告する。

金融と経営支援の一体的取り組みにより経営力の強化を図る方に
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協会制度協会制度

タイムリー保証タイムリー保証
県内中小企業者の発展とスピーディな資金繰りの安定に寄与することを目的とした制度です。県内中小企業者の発展とスピーディな資金繰りの安定に寄与することを目的とした制度です。

資格資格
要件要件 県内で事業を行う中小企業者県内で事業を行う中小企業者

保　証保　証
限度額限度額 8,000万円8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 10年10年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ―― ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他 ※事前相談が必要。※事前相談が必要。

経営の維持・発展のためのスピーディな事業資金を必要とする中小企業者の方に
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協会制度協会制度

SDGs 推進保証SDGs 推進保証
SDGs に貢献する取組みを継続的に行っている、または行おうとしている中小企業者に対して、安定した経営SDGs に貢献する取組みを継続的に行っている、または行おうとしている中小企業者に対して、安定した経営
の強化を図ることを目的とした制度です。の強化を図ることを目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の①〜③すべてに該当すること。次の①〜③すべてに該当すること。
①保証協会の保証対象要件に該当する中小企業者であること。①保証協会の保証対象要件に該当する中小企業者であること。
②既保証付融資が条件変更等の返済緩和を実施していないこと。②既保証付融資が条件変更等の返済緩和を実施していないこと。
③�SDGsに貢献する取組を行っている（SDGs宣言）、または行おうとし、国、自治体、第三者からの認証・③�SDGsに貢献する取組を行っている（SDGs宣言）、または行おうとし、国、自治体、第三者からの認証・
認定を受けていること。認定を受けていること。

保　証保　証
限度額限度額 3,000万円（保証金額は100万円以上）3,000万円（保証金額は100万円以上）

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金　※目標達成のための資金であること。運転資金、設備資金、運設資金　※目標達成のための資金であること。

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　10年以内一括　1年以内　　分割　10年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より各カテゴリ　20%　割引
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.521.52 1.401.40 1.241.24 1.081.08 0.920.92 0.800.80 0.640.64 0.480.48 0.360.36 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※SDGs宣言書の提出が必要。※SDGs宣言書の提出が必要。
※認証・認定書の提出が必要。※認証・認定書の提出が必要。
　（ISO、働きやすい職場認証、健康経営宣言、職場まるごと健康宣言　等）　（ISO、働きやすい職場認証、健康経営宣言、職場まるごと健康宣言　等）
※既存保証の借換不可※既存保証の借換不可
※令和9年3月31日までの当協会申込受付分※令和9年3月31日までの当協会申込受付分

SDGsに貢献する取組みを行っている、または行おうとしている中小企業者の方に
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協会制度協会制度

中小企業特定社債（SDGs 貢献型）中小企業特定社債（SDGs 貢献型）
SDGs に貢献する取組みを継続的に行っている、または行おうとしている中小企業者に対して、信用保証協会SDGs に貢献する取組みを継続的に行っている、または行おうとしている中小企業者に対して、信用保証協会
が一定の要件を満たす中小企業者の発行する社債（私募債）について保証を行うことにより、その事業資金をが一定の要件を満たす中小企業者の発行する社債（私募債）について保証を行うことにより、その事業資金を
供給し、中小企業者の事業発展に繋げることを目的とした制度です。供給し、中小企業者の事業発展に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

①直前の決算において1号要件～ 3号要件のいずれかに該当する中小企業者①直前の決算において1号要件～ 3号要件のいずれかに該当する中小企業者

1号要件1号要件 2号要件2号要件 3号要件3号要件

⑴⑴ 純資産額純資産額 5,000万円以上5,000万円以上
3億円未満3億円未満

3億円以上3億円以上
5億円未満5億円未満 5億円以上5億円以上

⑵⑵ 自己資本比率自己資本比率
いずれかいずれか

20%以上20%以上 20%以上20%以上 15%以上15%以上

⑶⑶ 純資産倍率純資産倍率 2.0倍以上2.0倍以上 1.5倍以上1.5倍以上 1.5倍以上1.5倍以上

⑷⑷ 使用総資本事業利益率使用総資本事業利益率
いずれかいずれか

10%以上10%以上 10%以上10%以上 5%以上5%以上

⑸⑸ インタレスト・カバレッジ・レーシオインタレスト・カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上2.0倍以上 1.5倍以上1.5倍以上 1.0倍以上1.0倍以上

②SDGsに貢献する取組を行っている、または行おうとしている中小企業者②SDGsに貢献する取組を行っている、または行おうとしている中小企業者

保　証保　証
限度額限度額

発行限度額　5億6,000万円発行限度額　5億6,000万円
保証限度額　4億5,000万円保証限度額　4億5,000万円
※社債の最低発行額は3,000万円※社債の最低発行額は3,000万円

保証保証
割合割合 80%（部分保証）80%（部分保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 満期一括償還　または　定期償還満期一括償還　または　定期償還

保証保証
期間期間 2年～ 7年2年～ 7年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より各カテゴリ　20%　割引
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.521.52 1.401.40 1.241.24 1.081.08 0.920.92 0.800.80 0.640.64 0.480.48 0.360.36 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※社債の引受が政令で定める金融機関からのものであること。※社債の引受が政令で定める金融機関からのものであること。
※特定社債保証（SDGs貢献型）資格要件申込書が必要。※特定社債保証（SDGs貢献型）資格要件申込書が必要。
※令和9年3月31日までの当協会申込受付分※令和9年3月31日までの当協会申込受付分

SDGsに貢献する取組みを行っている、または行おうとしている中小企業者の方に
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協会制度協会制度

創業をお考えの方に、創業から５年までの法人に

スタートアップ創出促進保証スタートアップ創出促進保証
経営者保証が不要なため、新たな事業を創業するために必要な資金確保や、過去の事業での経験を活かして再経営者保証が不要なため、新たな事業を創業するために必要な資金確保や、過去の事業での経験を活かして再
チャレンジするために必要な資金確保を容易にし、創業者の事業の活性化を目的とした制度です。チャレンジするために必要な資金確保を容易にし、創業者の事業の活性化を目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

＜創業される方＞＜創業される方＞
⑴産業競争力強化法に掲げる次の①〜②のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者⑴産業競争力強化法に掲げる次の①〜②のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者
　①�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的　①�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的
計画を有するもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については6ヶ月以内）計画を有するもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については6ヶ月以内）

　②�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体　②�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体
的計画を有するもの的計画を有するもの

＜創業から5年までの法人＞＜創業から5年までの法人＞
⑵�産業競争力強化法に掲げる次の①〜③のいずれかの創業者である中小企業者であって、事業を開始⑵�産業競争力強化法に掲げる次の①〜③のいずれかの創業者である中小企業者であって、事業を開始
または会社を設立した日以後5年を経過していないものまたは会社を設立した日以後5年を経過していないもの
　①事　①事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
　②　②中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
　③事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年を経過していないもの　③事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年を経過していないもの

保　証保　証
限度額限度額 3,500万円（創業関連保証・再挑戦支援保証と同枠）3,500万円（創業関連保証・再挑戦支援保証と同枠）

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法

分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）
※�申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、または保証申込み時に※�申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、または保証申込み時に
おいてプロパー融資の残高がある場合は3年以内の据置可おいてプロパー融資の残高がある場合は3年以内の据置可

保証保証
期間期間 10年10年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.201.20 ―― ◯◯

商工会議所・商工会経由　責任共有対象外・リスク考慮型対象外上記料率より　0.3%　引き下げ
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 0.900.90 ―― ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※経営者保証不要※経営者保証不要
※創業計画書（スタートアップ創出促進保証制度用）が必要。※創業計画書（スタートアップ創出促進保証制度用）が必要。
※認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については市町村長の証明が必要。※認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については市町村長の証明が必要。
※創業予定者または税務申告1期未終了の方は創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要。※創業予定者または税務申告1期未終了の方は創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要。
※融資実行後原則3年目および5年目にガバナンス体制の整備に関するチェックを受ける必要がある。※融資実行後原則3年目および5年目にガバナンス体制の整備に関するチェックを受ける必要がある。
※商工会議所・商工会経由については、申込書を商工会議所・商工会に提出し、証明書が必要。※商工会議所・商工会経由については、申込書を商工会議所・商工会に提出し、証明書が必要。
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協会制度協会制度

創業関連保証創業関連保証
新たな事業を創業するために必要な資金の確保を容易にし、活力ある経済社会の構築につなげることを目的と新たな事業を創業するために必要な資金の確保を容易にし、活力ある経済社会の構築につなげることを目的と
した制度です。した制度です。

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

＜創業される方＞＜創業される方＞
⑴産業競争力強化法に掲げる次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者⑴産業競争力強化法に掲げる次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者
　①�事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの（認定特定　①�事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの（認定特定
創業支援等事業により支援を受けた創業者については6ヶ月以内）創業支援等事業により支援を受けた創業者については6ヶ月以内）

　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的
計画を有するもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については6ヶ月以内）計画を有するもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については6ヶ月以内）

　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体
的計画を有するもの的計画を有するもの

＜創業から5年までの方＞＜創業から5年までの方＞
⑵�産業競争力強化法に掲げる次の①〜④のいずれかの創業者である中小企業者であって、事業を開始⑵�産業競争力強化法に掲げる次の①〜④のいずれかの創業者である中小企業者であって、事業を開始
または会社を設立した日以後5年を経過していないものまたは会社を設立した日以後5年を経過していないもの
　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの
　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない
ものもの

　③�中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの　③�中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し
た日以後5年を経過していないものた日以後5年を経過していないもの

保　証保　証
限度額限度額 3,500万円（スタートアップ創出促進保証・再挑戦支援保証と同枠）3,500万円（スタートアップ創出促進保証・再挑戦支援保証と同枠）

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据直可）分割（1年以内の据直可）

保証保証
期間期間 10年10年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.001.00 ―― ――

商工会議所・商工会経由　責任共有対象外・リスク考慮型対象外上記料率より　0.3%　引き下げ
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 0.700.70 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※創業・再挑戦計画書が必要。※創業・再挑戦計画書が必要。
※認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については市町村長の証明が必要。※認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については市町村長の証明が必要。
※商工会議所・商工会経由については、申込書を商工会議所・商工会に提出し、証明書が必要。※商工会議所・商工会経由については、申込書を商工会議所・商工会に提出し、証明書が必要。

創業をお考えの方に、創業から５年までの方に
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協会制度協会制度

再挑戦支援保証再挑戦支援保証
過去の事業での経験を活かして再チャレンジするために必要な資金の確保を容易にし、活力ある経済社会の構過去の事業での経験を活かして再チャレンジするために必要な資金の確保を容易にし、活力ある経済社会の構
築につなげることを目的とした制度です。築につなげることを目的とした制度です。

資
　
　
　
　
格
　
　
　
　
要
　
　
　
　
件

資
　
　
　
　
格
　
　
　
　
要
　
　
　
　
件

産業競争力強化法に掲げる下記の⑴～⑸のいずれかの要件を満たすものであって、事業の廃止または解散の産業競争力強化法に掲げる下記の⑴～⑸のいずれかの要件を満たすものであって、事業の廃止または解散の
日から5年を経過していない中小企業者日から5年を経過していない中小企業者
⑴�事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもののうち、次⑴�事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもののうち、次
のいずれかに該当するもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については6ヶ月以内）のいずれかに該当するもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については6ヶ月以内）
　①�過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの　①�過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの
　②�過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員で　②�過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員で
あったものあったもの

⑵�事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計⑵�事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計
画を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者画を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者
については6ヶ月以内）については6ヶ月以内）
　①�過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの　①�過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの
　②�過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員で　②�過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員で
あったものあったもの

⑶�事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもののうち、次のいずれか⑶�事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもののうち、次のいずれか
に該当するものに該当するもの
　①�過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの　①�過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの
　②�過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員で　②�過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員で
あったものあったもの

⑷�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもののう⑷�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもののう
ち、次のいずれかに該当するものち、次のいずれかに該当するもの
　①�当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を　①�当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を
有するもの有するもの

　②�当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会　②�当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会
社の業務を執行する役員であったもの社の業務を執行する役員であったもの

⑸�⑶に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、⑶が事業を開始した日以後5⑸�⑶に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、⑶が事業を開始した日以後5
年を経過していないもののうち、次のいずれかに該当するもの年を経過していないもののうち、次のいずれかに該当するもの
　①�当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を　①�当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を
有するもの有するもの

　②�当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会　②�当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会
社の業務を執行する役員であったもの社の業務を執行する役員であったもの

保　証保　証
限度額限度額 3,500万円（スタートアップ創出促進保証・創業関連保証と同枠）3,500万円（スタートアップ創出促進保証・創業関連保証と同枠）

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 10年10年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.001.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※創業・再挑戦計画書が必要。※創業・再挑戦計画書が必要。
※認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については市町村長の証明が必要。※認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については市町村長の証明が必要。
※資格要件申告書（過去の事業の廃止・会社の解散等について確認資料を添付）が必要。※資格要件申告書（過去の事業の廃止・会社の解散等について確認資料を添付）が必要。

過去に事業をされていた方で５年以内に再挑戦される方に
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協会制度協会制度

条件変更改善型借換保証条件変更改善型借換保証
返済緩和の条件変更を行っているものの、経営改善の意欲があり、自ら事業計画を策定する中小企業者の方の返済緩和の条件変更を行っているものの、経営改善の意欲があり、自ら事業計画を策定する中小企業者の方の
金融の正常化を目的とした制度です。金融の正常化を目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の①～③のいずれかに該当すること。次の①～③のいずれかに該当すること。
①保証申込時点において、既往保証の残高があること。①保証申込時点において、既往保証の残高があること。
②①の既往借入金の全部または一部について返済条件の緩和を行っていること。②①の既往借入金の全部または一部について返済条件の緩和を行っていること。
③�金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実③�金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実
行および進捗の報告を行うこと。行および進捗の報告を行うこと。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合4億円）　普通保証	 2億円	（組合4億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、運設資金運転資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可　※新規の融資分を含む場合は2年以内の据置可）分割（1年以内の据置可　※新規の融資分を含む場合は2年以内の据置可）

保証保証
期間期間 15年以内15年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※金融機関は定期的に中小企業者より計画の実行状況の報告を受け、事業年度毎に協会に報告する。※金融機関は定期的に中小企業者より計画の実行状況の報告を受け、事業年度毎に協会に報告する。
※�状況説明書、事業計画書、認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面（事業計画に記載※�状況説明書、事業計画書、認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面（事業計画に記載
されている場合は不要）が必要。されている場合は不要）が必要。

借換により、経営の立て直しを図る方に
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協会制度協会制度

集約ローン 20集約ローン 20
超長期の分割返済により保証付きの既往借入金の借換および新たな事業資金を供給することで中小企業者の超長期の分割返済により保証付きの既往借入金の借換および新たな事業資金を供給することで中小企業者の
資金繰りの円滑化を図り、事業再生・経営改善につなげることを目的とした制度です。資金繰りの円滑化を図り、事業再生・経営改善につなげることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の①～⑤の要件を満たしていること。次の①～⑤の要件を満たしていること。
①申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上あること。①申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上あること。
②同一事業を3年以上営んでいること。②同一事業を3年以上営んでいること。
③納期限の到来した税金（所得税・法人税・事業税）について滞納がないこと。③納期限の到来した税金（所得税・法人税・事業税）について滞納がないこと。
④求償権先の関係人でないこと。④求償権先の関係人でないこと。
⑤現在保証利用残高があること。⑤現在保証利用残高があること。
※借換の対象となる借入は原則として信用保証協会付きの借入金※借換の対象となる借入は原則として信用保証協会付きの借入金

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円	　普通保証	 2億円	
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金

返済返済
方法方法 分割分割

保証保証
期間期間 20年20年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

保証付き融資のおまとめをお考えの方に



20

協会制度協会制度

事業再生保証事業再生保証
法的な再建手続を行う中小企業者への融資に対する保証を行うことにより、中小企業者の事業再建の円滑化を法的な再建手続を行う中小企業者への融資に対する保証を行うことにより、中小企業者の事業再建の円滑化を
図り、経済の活性化に資することを目的とした制度です。図り、経済の活性化に資することを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

次の⑴～⑶のいずれにも該当する中小企業者次の⑴～⑶のいずれにも該当する中小企業者
⑴次の①または②のいずれかに該当するもの⑴次の①または②のいずれかに該当するもの
　①再生事件または更生事件が係属しているもの　①再生事件または更生事件が係属しているもの
　②�民事再生法（平成11年法律第225号）第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた　②�民事再生法（平成11年法律第225号）第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた
もの（再生計画が遂行された場合、その他の経済産業省令で定める場合を除く）もの（再生計画が遂行された場合、その他の経済産業省令で定める場合を除く）

⑵再生計画の認可または更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していないもの⑵再生計画の認可または更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していないもの
⑶次の①または②のいずれにも該当するもの⑶次の①または②のいずれにも該当するもの
　①�金融機関および取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められ　①�金融機関および取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められ
ること。ること。

　②償還が見込まれること。　②償還が見込まれること。

保　証保　証
限度額限度額 2億円2億円

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割一括、分割

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　10年以内一括　1年以内　　分割　10年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 2.202.20 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
　
の
　
　
他

そ
　
　
の
　
　
他

※事業再生に関する計画書が必要。※事業再生に関する計画書が必要。
※次の①～⑦に掲げる資金を対象とする。※次の①～⑦に掲げる資金を対象とする。
　①原材料の購入のための費用　①原材料の購入のための費用
　②商品の仕入れのための費用　②商品の仕入れのための費用
　③商品の生産に係る労務費および経費　③商品の生産に係る労務費および経費
　④設備の増設、改良または補修等のための費用　④設備の増設、改良または補修等のための費用
　⑤販売費および一般管理費　⑤販売費および一般管理費
　⑥借入金利息の弁済のための費用　⑥借入金利息の弁済のための費用
　⑦金銭債権の弁済のための費用　⑦金銭債権の弁済のための費用

事業再生をお考えの方に
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協会制度協会制度

資材高騰や物価高・人手不足等の影響を受け、早期の事業再生に取り組む方に

事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）
資材高騰や物価高、人手不足等の影響を受け、認定支援機関の指導または助言を受けて作成した事業再生の資材高騰や物価高、人手不足等の影響を受け、認定支援機関の指導または助言を受けて作成した事業再生の
計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な
進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ることを目的とした制度です。進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ることを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

次の①～⑫のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報次の①～⑫のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報
告を行う中小企業者告を行う中小企業者
①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
②認定支援機関（産業復興相談センターを含む）の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画②認定支援機関（産業復興相談センターを含む）の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
⑧�自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債⑧�自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債
務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成11年法律第158号）に基づく調停における調務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成11年法律第158号）に基づく調停における調
書（同法第17条第1項の調停条項によるものを除く）または同法第20条に規定する決定において特定書（同法第17条第1項の調停条項によるものを除く）または同法第20条に規定する決定において特定
されたものされたもの
⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
⑩�独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業⑩�独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業
有限責任組合が策定を支援した再建計画有限責任組合が策定を支援した再建計画
⑪経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画⑪経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画
⑫�中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事⑫�中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事
業によって策定を支援した事業再生の計画業によって策定を支援した事業再生の計画

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合4億円）　普通保証	 2億円	（組合4億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保
証
割
合

保
証
割
合

80%（責任共有保証）、次の①～③の借換の場合は100%（責任共有対象外保証）80%（責任共有保証）、次の①～③の借換の場合は100%（責任共有対象外保証）
①既存の責任共有対象外制度を借換する場合①既存の責任共有対象外制度を借換する場合
②�経営安定関連保証（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）であり、経済産業大臣が認めた期②�経営安定関連保証（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）であり、経済産業大臣が認めた期
間内に申込受付し、かつ実行されたセーフティネット保証5号の既往借入金を借換する場合間内に申込受付し、かつ実行されたセーフティネット保証5号の既往借入金を借換する場合
③特別小口保険を利用する場合③特別小口保険を利用する場合

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（3年以内の据置可）一括、分割（3年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　15年以内一括　1年以内　　分割　15年以内
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保
　
　
証
　
　
料
　
　
率

保
　
　
証
　
　
料
　
　
率

責任共有対象・リスク考慮型対象外料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 0.800.80

国 負 担国 負 担 0.400.40

本人負担 0.40 ―― ――

責任共有対象で本制度の経営者保証免除対応を適用する場合
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.001.00

国 負 担国 負 担 0.600.60

本人負担 0.40 ―― ――

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.001.00

国 負 担国 負 担 0.600.60

本人負担 0.40 ―― ――

責任共有対象外で本制度の経営者保証免除対応を適用する場合
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.201.20

国 負 担国 負 担 0.800.80

本人負担 0.40 ―― ――

※�国負担の保証料については、当初保証料のみ。条件変更に伴い追加して生じる保証料については、※�国負担の保証料については、当初保証料のみ。条件変更に伴い追加して生じる保証料については、
国負担対象外国負担対象外

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※事業再生の計画の実施に必要な資金として事業再生計画書が必要。※事業再生の計画の実施に必要な資金として事業再生計画書が必要。
※金融機関は定期的に中小企業者より計画の実行状況の報告を受け、事業年度毎に協会に報告する。※金融機関は定期的に中小企業者より計画の実行状況の報告を受け、事業年度毎に協会に報告する。
※取扱期間：令和7年3月14日から令和9年3月31日まで（協会申込受付）※取扱期間：令和7年3月14日から令和9年3月31日まで（協会申込受付）
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協会制度協会制度

事業再生計画実施関連保証（改善サポート保証）事業再生計画実施関連保証（改善サポート保証）
認定支援機関の指導または助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資認定支援機関の指導または助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資
金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ること金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ること
を目的とした制度です。を目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

次の①～⑫のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報次の①～⑫のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報
告を行う中小企業者告を行う中小企業者
①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
②認定支援機関（産業復興相談センターを含む）の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画②認定支援機関（産業復興相談センターを含む）の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
⑧�自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債⑧�自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債
務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成11年法律第158号）に基づく調停における調務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成11年法律第158号）に基づく調停における調
書（同法第17条第1項の調停条項によるものを除く）または同法第20条に規定する決定において特定書（同法第17条第1項の調停条項によるものを除く）または同法第20条に規定する決定において特定
されたものされたもの
⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
⑩�独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業⑩�独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業
有限責任組合が策定を支援した再建計画有限責任組合が策定を支援した再建計画
⑪経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画⑪経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画
⑫�中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事⑫�中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事
業によって策定を支援した事業再生の計画業によって策定を支援した事業再生の計画

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合4億円）　普通保証	 2億円	（組合4億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）、既存の責任共有対象外制度を借換する場合は100%（責任共有対象外保証）80%（責任共有保証）、既存の責任共有対象外制度を借換する場合は100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　15年以内一括　1年以内　　分割　15年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

リスク考慮型対象外料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 0.80　既存責任共有対象外借換は1.000.80　既存責任共有対象外借換は1.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※事業再生の計画の実施に必要な資金として事業再生計画書が必要。※事業再生の計画の実施に必要な資金として事業再生計画書が必要。
※金融機関は定期的に中小企業者より計画の実行状況の報告を受け、事業年度毎に協会に報告する。※金融機関は定期的に中小企業者より計画の実行状況の報告を受け、事業年度毎に協会に報告する。

事業再生をお考えの方に
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協会制度協会制度

一般保証・手形割引根保証一般保証・手形割引根保証
経営の維持 •発展のための事業資金を必要とする中小企業者の方に安定した経営の強化を図ることを目的とし経営の維持 •発展のための事業資金を必要とする中小企業者の方に安定した経営の強化を図ることを目的とし
た制度です。た制度です。

資格資格
要件要件 信用保証の利用対象となる中小企業者であること。信用保証の利用対象となる中小企業者であること。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合4億円）　普通保証	 2億円	（組合4億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間

一括　１年以内、手形割引根保証2年以内一括　１年以内、手形割引根保証2年以内
分割　運転資金10年以内、設備資金15年以内、運設資金15年以内　分割　運転資金10年以内、設備資金15年以内、運設資金15年以内　

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有基本料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

責任共有特殊保証料率（手形割引根保証）
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.621.62 1.491.49 1.321.32 1.151.15 0.980.98 0.850.85 0.680.68 0.510.51 0.390.39 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

経営の維持・発展のための事業資金を必要とする中小企業者の方に
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協会制度協会制度

当座貸越（貸付専用型）根保証当座貸越（貸付専用型）根保証
中小企業者の経営に必要な資金を当座貸越の保証により反復継続的かつ安定的に供給することによって事業の中小企業者の経営に必要な資金を当座貸越の保証により反復継続的かつ安定的に供給することによって事業の
振興につなげることを目的とした制度です。振興につなげることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【個人・法人共通】【個人・法人共通】
次の①～②のいずれも満たすもの次の①～②のいずれも満たすもの
①申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上あること。①申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上あること。
②同一事業を3年以上営んでおり、2期以上の決算（確定申告）を行っていること。②同一事業を3年以上営んでおり、2期以上の決算（確定申告）を行っていること。
【個人】【個人】
次の①～③のいずれかに該当するもの次の①～③のいずれかに該当するもの
①ＣＲＤスコアリングが一定以上の評点であること。①ＣＲＤスコアリングが一定以上の評点であること。
②�確定申告が青色申告であり、申込直前期の決算において申告所得300万円以上を計上し、自己名義の②�確定申告が青色申告であり、申込直前期の決算において申告所得300万円以上を計上し、自己名義の
不動産を所有すること。不動産を所有すること。
③�確定申告が青色申告であり、申込直前期の決算において申告所得100万円以上を計上し、不動産等③�確定申告が青色申告であり、申込直前期の決算において申告所得100万円以上を計上し、不動産等
物的担保の提供があること。物的担保の提供があること。

【法人】【法人】
ＣＲＤスコアリングが一定以上の評点であること。ＣＲＤスコアリングが一定以上の評点であること。

保　証保　証
限度額限度額

2億8,000万円　※保証金額は100万円以上2億8,000万円　※保証金額は100万円以上
（原則として、保証金額5,000万円以内は無担保とし、5,000万円を超える場合は担保が必要。）（原則として、保証金額5,000万円以内は無担保とし、5,000万円を超える場合は担保が必要。）

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運設資金運設資金

返済返済
方法方法 約定弁済方式、随時弁済方式約定弁済方式、随時弁済方式

保証保証
期間期間 2年、期間延長は60ヶ月まで可2年、期間延長は60ヶ月まで可

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有特殊保証料率責任共有特殊保証料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.621.62 1.491.49 1.321.32 1.151.15 0.980.98 0.850.85 0.680.68 0.510.51 0.390.39 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他 ※申込にあたり、資格要件申告書（信用保証依頼書裏面）に記載が必要。（P26）※申込にあたり、資格要件申告書（信用保証依頼書裏面）に記載が必要。（P26）

経営に必要な資金を反復的かつ安定的に供給していきたい方に
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資格要件申告書（信用保証依頼書裏面）資格要件申告書（信用保証依頼書裏面）

資格要件申告欄資格要件申告欄
当座貸越（貸付専用型）根保証または事業者カードローン当座貸越根保証の場合は必ずご記入ください。当座貸越（貸付専用型）根保証または事業者カードローン当座貸越根保証の場合は必ずご記入ください。
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協会制度協会制度

アドバンス当座貸越（貸付専用型）根保証アドバンス当座貸越（貸付専用型）根保証
中小企業者の経営に必要な資金を当座貸越の保証により反復継続的かつ安定的に供給することによって事業の中小企業者の経営に必要な資金を当座貸越の保証により反復継続的かつ安定的に供給することによって事業の
振興につなげることを目的とした制度です。振興につなげることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【個人・法人共通】【個人・法人共通】
①申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上あること。①申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上あること。
②同一事業を3年以上営んでいること。②同一事業を3年以上営んでいること。
③1期12ヶ月の決算書（貸借対照表を付した確定申告書）を直近2期分提出できること。③1期12ヶ月の決算書（貸借対照表を付した確定申告書）を直近2期分提出できること。
④当協会で当座貸越根保証の利用がないこと。④当協会で当座貸越根保証の利用がないこと。
⑤不渡り、取引停止処分中、税金滞納などネガティブ情報がないこと。⑤不渡り、取引停止処分中、税金滞納などネガティブ情報がないこと。
⑥求償権先の関係人でないこと。⑥求償権先の関係人でないこと。
⑦ＣＲＤの保証料率区分が「7」以上であること。⑦ＣＲＤの保証料率区分が「7」以上であること。

保　証保　証
限度額限度額

2億円2億円
※保証金額は1,000万円以上※保証金額は1,000万円以上
※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の上限額は、既存の保証債務残高を含み2億円※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の上限額は、既存の保証債務残高を含み2億円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運設資金運設資金

返済返済
方法方法 約定弁済方式、随時弁済方式約定弁済方式、随時弁済方式

保証保証
期間期間 2年、期間延長は60ヶ月まで可2年、期間延長は60ヶ月まで可

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有特殊保証料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% ―― ―― ―― ―― ―― ―― 0.680.68 0.510.51 0.390.39 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※申込にあたり、資格要件申告書（信用保証依頼書裏面）に記載が必要。（P26）※申込にあたり、資格要件申告書（信用保証依頼書裏面）に記載が必要。（P26）
※事前相談が必要。※事前相談が必要。
※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。

経営に必要な資金を反復的かつ安定的に供給していきたい方に
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協会制度協会制度

小規模事業者カードローン当座貸越根保証（リトルカード）小規模事業者カードローン当座貸越根保証（リトルカード）
小規模事業者の経営に必要な資金を当座貸越の保証によりカード・通帳等を用いて反復継続的かつ安定的に供小規模事業者の経営に必要な資金を当座貸越の保証によりカード・通帳等を用いて反復継続的かつ安定的に供
給することによって事業の振興につなげることを目的とした制度です。給することによって事業の振興につなげることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【個人・法人共通】【個人・法人共通】
次の⑴～⑷のすべての要件を満たす小規模事業者（常時使用する従業員が20名以下。ただし、商業・�次の⑴～⑷のすべての要件を満たす小規模事業者（常時使用する従業員が20名以下。ただし、商業・�
サービス業は5名以下。）であること。サービス業は5名以下。）であること。
⑴同一事業を1年以上営んでいること。⑴同一事業を1年以上営んでいること。
⑵1期分の決算書（確定申告書）を直近1期分提出できること。⑵1期分の決算書（確定申告書）を直近1期分提出できること。
⑶最近2年間のいずれかの決算で利益計上、または債務超過でないこと。⑶最近2年間のいずれかの決算で利益計上、または債務超過でないこと。
⑷当協会で事業者カードローン当座貸越の利用がないこと。⑷当協会で事業者カードローン当座貸越の利用がないこと。
※借入は次の①～③の要件を満たすこと。※借入は次の①～③の要件を満たすこと。
①平均月商（直近決算・申告）の3ヶ月以内①平均月商（直近決算・申告）の3ヶ月以内
②本件を含めて当協会の保証債務残高が3,000万円以内であること。②本件を含めて当協会の保証債務残高が3,000万円以内であること。
③個人事業者で確定申告が白色の場合は200万円まで③個人事業者で確定申告が白色の場合は200万円まで

保　証保　証
限度額限度額

500万円500万円
※保証金額は50万円以上※保証金額は50万円以上

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運設資金運設資金

返済返済
方法方法 約定弁済方式、随時弁済方式約定弁済方式、随時弁済方式

保証保証
期間期間 2年、期間延長は60ヶ月まで可2年、期間延長は60ヶ月まで可

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有特殊保証料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.621.62 1.491.49 1.321.32 1.151.15 0.980.98 0.850.85 0.680.68 0.510.51 0.390.39 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

経営に必要な資金を反復的かつ安定的に供給していきたい方に
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協会制度協会制度

事業者カードローン当座貸越根保証事業者カードローン当座貸越根保証
中小企業者の経営に必要な資金を当座貸越の保証によりカード・通帳等を用いて反復継続的かつ安定的に供給中小企業者の経営に必要な資金を当座貸越の保証によりカード・通帳等を用いて反復継続的かつ安定的に供給
することによって事業の振興につなげることを目的とした制度です。することによって事業の振興につなげることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【個人・法人共通】【個人・法人共通】
次の①～②のいずれも満たすもの次の①～②のいずれも満たすもの
①申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上あること。①申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上あること。
②同一事業を3年以上営んでおり、2期以上の決算（確定申告）を行っていること。②同一事業を3年以上営んでおり、2期以上の決算（確定申告）を行っていること。
【個人】【個人】
次の①～②のいずれかに該当するもの次の①～②のいずれかに該当するもの
①ＣＲＤスコアリングが一定以上の評点であること。①ＣＲＤスコアリングが一定以上の評点であること。
②�確定申告が青色申告であり、申込直前期の決算において申告所得を計上し、かつ自己名義の不動産（自②�確定申告が青色申告であり、申込直前期の決算において申告所得を計上し、かつ自己名義の不動産（自
宅・店舗等）を所有していること。宅・店舗等）を所有していること。

【法人】【法人】
ＣＲＤスコアリングが一定以上の評点であること。ＣＲＤスコアリングが一定以上の評点であること。

保　証保　証
限度額限度額

2,000万円2,000万円
※保証金額は100万円以上※保証金額は100万円以上

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運設資金運設資金

返済返済
方法方法 約定弁済方式、随時弁済方式約定弁済方式、随時弁済方式

保証保証
期間期間 2年、期間延長は60ヶ月まで可2年、期間延長は60ヶ月まで可

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有特殊保証料率責任共有特殊保証料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.621.62 1.491.49 1.321.32 1.151.15 0.980.98 0.850.85 0.680.68 0.510.51 0.390.39 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他 ※申込にあたり、資格要件申告書（信用保証依頼書裏面）に記載が必要。（P26）※申込にあたり、資格要件申告書（信用保証依頼書裏面）に記載が必要。（P26）

経営に必要な資金を反復的かつ安定的に供給していきたい方に
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協会制度協会制度

流動資産担保融資保証流動資産担保融資保証
中小企業者が有する売掛債権および棚卸資産（流動資産）を担保とした融資に対する保証を行うことにより、中小企業者が有する売掛債権および棚卸資産（流動資産）を担保とした融資に対する保証を行うことにより、
中小企業者の事業資金の融通について、円滑化・多様化を図ることを目的とした制度です。中小企業者の事業資金の融通について、円滑化・多様化を図ることを目的とした制度です。

資格資格
要件要件

国内事業者に対する売掛債権または棚卸資産を有する中小企業者国内事業者に対する売掛債権または棚卸資産を有する中小企業者
※棚卸資産を担保にする場合は法人に限る。※棚卸資産を担保にする場合は法人に限る。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額　2億5,000万円借入限度額　2億5,000万円
保証限度額　　　　  2億円保証限度額　　　　  2億円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証・部分保証）80%（責任共有保証・部分保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、根保証（当座貸越）の場合は約定弁済方式・随時弁済方式いずれも可一括、根保証（当座貸越）の場合は約定弁済方式・随時弁済方式いずれも可

保証保証
期間期間 一括　1年　当座貸越の期間延長は60ヶ月まで可一括　1年　当座貸越の期間延長は60ヶ月まで可

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象・リスク考慮型対象外料率責任共有対象・リスク考慮型対象外料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 0.680.68 ―― ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他
※経営者保証不要※経営者保証不要
※流動資産を担保として提供させたことを証する書面が必要。※流動資産を担保として提供させたことを証する書面が必要。

流動資産を担保にした融資をお考えの方に
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協会制度協会制度

長期的展望に基づき大口長期の事業資金を必要とする方に

長期経営資金保証長期経営資金保証
竪実な経営を営み長期的展望を持つ中小企業者の方の長期経営資金の確保を目的とした制度です。竪実な経営を営み長期的展望を持つ中小企業者の方の長期経営資金の確保を目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の①～③のいずれかに該当すること。次の①～③のいずれかに該当すること。
①�業歴3年以上で申込金融機関との与信取引が1年以上あり、かつ取引振りが良好であり、最近2年間①�業歴3年以上で申込金融機関との与信取引が1年以上あり、かつ取引振りが良好であり、最近2年間
の決算において利益を計上し債務超過ではなく、償還能力があると認められるものの決算において利益を計上し債務超過ではなく、償還能力があると認められるもの
②�業歴5年以上で申込金融機関との与信取引が1年以上あり、かつ取引振りが良好であり、最近2年間②�業歴5年以上で申込金融機関との与信取引が1年以上あり、かつ取引振りが良好であり、最近2年間
のいずれかの決算において利益を計上しており繰越欠損がなく、償還能力があると認められるもののいずれかの決算において利益を計上しており繰越欠損がなく、償還能力があると認められるもの
③�前各号に準ずるもので、債務超過でなく今期利益計上見込みがあり償還能力があると認められるもの③�前各号に準ずるもので、債務超過でなく今期利益計上見込みがあり償還能力があると認められるもの

保　証保　証
限度額限度額

2億円（うち無担保保証は8,000万円まで）2億円（うち無担保保証は8,000万円まで）
※保証金額は2,000万円以上、100万円単位※保証金額は2,000万円以上、100万円単位

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（6ヶ月以内の据置可）分割（6ヶ月以内の据置可）

保証保証
期間期間 3年以上20年以内3年以上20年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有特基本料率責任共有特基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定
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協会制度協会制度

全国小口零細企業保証全国小口零細企業保証
信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図る「責任共有制度」の導入による小規模企業者への影響を信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図る「責任共有制度」の導入による小規模企業者への影響を
緩和するため、一定の要件を満たす小規模企業者の金融機関からの借入による債務の保証を責任共有の対象緩和するため、一定の要件を満たす小規模企業者の金融機関からの借入による債務の保証を責任共有の対象
外とすることにより、小規模企業者への安定的な資金調達を維持し、経営の安定につなげることを目的とした外とすることにより、小規模企業者への安定的な資金調達を維持し、経営の安定につなげることを目的とした
制度です。制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の①～⑥のいずれかの小規模事業者であること。次の①～⑥のいずれかの小規模事業者であること。
①��保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数が20人（商業また①��保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数が20人（商業また
はサービス業を主たる事業とする事業者については5人）以下のもの（②に掲げるものを除く）はサービス業を主たる事業とする事業者については5人）以下のもの（②に掲げるものを除く）
②�保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数がその業種ごとに②�保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数がその業種ごとに
政令で定める数以下のもの政令で定める数以下のもの
③�事業協同小組合であって、保証の対象となる事業を行うもの、またはその組合員の3分の2以上が保③�事業協同小組合であって、保証の対象となる事業を行うもの、またはその組合員の3分の2以上が保
証の対象となる事業を行うもの証の対象となる事業を行うもの
④保証の対象となる事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの④保証の対象となる事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
⑤保証の対象となる事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの⑤保証の対象となる事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
⑥�医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの（上記①～⑤に⑥�医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの（上記①～⑤に
掲げるものを除く）掲げるものを除く）

保　証保　証
限度額限度額

2,000万円2,000万円
※当協会および他協会利用を含む保証債務残高が2,000万円を超えていないこと。※当協会および他協会利用を含む保証債務残高が2,000万円を超えていないこと。

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　10年以内一括　1年以内　　分割　10年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象外基本料率責任共有対象外基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 2.202.20 2.002.00 1.801.80 1.601.60 1.351.35 1.101.10 0.900.90 0.700.70 0.500.50 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

安定的な資金調達をお考えの小規模事業者の方に
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協会制度協会制度

中小企業特定社債保証中小企業特定社債保証
資金調達手段の多様化を図るため、信用保証協会が一定の要件を満たす中小企業者の発行する社債（私募債）資金調達手段の多様化を図るため、信用保証協会が一定の要件を満たす中小企業者の発行する社債（私募債）
について保証を行うことにより、その事業資金を供給し、中小企業者の事業発展に繋げることを目的とした制について保証を行うことにより、その事業資金を供給し、中小企業者の事業発展に繋げることを目的とした制
度です。度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

直前の決算において1号要件～ 3号要件のいずれかに該当する中小企業者直前の決算において1号要件～ 3号要件のいずれかに該当する中小企業者

1号要件1号要件 2号要件2号要件 3号要件3号要件

⑴⑴ 純資産額純資産額 5,000万円以上5,000万円以上
3億円未満3億円未満

3億円以上3億円以上
5億円未満5億円未満 5億円以上5億円以上

⑵⑵ 自己資本比率自己資本比率
いずれかいずれか

20%以上20%以上 20%以上20%以上 15%以上15%以上

⑶⑶ 純資産倍率純資産倍率 2.0倍以上2.0倍以上 1.5倍以上1.5倍以上 1.5倍以上1.5倍以上

⑷⑷ 使用総資本事業利益率使用総資本事業利益率
いずれかいずれか

10%以上10%以上 10%以上10%以上 5%以上5%以上

⑸⑸ インタレスト・カバレッジ・レーシオインタレスト・カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上2.0倍以上 1.5倍以上1.5倍以上 1.0倍以上1.0倍以上

保　証保　証
限度額限度額

発行限度額　5億6,000万円発行限度額　5億6,000万円
保証限度額　4億5,000万円保証限度額　4億5,000万円
※社債の最低発行額は3,000万円※社債の最低発行額は3,000万円

保証保証
割合割合 80%（部分保証）80%（部分保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金（社債に係るものであること。）運転資金、設備資金、運設資金（社債に係るものであること。）

返済返済
方法方法 満期ー括償還　または　定期償還満期ー括償還　または　定期償還

保証保証
期間期間 2年～ 7年2年～ 7年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より各カテゴリ　10%　割引責任共有基本料率より各カテゴリ　10%　割引

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.711.71 1.581.58 1.391.39 1.211.21 1.031.03 0.900.90 0.720.72 0.540.54 0.400.40 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他 ※社債の引受が政令で定める金融機関からのものであること。※社債の引受が政令で定める金融機関からのものであること。

資金調達の多様化を図るため社債を発行する中小企業者の方に
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協会制度協会制度

事業性評価保証（コラボ）事業性評価保証（コラボ）
県内中小企業者の事業内容や成長性等を適切に評価し、金融機関と当協会が連携して円滑な資金の提供に当た県内中小企業者の事業内容や成長性等を適切に評価し、金融機関と当協会が連携して円滑な資金の提供に当た
り、更なる事業の発展•生産性向上を支援することで、地域経済の活性化につなげることを目的とした制度です。り、更なる事業の発展•生産性向上を支援することで、地域経済の活性化につなげることを目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の①～④すべてに該当すること。次の①～④すべてに該当すること。
①県内で同一事業を2年以上営んでいること。①県内で同一事業を2年以上営んでいること。
②�手形、小切手、電子記録債権等について不渡り、取引停止処分等その他ネガティブ情報がないこと。②�手形、小切手、電子記録債権等について不渡り、取引停止処分等その他ネガティブ情報がないこと。
③信用保証協会の求償権先の関係人でないこと。③信用保証協会の求償権先の関係人でないこと。
④申込金融機関において事業性評価を実施されており、継続して支援する方針であること。④申込金融機関において事業性評価を実施されており、継続して支援する方針であること。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合4億円）　普通保証	 2億円	（組合4億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　15年以内一括　1年以内　　分割　15年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より各カテゴリ　0.10%　引き下げ責任共有基本料率より各カテゴリ　0.10%　引き下げ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.801.80 1.651.65 1.451.45 1.251.25 1.051.05 0.900.90 0.700.70 0.500.50 0.350.35 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他
※事前相談が必要。※事前相談が必要。
※金融機関所定の事業性評価に係る資料が必要。※金融機関所定の事業性評価に係る資料が必要。

金融機関と保証協会が提携し、すばやい融資に繋げたい方に
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協会制度協会制度

経営力向上をお考えの方に

経営力向上関連保証・特例経営力向上関連保証経営力向上関連保証・特例経営力向上関連保証
中小企業者が事業分野別指針に沿って、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ＩＴを活用した�中小企業者が事業分野別指針に沿って、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ＩＴを活用した�
財務管理の高度化、人材育成等により経営力の向上を図る経営力向上計画について国からの認定を受けること、財務管理の高度化、人材育成等により経営力の向上を図る経営力向上計画について国からの認定を受けること、
および一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求しないことにより、中小企業のおよび一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求しないことにより、中小企業の
経営能力を強化し、経営の向上を図ることを目的とした制度です。経営能力を強化し、経営の向上を図ることを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

次の⑴~⑵のいずれかに該当する特定事業者であること。次の⑴~⑵のいずれかに該当する特定事業者であること。
⑴�中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号。以下「法」という。）第17条第1項に規定する経営カ向⑴�中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号。以下「法」という。）第17条第1項に規定する経営カ向
上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第5項各号に規定する特定事業者であって、認定上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第5項各号に規定する特定事業者であって、認定
経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を実施するもの経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を実施するもの
⑵次の①〜③のいずれにも該当するもの⑵次の①〜③のいずれにも該当するもの
　①�法第17条第1項に規定する経営力向上計画（認定申請日の直前の決算において、次の要件※1を備　①�法第17条第1項に規定する経営力向上計画（認定申請日の直前の決算において、次の要件※1を備
える者であることの記載があるものに限る）を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第5項各える者であることの記載があるものに限る）を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第5項各
号に規定する特定事業者であって、認定経営力向上計画に従って事業承継等を行うもの号に規定する特定事業者であって、認定経営力向上計画に従って事業承継等を行うもの

　　ア．資産超過であること。　　ア．資産超過であること。
　　イ．�EBITDA有利子負債倍率（（借入金・社債−現預金）÷（営業利益＋減価償却費））が10倍以内で　　イ．�EBITDA有利子負債倍率（（借入金・社債−現預金）÷（営業利益＋減価償却費））が10倍以内で

あること。あること。
　②申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。　②申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
　③信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。　③信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。
※1　�認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においても※1　�認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においても

この要件を満たすことが必要。この要件を満たすことが必要。
※2　�申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期間※2　�申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期間

内である場合は、確認基準日を当該期間の始期の前日（令和2年1月31日）とすることができる。内である場合は、確認基準日を当該期間の始期の前日（令和2年1月31日）とすることができる。

保
証
限
度
額

保
証
限
度
額

借入限度額　　　　　	8億8,000万円	（組合16億8,000万円）借入限度額　　　　　	8億8,000万円	（組合16億8,000万円）
　普通保険	 2億円	（組合4億円）　普通保険	 2億円	（組合4億円）
　無担保保険	 8,000万円　無担保保険	 8,000万円
　特別小口保険	 2,000万円　特別小口保険	 2,000万円
　新事業開拓保険	 3億円	（組合6億円）　新事業開拓保険	 3億円	（組合6億円）
　海外投資関係保険　	 3億円	（組合6億円）　海外投資関係保険　	 3億円	（組合6億円）
※8,000万円を超える保証は原則有担保となる。※8,000万円を超える保証は原則有担保となる。

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金5年　　設備資金7年運転資金5年　　設備資金7年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象・リスク考慮型対象外料率責任共有対象・リスク考慮型対象外料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 一般0.70　特小0.80　新事業開拓（無担保）0.70　新事業開拓•海外投資1.10一般0.70　特小0.80　新事業開拓（無担保）0.70　新事業開拓•海外投資1.10 ◯◯ ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他 ※資格要件の⑵に該当する場合は、経営者を含めて保証人を徴求しない。※資格要件の⑵に該当する場合は、経営者を含めて保証人を徴求しない。
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短期継続保証短期継続保証
恒常的に運転資金が必要とされる中小企業者について、継続した短期資金を供給することで資金繰りの安定化恒常的に運転資金が必要とされる中小企業者について、継続した短期資金を供給することで資金繰りの安定化
を図り、金融機関と協会が連携して継続的な経営支援を行うことにより、県内中小企業者の改善 •発展につなを図り、金融機関と協会が連携して継続的な経営支援を行うことにより、県内中小企業者の改善 •発展につな
げることを目的とした制度です。げることを目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の①～⑤すべてに該当すること。次の①～⑤すべてに該当すること。
①県内で同一事業を2年以上営んでいること。①県内で同一事業を2年以上営んでいること。
②取扱金融機関との与信取引が1年以上あること。②取扱金融機関との与信取引が1年以上あること。
③原則、直近の決算で債務超過でないこと。（法人は決算書、個人は資産負債調べによる）③原則、直近の決算で債務超過でないこと。（法人は決算書、個人は資産負債調べによる）
④信用保証協会の求償権先およびその関係人でないこと。④信用保証協会の求償権先およびその関係人でないこと。
⑤手形、小切手、電子記録債権等について不渡り、取引停止処分等その他ネガティブ情報がないこと。⑤手形、小切手、電子記録債権等について不渡り、取引停止処分等その他ネガティブ情報がないこと。

保　証保　証
限度額限度額

カテゴリ1〜 4	 8,000万円カテゴリ1〜 4	 8,000万円
カテゴリ5〜 6	 1億8,000万円カテゴリ5〜 6	 1億8,000万円
カテゴリ7以上	 2億8,000万円カテゴリ7以上	 2億8,000万円
※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存の保証債務残高を含み2億円※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存の保証債務残高を含み2億円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金

返済返済
方法方法 一括一括

保証保証
期間期間 2年　保証審査により最長5回まで更新可能。2年　保証審査により最長5回まで更新可能。

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より各カテゴリ　0.10%　引き下げ責任共有基本料率より各カテゴリ　0.10%　引き下げ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.801.80 1.651.65 1.451.45 1.251.25 1.051.05 0.900.90 0.700.70 0.500.50 0.350.35 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※事前相談が必要。※事前相談が必要。
※既存保証の借換は可能。ただし他行借換は原則不可※既存保証の借換は可能。ただし他行借換は原則不可
※保証審査により最長5回まで更新可能。※保証審査により最長5回まで更新可能。
※更新時において、下記条件をすべて満たしている場合、事前相談を省略することができる。※更新時において、下記条件をすべて満たしている場合、事前相談を省略することができる。
　・保証制度要件を具備していること。　・保証制度要件を具備していること。
　・今回保証申込金額　≦　既保証金額　・今回保証申込金額　≦　既保証金額
　　ただし、既保証口は短期継続保証、もしくは短期継続ワイド保証であること。　　ただし、既保証口は短期継続保証、もしくは短期継続ワイド保証であること。

経営に必要な資金を反復的かつ安定的に供給していきたい方に
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財務要件型無保証人保証財務要件型無保証人保証
一定の財務要件の下で経営者保証を不要とする保証を行うことにより、中小企業者の積極的な設備投資および一定の財務要件の下で経営者保証を不要とする保証を行うことにより、中小企業者の積極的な設備投資および
事業拡大を促すことを目的とした制度です。事業拡大を促すことを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の1号要件～ 3号要件のいずれかに該当する中小企業者次の1号要件～ 3号要件のいずれかに該当する中小企業者

1号要件1号要件 2号要件2号要件 3号要件3号要件

⑴⑴ 純資産額純資産額 5,000万円以上5,000万円以上
3億円未満3億円未満

3億円以上3億円以上
5億円未満5億円未満 5億円以上5億円以上

⑵⑵ 自己資本比率自己資本比率
いずれかいずれか

20%以上20%以上 20%以上20%以上 15%以上15%以上

⑶⑶ 純資産倍率純資産倍率 2.0倍以上2.0倍以上 1.5倍以上1.5倍以上 1.5倍以上1.5倍以上

⑷⑷ 使用総資本事業利益率使用総資本事業利益率
いずれかいずれか

10%以上10%以上 10%以上10%以上 5%以上5%以上

⑸⑸ インタレスト・カバレッジ・レーシオインタレスト・カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上2.0倍以上 1.5倍以上1.5倍以上 1.0倍以上1.0倍以上

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合4億円）　普通保証	 2億円	（組合4億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　2年以内　　分割　7年以内一括　2年以内　　分割　7年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他 ※資格要件確認書の添付が必要。（P38)※資格要件確認書の添付が必要。（P38)

財務要件をクリアする方に
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資格要件確認書資格要件確認書

奈良県信用保証協会　御中　　　　　　　　　　� 令和　　年　　月　　日奈良県信用保証協会　御中　　　　　　　　　　� 令和　　年　　月　　日

財務要件型無保証人保証制度　資格要件確認書財務要件型無保証人保証制度　資格要件確認書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融機関本・支店名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融機関本・支店名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（　　　　　　）　不在時連絡者（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（　　　　　　）　不在時連絡者（　　　　　　）

協会顧客番号協会顧客番号 申込人（法人）申込人（法人）

　�　申込金融機関は、申込人が直前の決算において①を満たしたうえ、次の②または③のいずれか、およ　�　申込金融機関は、申込人が直前の決算において①を満たしたうえ、次の②または③のいずれか、およ
び④または⑤のいずれかに該当し、次の（1）〜（3）に掲げるいずれかの基準に係る資格要件を備えていび④または⑤のいずれかに該当し、次の（1）〜（3）に掲げるいずれかの基準に係る資格要件を備えてい
ることを確認しております。ることを確認しております。

〔資格要件〕〔資格要件〕
基準（１）基準（１） 基準（２）基準（２） 基準（３）基準（３）

該当事項該当事項
（◯を付ける）（◯を付ける）

該当事項該当事項
（◯を付ける）（◯を付ける）

該当事項該当事項
（◯を付ける）（◯を付ける）

①① 純資産額純資産額 5千万円以上5千万円以上
3億円未満3億円未満

3億円以上3億円以上
5億円未満5億円未満 5億円以上5億円以上

②② 自己資本比率自己資本比率 20％以上20％以上 20％以上20％以上 15％以上15％以上

③③ 純資産倍率純資産倍率 2.0倍以上2.0倍以上 1.5倍以上1.5倍以上 1.5倍以上1.5倍以上

④④ 使用総資本事業利益率使用総資本事業利益率 10％以上10％以上 10％以上10％以上 5％以上5％以上

⑤⑤ インタレスト•カバレッジ・レーシオインタレスト•カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上2.0倍以上 1.5倍以上1.5倍以上 1.0倍以上1.0倍以上

〔資格要件算出根拠…令和　　年　　月期決算〕〔資格要件算出根拠…令和　　年　　月期決算〕� （単位：円、％）� （単位：円、％）
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タイアップ 50（協調融資保証）タイアップ 50（協調融資保証）
金融機関と保証協会が協調し、県内中小企業者等の資金繰りの安定と発展をサポートすることを目的とした制金融機関と保証協会が協調し、県内中小企業者等の資金繰りの安定と発展をサポートすることを目的とした制
度です。度です。
（本制度と同時に保証融資額の 5割以上のプロパー融資を実行することで協調制度の取扱いとなります。）（本制度と同時に保証融資額の 5割以上のプロパー融資を実行することで協調制度の取扱いとなります。）

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の①～⑤すべてに該当する法人次の①～⑤すべてに該当する法人
①同一事業を2年以上営んでいること。①同一事業を2年以上営んでいること。
②1期12ヶ月の決算書を直近2期分提出できること。②1期12ヶ月の決算書を直近2期分提出できること。
③不渡り、取引停止処分中、税金滞納などのネガティブ情報がないこと。③不渡り、取引停止処分中、税金滞納などのネガティブ情報がないこと。
④求償権先の関係人でないこと。④求償権先の関係人でないこと。
⑤ＣＲＤの保証料率区分が「4」以上であること。⑤ＣＲＤの保証料率区分が「4」以上であること。
※協調融資については、次の⑴〜⑶をすべて満たすこと。※協調融資については、次の⑴〜⑶をすべて満たすこと。
⑴保証期間は保証付き融資と同じ（ただし、プロパー融資が5年以上の場合は10年まで可能）⑴保証期間は保証付き融資と同じ（ただし、プロパー融資が5年以上の場合は10年まで可能）
⑵返済方法は保証付き融資と同じ（ただし、一部繰り上げ償還時は融資残高により按分充当）⑵返済方法は保証付き融資と同じ（ただし、一部繰り上げ償還時は融資残高により按分充当）
⑶連帯保証人は保証付き融資と同一人⑶連帯保証人は保証付き融資と同一人

保
証
限
度
額

保
証
限
度
額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円	　普通保証	 2億円	
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円
※無担保で保証可能な範囲は以下の通り※無担保で保証可能な範囲は以下の通り
（普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存保証債務残高を含み2億円）（普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存保証債務残高を含み2億円）
　カテゴリ4	 8,000万円　カテゴリ4	 8,000万円
　カテゴリ5〜 6	 1億8,000万円　カテゴリ5〜 6	 1億8,000万円
　カテゴリ7以上	 2億8,000万円　カテゴリ7以上	 2億8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 10年10年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有基本料率より各カテゴリ　0.10%　引き下げ責任共有基本料率より各カテゴリ　0.10%　引き下げ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% ―― ―― ―― 1.251.25 1.051.05 0.900.90 0.700.70 0.500.50 0.350.35 ◯◯ ◯◯

新規先：責任共有基本料率より各カテゴリ　0.20%　引き下げ新規先：責任共有基本料率より各カテゴリ　0.20%　引き下げ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% ―― ―― ―― 1.151.15 0.950.95 0.800.80 0.600.60 0.400.40 0.250.25 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※事前相談が必要。※事前相談が必要。
※本制度の申込時において当協会に保証債務残高がない先については、保証料が割引される。※本制度の申込時において当協会に保証債務残高がない先については、保証料が割引される。
※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。

金融機関と保証協会の協調したサポートにより、資金繰りの安定と発展を図る方に
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無担保パワフル保証無担保パワフル保証
金融機関の企業格付をもとに当協会の定めた審査の基準に該当する中小企業（法人）に対し、無担保の保証付金融機関の企業格付をもとに当協会の定めた審査の基準に該当する中小企業（法人）に対し、無担保の保証付
融資を推進することにより簡易迅速な顧客サービスを提供し、もって中小企業金融の円滑化に資することを目融資を推進することにより簡易迅速な顧客サービスを提供し、もって中小企業金融の円滑化に資することを目
的とした制度です。的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

金融機関の企業格付けをもとに当協会の定めた審査の基準に該当し、取扱金融機関において償還能力金融機関の企業格付けをもとに当協会の定めた審査の基準に該当し、取扱金融機関において償還能力
があると認めた法人で、次の①～⑤すべてに該当すること。があると認めた法人で、次の①～⑤すべてに該当すること。
①同一事業を2年以上営んでいること。①同一事業を2年以上営んでいること。
②1期12ヶ月の決算書を直近2期分提出できること。②1期12ヶ月の決算書を直近2期分提出できること。
③不渡り、取引停止処分中、税金滞納などのネガティブ情報がないこと。③不渡り、取引停止処分中、税金滞納などのネガティブ情報がないこと。
④求償権先の関係人でないこと。④求償権先の関係人でないこと。
⑤ＣＲＤの保証料率区分が「4」以上であること。⑤ＣＲＤの保証料率区分が「4」以上であること。

保　証保　証
限度額限度額

カテゴリ4	 8,000万円カテゴリ4	 8,000万円
カテゴリ5〜 6	 1億8,000万円カテゴリ5〜 6	 1億8,000万円
カテゴリ7以上	 2億8,000万円カテゴリ7以上	 2億8,000万円
※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存の保証債務残高を含み2億円※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存の保証債務残高を含み2億円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　10年以内一括　1年以内　　分割　10年以内

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% ―― ―― ―― 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

責任共有基本料率責任共有基本料率
普通保険に係る無担保保証の取扱いをする場合（カテゴリ5以上）　0.10%　引き下げ普通保険に係る無担保保証の取扱いをする場合（カテゴリ5以上）　0.10%　引き下げ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% ―― ―― ―― ―― 1.051.05 0.900.90 0.700.70 0.500.50 0.350.35 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※事前相談が必要。※事前相談が必要。
※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。

金融機関と保証協会が提携し、すばやい融資に繋げたい方に
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デラックス 100デラックス 100

中小企業の経営に必要な資金を安定的に供給し、中小企業者の事業振興につなげることを目的とした制度です。中小企業の経営に必要な資金を安定的に供給し、中小企業者の事業振興につなげることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の①～⑤すべてに該当する法人次の①～⑤すべてに該当する法人
①同一事業を3年以上営んでいること。①同一事業を3年以上営んでいること。
②申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上あること。②申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上あること。
③求償権先の関係人でないこと。③求償権先の関係人でないこと。
④納期限の到来した税金（所得税・法人税・事業税）について滞納がないこと。④納期限の到来した税金（所得税・法人税・事業税）について滞納がないこと。
⑤ＣＲＤの保証料率区分が「5」以上であること。⑤ＣＲＤの保証料率区分が「5」以上であること。
　※1期12ヶ月の決算書直近2期分で算出する　※1期12ヶ月の決算書直近2期分で算出する

保　証保　証
限度額限度額

1億円1億円
※保証金額は1,000万円以上※保証金額は1,000万円以上

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金

返済返済
方法方法 一括一括

保証保証
期間期間 3年3年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より各カテゴリ　0.10%　引き下げ責任共有基本料率より各カテゴリ　0.10%　引き下げ

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% ―― ―― ―― ―― 1.051.05 0.900.90 0.700.70 0.500.50 0.350.35 ―― ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※事前相談が必要。※事前相談が必要。
※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。

金融機関と保証協会が提携し、すばやい融資に繋げたい方に
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危機関連保証危機関連保証
大規模な災害等の突発的な事態により著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合において、中小企業の資金繰大規模な災害等の突発的な事態により著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合において、中小企業の資金繰
りが滞り、倒産等が多発する事態が発生した場合に直ちにセーフティネット機能を強化し、業種・地域を問わりが滞り、倒産等が多発する事態が発生した場合に直ちにセーフティネット機能を強化し、業種・地域を問わ
ず 100％保証を実施することができるようあらかじめ設けられた制度です。ず 100％保証を実施することができるようあらかじめ設けられた制度です。

資格資格
要件要件

信用保険法第2条第6項の規定により、経営の安定に支障を生じていることについて、その住所地を管信用保険法第2条第6項の規定により、経営の安定に支障を生じていることについて、その住所地を管
轄する市町村長の認定を受けた中小企業者轄する市町村長の認定を受けた中小企業者

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円借入限度額	 2億8,000万円
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円
※一般保証と別枠※一般保証と別枠

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金運転資金、設備資金

返済返済
方法方法 一括、分割（2年以内の据置可）一括、分割（2年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　2年以内　　分割　10年以内一括　2年以内　　分割　10年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 0.800.80 ―― ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他
※市町村長発行の認定書が必要。※市町村長発行の認定書が必要。
※取扱い金融機関のモニタリングが必要。※取扱い金融機関のモニタリングが必要。

不測の事態に対応するために
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経営安定関連特別融資保証経営安定関連特別融資保証
取引先の再生手続開始申立等、事業活動の制限等により経営の安定に著しい支障を来している中小企業者の事取引先の再生手続開始申立等、事業活動の制限等により経営の安定に著しい支障を来している中小企業者の事
業資金の融資を円滑にすることを目的とした制度です。業資金の融資を円滑にすることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

中小企業信用保険法第2条第5項各号に基づく特定中小企業者中小企業信用保険法第2条第5項各号に基づく特定中小企業者
1号　連鎖倒産防止1号　連鎖倒産防止
2号　取引先企業のリストラ等の事業活動の制限2号　取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号　突発的災害（事故等）3号　突発的災害（事故等）
4号　突発的災害（自然災害）4号　突発的災害（自然災害）
5号　業況の悪化している業種5号　業況の悪化している業種
6号　取引金融機関の破綻6号　取引金融機関の破綻
7号　金融機関の経営合理化7号　金融機関の経営合理化
8号　ＲＣＣに債権譲渡8号　ＲＣＣに債権譲渡
※市町村にて認定書が発行されます。※市町村にて認定書が発行されます。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合4億円）　普通保証	 2億円	（組合4億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円
※6号要件については限度額が3億8,000万円となる。※6号要件については限度額が3億8,000万円となる。
※一般保証と別枠※一般保証と別枠

保証保証
割合割合 1号～ 4号および6号　100%（責任共有対象外保証）　　　5号、7号、8号　80%（責任共有保証）1号～ 4号および6号　100%（責任共有対象外保証）　　　5号、7号、8号　80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　10年以内一括　1年以内　　分割　10年以内

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1号～ 4号、および6号　　0.901号～ 4号、および6号　　0.90 ―― ◯◯

責任共有対象・リスク考慮型対象外料率責任共有対象・リスク考慮型対象外料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 5号、7号、8号　　0.805号、7号、8号　　0.80 ―― ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他 ※市町村長発行の認定書が必要。※市町村長発行の認定書が必要。

セーフティネット保証1号〜８号の認定を受けられた方に
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事業承継特別保証事業承継特別保証
事業承継の資金調達にあたり、一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求せず、事業承継の資金調達にあたり、一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求せず、
事業承継の促進を図ることを目的とした制度です。事業承継の促進を図ることを目的とした制度です。

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

次の⑴または⑵に該当し、かつ⑶に該当する中小企業者次の⑴または⑵に該当し、かつ⑶に該当する中小企業者
※�本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日（ただし、※�本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日（ただし、
貸付実行されたものに限る）から3年以内に保証申込みを行うものに限る。貸付実行されたものに限る）から3年以内に保証申込みを行うものに限る。
⑴信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人⑴信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
⑵�令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3⑵�令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3
年を経過していないもの年を経過していないもの
⑶�次の①〜④までに定めるすべての要件を満たすこと。なお、①〜③までについては、信用保証協会⑶�次の①〜④までに定めるすべての要件を満たすこと。なお、①〜③までについては、信用保証協会
への申込日の直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会への申込日※1に満たしていへの申込日の直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会への申込日※1に満たしてい
ることを要するものとする。ることを要するものとする。
　①資産超過であること。　①資産超過であること。
　②EBITDA有利子負債倍率※2が10倍以内であること。　②EBITDA有利子負債倍率※2が10倍以内であること。
　③法人・個人の分離がなされていること。　③法人・個人の分離がなされていること。
　④返済緩和している借入金がないこと。　④返済緩和している借入金がないこと。
　※1　�　※1　�申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期

間内である場合は、確認基準日を当該期間の始期の前日（令和2年1月31日）とすることができる。間内である場合は、確認基準日を当該期間の始期の前日（令和2年1月31日）とすることができる。
　※2　EBITDA有利子負債倍率＝（借入金・社債−現預金）÷（営業利益＋減価償却費）　※2　EBITDA有利子負債倍率＝（借入金・社債−現預金）÷（営業利益＋減価償却費）

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）借入限度額	 2億8,000万円	（組合4億8,000万円）
　普通保証	 2億円	（組合4億円）　普通保証	 2億円	（組合4億円）
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80％（責任共有保証）80％（責任共有保証）

資金資金
使途使途

資格要件⑴に該当する者は、保証人（個人に限る）を提供していない既往借入金の返済資金以外資格要件⑴に該当する者は、保証人（個人に限る）を提供していない既往借入金の返済資金以外
資格要件⑵に該当する者は、事業承継前における保証人（個人に限る）を提供している既往借入金の返済資金資格要件⑵に該当する者は、事業承継前における保証人（個人に限る）を提供している既往借入金の返済資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　10年以内一括　1年以内　　分割　10年以内

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

専門家から事業の承継に係る計画および財務内容その他の経営状況確認を受けた者※専門家から事業の承継に係る計画および財務内容その他の経営状況確認を受けた者※

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.151.15 1.101.10 0.850.85 0.700.70 0.600.60 0.500.50 0.400.40 0.300.30 0.200.20 ―― ――

　※ガバナンス体制の整備に関するチェックシートが必要。

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。※申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。
※下記①～②の書類の添付が必要。※下記①～②の書類の添付が必要。
　ただし、以下に該当する場合は①～②に加えてそれぞれ添付が必要。　ただし、以下に該当する場合は①～②に加えてそれぞれ添付が必要。
　既往借入金を借り換える場合…③　既往借入金を借り換える場合…③
　既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外からの借入金を含む場合…④　既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外からの借入金を含む場合…④
　割引後の保証料率を適用する場合…⑤　割引後の保証料率を適用する場合…⑤
　①事業承継計画書　①事業承継計画書
　②財務要件等確認書　②財務要件等確認書
　③借換債務等確認書　③借換債務等確認書
　④他行借換依頼書兼確認書　④他行借換依頼書兼確認書
　⑤ガバナンス体制の整備に関するチェックシート　⑤ガバナンス体制の整備に関するチェックシート

事業承継をお考えの方に
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協会制度協会制度

経営承継準備関連保証経営承継準備関連保証
経営の承継が困難である中小企業者より経営の承継にあたり、株式や事業用資産等の譲受けのために生じる費経営の承継が困難である中小企業者より経営の承継にあたり、株式や事業用資産等の譲受けのために生じる費
用に対する融資保証、および一定の条件下で経営者保証を求めないことにより、経営の承継の円滑化を図り、用に対する融資保証、および一定の条件下で経営者保証を求めないことにより、経営の承継の円滑化を図り、
事業活動の継続に繋げることを目的とした制度です。事業活動の継続に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

次の⑴〜⑵いずれかの条件に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による経済次の⑴〜⑵いずれかの条件に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による経済
産業大臣の認定を受けたもの産業大臣の認定を受けたもの
⑴会社または個人である中小企業者であって、次の①または②の事由が生じていると認められること。⑴会社または個人である中小企業者であって、次の①または②の事由が生じていると認められること。
　①�中小企業者の役員または親族の中から経営を承継しようとする者を確保することが困難であるこ　①�中小企業者の役員または親族の中から経営を承継しようとする者を確保することが困難であるこ
とにより事業活動の継続に支障が生じている場合であって、経営の承継を行うため承継に不可欠とにより事業活動の継続に支障が生じている場合であって、経営の承継を行うため承継に不可欠
な資産の譲受けを行うものであること。な資産の譲受けを行うものであること。

　②�中小企業者が健康状態、年齢その他の事情により継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であ　②�中小企業者が健康状態、年齢その他の事情により継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であ
ることにより、事業活動の継続に支障が生じている場合であって、経営の承継を行うため承継にることにより、事業活動の継続に支障が生じている場合であって、経営の承継を行うため承継に
不可欠な資産の譲受けを行うものであること。不可欠な資産の譲受けを行うものであること。

⑵会社である中小企業者であって、次の①〜③のいずれにも該当すること。⑵会社である中小企業者であって、次の①〜③のいずれにも該当すること。
　①�上記の⑴①または⑴②いずれかの事由が生じており、かつ認定申請日の直前の決算において次の　①�上記の⑴①または⑴②いずれかの事由が生じており、かつ認定申請日の直前の決算において次の
ア～イの要件※1を満たすこと。ア～イの要件※1を満たすこと。

　　ア．資産超過であること。　　ア．資産超過であること。
　　イ．�EBITDA有利子負債倍率（（借入金・社債ー現預金）÷（営業利益＋減価償却費））が10倍以内で　　イ．�EBITDA有利子負債倍率（（借入金・社債ー現預金）÷（営業利益＋減価償却費））が10倍以内で

あること。あること。
　②信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。　②信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
　③信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。　③信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。
　※1　�認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算において　※1　�認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算において

もこの要件を満たすことが必要。もこの要件を満たすことが必要。
　※2　�申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期　※2　�申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期

関内である場合は、確認基準日を当該期間の始期の前日（令和2年1月31日）とすることができ関内である場合は、確認基準日を当該期間の始期の前日（令和2年1月31日）とすることができ
る。る。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80％（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）80％（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金10年　　設備資金15年運転資金10年　　設備資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※資格要件の⑵に該当する場合は、経営者を含めて保証人を徴求しない。※資格要件の⑵に該当する場合は、経営者を含めて保証人を徴求しない。
※下記①～③の書類の添付が必要。※下記①～③の書類の添付が必要。
　①都道府県知事の認定書（申請書の写しを含む）の写し　①都道府県知事の認定書（申請書の写しを含む）の写し
　②認定申請の提出書類の写し　②認定申請の提出書類の写し
　③財務要件等確認書（資格要件⑵を満たし、連帯保証人を徴求しない場合）　③財務要件等確認書（資格要件⑵を満たし、連帯保証人を徴求しない場合）

事業承継をお考えの方に
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協会制度協会制度

事業承継をお考えの方に

特定経営承継準備関連保証特定経営承継準備関連保証
事業を営んでいない個人が、経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の事業を営んでいない個人が、経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の
継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、株式や事業用資産等の譲受けを行う継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、株式や事業用資産等の譲受けを行う
ために生じる費用にかかる融資に対する保証を行うことにより、経営の承継の円滑化を図り、中小企業の事業ために生じる費用にかかる融資に対する保証を行うことにより、経営の承継の円滑化を図り、中小企業の事業
活動の継続に繋げることを目的とした制度です。活動の継続に繋げることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

事業を営んでいない個人であって次の⑴または⑵の事由が生じていると認められ、経営の承継の円滑事業を営んでいない個人であって次の⑴または⑵の事由が生じていると認められ、経営の承継の円滑
化に関する法律による経済産業大臣の認定を受けたもの化に関する法律による経済産業大臣の認定を受けたもの
⑴�中小企業者の役員または親族の中から経営を承継しようとする者を確保することが困難であること⑴�中小企業者の役員または親族の中から経営を承継しようとする者を確保することが困難であること
により事業活動の継続に支障が生じている場合であって、経営の承継を行うため承継に不可欠な資により事業活動の継続に支障が生じている場合であって、経営の承継を行うため承継に不可欠な資
産の譲受けを行うものであること。産の譲受けを行うものであること。
⑵�中小企業者が健康状態、年齢その他の事情により継続的かつ安定的に経営を行うことが困難である⑵�中小企業者が健康状態、年齢その他の事情により継続的かつ安定的に経営を行うことが困難である
ことにより、事業活動の継続に支障が生じている場合であって経営の承継を行うため承継に不可欠ことにより、事業活動の継続に支障が生じている場合であって経営の承継を行うため承継に不可欠
な資産の譲受けを行うものであること。な資産の譲受けを行うものであること。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金10年　　設備資金15年運転資金10年　　設備資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象・リスク考慮型対象外料率責任共有対象・リスク考慮型対象外料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.151.15 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他
※経済産業大臣の認定書が必要。※経済産業大臣の認定書が必要。
※認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までの申込が必要。※認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までの申込が必要。
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協会制度協会制度

経営承継関連保証経営承継関連保証
中小企業における経営者の死亡または退任等に起因する経営の承継に伴い、多額の費用を要する事由が生じた中小企業における経営者の死亡または退任等に起因する経営の承継に伴い、多額の費用を要する事由が生じた
ことにより事業活動の継続に支障が生じることに対し、中小企業者への融資に対する保証を行うことにより、ことにより事業活動の継続に支障が生じることに対し、中小企業者への融資に対する保証を行うことにより、
経営の承継の円滑化を図り、事業活動の継続に繋げることを目的とした制度です。経営の承継の円滑化を図り、事業活動の継続に繋げることを目的とした制度です。

資格資格
要件要件

経営の承継のために資金を必要とする事業を営む会社または個人経営の承継のために資金を必要とする事業を営む会社または個人
※経営承継円滑化法による認定を受けたもの※経営承継円滑化法による認定を受けたもの

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一一括、分割（1年以内の据置可）括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　１年以内　　分割　運転資金10年、設備資金15年一括　１年以内　　分割　運転資金10年、設備資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※経済産業大臣（申請については県知事）の認定書が必要。※経済産業大臣（申請については県知事）の認定書が必要。
※次の①～⑤に掲げる資金を対象とする。※次の①～⑤に掲げる資金を対象とする。
　①議決権株式の取得資金　①議決権株式の取得資金
　②事業用資産等の取得資金　②事業用資産等の取得資金
　③事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金　③事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金
　④�　④�他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金または遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金または遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭
　⑤運転資金　⑤運転資金

事業承継をお考えの方に
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協会制度協会制度

特定経営承継関連保証特定経営承継関連保証
中小企業における経営者の死亡または退任等に起因する経営の承継に伴い、多額の費用を要する事由が生じた中小企業における経営者の死亡または退任等に起因する経営の承継に伴い、多額の費用を要する事由が生じた
ことにより事業活動の継続に支障が生じることに対し、中小企業者の代表者への融資に対する保証を行うことことにより事業活動の継続に支障が生じることに対し、中小企業者の代表者への融資に対する保証を行うこと
により、経営の承継の円滑化を図り、事業活動の継続に繋げることを目的とした制度です。により、経営の承継の円滑化を図り、事業活動の継続に繋げることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

経営の承継のために資金を必要とする事業を営む会社の代表者であり、次の①〜⑥のいずれかに該当経営の承継のために資金を必要とする事業を営む会社の代表者であり、次の①〜⑥のいずれかに該当
するものするもの
①①認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。
②�認定中小企業者の代表者が、当該②�認定中小企業者の代表者が、当該認認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要が定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要が
あること。あること。
③�認定中小企業者の代表者が、株式等もしくは事業用資産等に係る相続税または贈与税を納付するこ③�認定中小企業者の代表者が、株式等もしくは事業用資産等に係る相続税または贈与税を納付するこ
とが見込まれること。とが見込まれること。
④�認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等または事業用資産等をもってする分割に④�認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等または事業用資産等をもってする分割に
代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。
⑤認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと。⑤認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと。
⑥その他諸費用が生じたこと。⑥その他諸費用が生じたこと。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　１年以内　　分割　運転資金10年、設備資金15年一括　１年以内　　分割　運転資金10年、設備資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※経済産業大臣（申請については県知事）の認定書が必要。※経済産業大臣（申請については県知事）の認定書が必要。
※次の①～⑤に掲げる資金を対象とする。※次の①～⑤に掲げる資金を対象とする。
　①株式等の取得資金　①株式等の取得資金
　②事業用資産等の取得資金　②事業用資産等の取得資金
　③事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金　③事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金
　④�　④�他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金または遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金または遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭
　⑤運転資金　⑤運転資金

事業承継をお考えの方に
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協会制度協会制度

経営承継借換関連保証経営承継借換関連保証
経営者保証が承継の障害になっている場合において、経営者保証を不要とする融資に借り換えることで経営者保経営者保証が承継の障害になっている場合において、経営者保証を不要とする融資に借り換えることで経営者保
証の解除を行い、もって中小企業者の経営の承継の円滑化・事業活動の継続に資することを目的とした制度です。証の解除を行い、もって中小企業者の経営の承継の円滑化・事業活動の継続に資することを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

次の⑴〜⑶のいずれにも該当する会社である中小企業者次の⑴〜⑶のいずれにも該当する会社である中小企業者
⑴�次の①～③のいずれにも該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による経済産⑴�次の①～③のいずれにも該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による経済産
業大臣の認定を受けていること。業大臣の認定を受けていること。
　①�中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることに　①�中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることに
より、中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。より、中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。

　②認定申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。　②認定申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。
　　ァ．資産超過であること。　　ァ．資産超過であること。
　　イ．�EBITDA有利子負債倍率（（借入金・社債−現預金）÷（営業利益＋減価償却費））が10倍以内で　　イ．�EBITDA有利子負債倍率（（借入金・社債−現預金）÷（営業利益＋減価償却費））が10倍以内で

あること。あること。
　③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。　③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。
⑵信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。⑵信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
⑶�信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。⑶�信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。
※1　�認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においても※1　�認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においても

この要件を満たすことが必要。この要件を満たすことが必要。
※2　�申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期間※2　�申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期間

内である場合は、確認基準日を当該期間の始期の前日（令和2年1月31日）とすることができる。内である場合は、確認基準日を当該期間の始期の前日（令和2年1月31日）とすることができる。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　10年以内一括　1年以内　　分割　10年以内

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

ガバナンス体制の整備に関する確認を受けた者※ガバナンス体制の整備に関する確認を受けた者※

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.151.15 1.001.00 0.850.85 0.700.70 0.600.60 0.500.50 0.400.40 0.300.30 0.200.20 ―― ――

　※「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の確認が必要とされる項目のすべてについて専門家が満たすと判断した場合

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※本制度は経営者を含めて保証人を徴求しない。※本制度は経営者を含めて保証人を徴求しない。
※下記①～⑤の書類の添付が必要。※下記①～⑤の書類の添付が必要。
　①�中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則様式第6の3の都道府県知事の認定書　①�中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則様式第6の3の都道府県知事の認定書
（申請書の写しを含む）の写しおよび認定申請の提出書類の写し（申請書の写しを含む）の写しおよび認定申請の提出書類の写し

　②財務要件等確認書　②財務要件等確認書
　③借換債務等確認書　③借換債務等確認書
　④他行借換依頼書兼確認書（申込金融機関以外からの借入金を借り換える場合）　④他行借換依頼書兼確認書（申込金融機関以外からの借入金を借り換える場合）
　⑤�ガバナンス体制の整備に関するチェックシート（ガバナンス体制の整備に関する確認を受け、上記　⑤�ガバナンス体制の整備に関するチェックシート（ガバナンス体制の整備に関する確認を受け、上記
0.20%〜 1.15％の信用保証料率の適用を受ける場合）0.20%〜 1.15％の信用保証料率の適用を受ける場合）

事業承継をお考えの方に
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協会制度協会制度

事業承継サポート保証事業承継サポート保証
事業承継計画に基づき、持株会社が事業会社の株式を集約化するための資金供給を支援することで、円滑な事業承継計画に基づき、持株会社が事業会社の株式を集約化するための資金供給を支援することで、円滑な
事業承継を促し、地域経済の活性化に繋げることを目的とした制度です。事業承継を促し、地域経済の活性化に繋げることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の①～⑤のすべてを満たしていること。次の①～⑤のすべてを満たしていること。
①�事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定して①�事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定して
いること。いること。
②�持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的として新たに設立され、初年度決算が未到②�持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的として新たに設立され、初年度決算が未到
来であること。来であること。
③持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること③持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること
④�承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業を④�承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業を
行っていること。行っていること。
⑤�承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の要因により、事⑤�承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の要因により、事
業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。

※保証申込前に協会に連絡し、協議が必要。※保証申込前に協会に連絡し、協議が必要。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（2年以内の据置可）分割（2年以内の据置可）

保証保証
期間期間 15年以内15年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象・リスク考慮型対象外料率責任共有対象・リスク考慮型対象外料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.151.15 ◯◯ ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
　
の
　
　
他

そ
　
　
の
　
　
他

※下記①～⑥の書類の添付が必要。※下記①～⑥の書類の添付が必要。
　①様式1　事業承継計画書（表紙）　①様式1　事業承継計画書（表紙）
　②事業承継計画書（任意書式）以下の項目をすべて記載していること。　②事業承継計画書（任意書式）以下の項目をすべて記載していること。
　　⑴事業承継の類型　　⑴事業承継の類型
　　⑵持株会社および事業会社の概要　　⑵持株会社および事業会社の概要
　　⑶持株会社の株主構成・出資比率　　⑶持株会社の株主構成・出資比率
　　⑷事業会社の計画実施前、実施後の株主構成・出資比率　　⑷事業会社の計画実施前、実施後の株主構成・出資比率
　　⑸持株会社および事業会社の収支計画　　⑸持株会社および事業会社の収支計画
　　⑹事業承継を行う背景・理由　　⑹事業承継を行う背景・理由
　　⑺持株会社方式および併用する他の事業承継手法による効果　　⑺持株会社方式および併用する他の事業承継手法による効果
　　⑻事業会社の株式評価　　⑻事業会社の株式評価
　　⑼資金調達方法　　⑼資金調達方法
　③様式2　株式評価算定書（表紙）　③様式2　株式評価算定書（表紙）
　④税理士が作成した株式評価算定書（任意書式）　④税理士が作成した株式評価算定書（任意書式）
　⑤持株会社および事業会社の株主名簿　⑤持株会社および事業会社の株主名簿
　⑥事業会社の直近2期分の確定申告書の写し、商業登記簿謄本、定款の写しおよび印鑑証明書　⑥事業会社の直近2期分の確定申告書の写し、商業登記簿謄本、定款の写しおよび印鑑証明書
※�金融機関は、貸付実行後に資金使途の確認資料として速やかに以下の書類を徴求し、完済となるま※�金融機関は、貸付実行後に資金使途の確認資料として速やかに以下の書類を徴求し、完済となるま
で保管すること。で保管すること。
　①株式譲渡契約書の写し　①株式譲渡契約書の写し
　②事業承継計画実施後の事業会社の株主名簿の写し　②事業承継計画実施後の事業会社の株主名簿の写し

事業承継をお考えの方に
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協会制度協会制度

地域経済牽引事業関連保証地域経済牽引事業関連保証
地域経済牽引事業における事業承継に必要な資金調達を支援することで事業承継の円滑化を促進すること、お地域経済牽引事業における事業承継に必要な資金調達を支援することで事業承継の円滑化を促進すること、お
よび一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求しないことにより、地域の成長発よび一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求しないことにより、地域の成長発
展の基盤強化を図ることを目的とした制度です。展の基盤強化を図ることを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

次の⑴〜⑵のいずれかに該当する特定事業者次の⑴〜⑵のいずれかに該当する特定事業者
⑴�地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成19年法律第40号。以⑴�地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成19年法律第40号。以
下「法」という。）第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画を都道府県知事または主務大臣に提下「法」という。）第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画を都道府県知事または主務大臣に提
出し、承認を受けた法第2条第4項各号に規定する特定事業者であって、承認地域経済牽引事業計画出し、承認を受けた法第2条第4項各号に規定する特定事業者であって、承認地域経済牽引事業計画
に従って地域経済牽引事業を実施するものに従って地域経済牽引事業を実施するもの
⑵次の①〜③のいずれにも該当するもの⑵次の①〜③のいずれにも該当するもの
　①�⑴に該当する特定事業者で、次のア〜ウまでに掲げる事項の記載がある承認地域経済牽引事業計　①�⑴に該当する特定事業者で、次のア〜ウまでに掲げる事項の記載がある承認地域経済牽引事業計
画に従って事業承継等を行うもの画に従って事業承継等を行うもの

　　ア．承継等特定事業者および被承継等特定事業者の名称　　ア．承継等特定事業者および被承継等特定事業者の名称
　　イ．事業承継等の内容および実施時期　　イ．事業承継等の内容および実施時期
　　ウ．承認申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。　　ウ．承認申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。
　　　ａ．資産超過であること。　　　ａ．資産超過であること。
　　　ｂ．�EBITDA有利子負債倍率（（借入金・社債−現預金）÷（営業利益＋減価償却費））が10倍以内　　　ｂ．�EBITDA有利子負債倍率（（借入金・社債−現預金）÷（営業利益＋減価償却費））が10倍以内

であること。であること。
　②信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。　②信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
　③信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。　③信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。
※1　�認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においても※1　�認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においても

この要件を満たすことが必要。この要件を満たすことが必要。
※2　�申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期間※2　�申込日が危機指定期間内または新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号指定期間

内である場合は、確認基準日を当該期間の始期の前日（令和2年1月31日）とすることができる。内である場合は、確認基準日を当該期間の始期の前日（令和2年1月31日）とすることができる。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金7年　　設備資金15年運転資金7年　　設備資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 0.700.70 ―― ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※資格要件の⑵に該当する場合は、経営者を含めて保証人を徴求しない。※資格要件の⑵に該当する場合は、経営者を含めて保証人を徴求しない。
※下記①～④の書類の添付が必要。※下記①～④の書類の添付が必要。
　①承認地域経済牽引事業計画に係る通知書の写し　①承認地域経済牽引事業計画に係る通知書の写し
　②承認申請書の写し　②承認申請書の写し
　③　③承認地域経済牽引事業計画に従って承認地域経済牽引事業を実施していることを確認した旨の通知承認地域経済牽引事業計画に従って承認地域経済牽引事業を実施していることを確認した旨の通知
　④財務要件等確認書（資格要件⑵を満たし、連帯保証人を徴求しない場合）　④財務要件等確認書（資格要件⑵を満たし、連帯保証人を徴求しない場合）

事業承継をお考えの方に
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協会制度協会制度

自主廃業支援保証自主廃業支援保証
現在事業は行っているものの、事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず、自主的な廃業を選択する現在事業は行っているものの、事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず、自主的な廃業を選択する
中小企業者に対して、そのために必要となる事業資金の調達を支援することを目的とした制度です。中小企業者に対して、そのために必要となる事業資金の調達を支援することを目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

現在事業を行っている中小企業者であって、次の①～③の要件をすべて満たすこと。現在事業を行っている中小企業者であって、次の①～③の要件をすべて満たすこと。
①事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず、自ら廃業を選択するもの①事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず、自ら廃業を選択するもの
②�直近決算が実質的に債務超過でなく、完済が求められる債務について事業清算により完済が見込め②�直近決算が実質的に債務超過でなく、完済が求められる債務について事業清算により完済が見込め
ること。ること。
③�バンクミーティング等（債権者たる金融機関等の関係者が当該申込人への支援の方向性、内容等を検③�バンクミーティング等（債権者たる金融機関等の関係者が当該申込人への支援の方向性、内容等を検
討する場）により合意に至った廃業計画書に従って計画の実行および進捗の報告を行うもの討する場）により合意に至った廃業計画書に従って計画の実行および進捗の報告を行うもの

保　証保　証
限度額限度額 3,000万円3,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（半年以内の据置可）一括、分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　半年以内　　分割　1年以内　（共に終期は解散予定日より前であること。）一括　半年以内　　分割　1年以内　（共に終期は解散予定日より前であること。）

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率責任共有基本料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他
※「廃業計画書」および「確認書」の添付が必要。※「廃業計画書」および「確認書」の添付が必要。
※金融機関は、中小企業者から1か月ごとに廃業計画の進捗報告を受けるものとする。※金融機関は、中小企業者から1か月ごとに廃業計画の進捗報告を受けるものとする。

自主的な廃業をお考えの方に
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協会制度協会制度

ロングラン 20ロングラン 20

堅実な経営を営み長期的展望を持つ中小企業者の方の長期経営資金の確保を目的とした制度です。堅実な経営を営み長期的展望を持つ中小企業者の方の長期経営資金の確保を目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の①～③のいずれかに該当すること。次の①～③のいずれかに該当すること。
①�業歴3年以上で申込金融機関との与信取引が1年以上あり、かつ取引振りが良好であり、最近2年間①�業歴3年以上で申込金融機関との与信取引が1年以上あり、かつ取引振りが良好であり、最近2年間
の決算において利益を計上し債務超過でなく、償還能力があると認められるものの決算において利益を計上し債務超過でなく、償還能力があると認められるもの
②�業歴5年以上で申込金融機関との与信取引が1年以上あり、かつ取引振りが良好であり、最近2年間②�業歴5年以上で申込金融機関との与信取引が1年以上あり、かつ取引振りが良好であり、最近2年間
のいずれかの決算において利益を計上しており繰越欠損がなく、償還能力があると認められるもののいずれかの決算において利益を計上しており繰越欠損がなく、償還能力があると認められるもの
③前各号に準ずるもので、債務超過でなく今期利益計上見込みがあり償還能力があると認められるもの③前各号に準ずるもので、債務超過でなく今期利益計上見込みがあり償還能力があると認められるもの

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円
※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存の保証債務残高を含み2億円※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存の保証債務残高を含み2億円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（5年以内の据置可）分割（5年以内の据置可）

保証保証
期間期間 20年20年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より各カテゴリ　10%　割引責任共有基本料率より各カテゴリ　10%　割引

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 1.711.71 1.581.58 1.391.39 1.211.21 1.031.03 0.900.90 0.720.72 0.540.54 0.400.40 ―― ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※事前相談が必要。※事前相談が必要。
※既存保証の借換は可能。ただし他行借換は原則不可。※既存保証の借換は可能。ただし他行借換は原則不可。
※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。※協会と覚書を締結している金融機関が利用可能。

経営に必要な資金を反復的かつ安定的に供給していきたい方に
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協会制度協会制度

特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給および導入の計画を作成し、主務大臣の認定を受けた中小企特定高度情報通信技術活用システムの開発供給および導入の計画を作成し、主務大臣の認定を受けた中小企
業者について、認定を受けた計画の実施に必要な資金の供給を目的とした制度です。業者について、認定を受けた計画の実施に必要な資金の供給を目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給および導入に関する、次の①または②の計画を作成し、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給および導入に関する、次の①または②の計画を作成し、
主務大臣の認定を受けた中小企業者で、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うもの主務大臣の認定を受けた中小企業者で、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うもの
①特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画①特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画
②特定高度情報通信技術活用システム導入計画②特定高度情報通信技術活用システム導入計画

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）80%（責任共有保証）　　特別小口保険の場合100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 10年10年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象・リスク考慮型対象外料率責任共有対象・リスク考慮型対象外料率

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率%年 率% 0.700.70 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※下記①～②の書類の添付が必要。※下記①～②の書類の添付が必要。
　①特定高度情報通信技術活用システム開発供給に必要な資金の場合　①特定高度情報通信技術活用システム開発供給に必要な資金の場合
　　特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定申請書の写しおよび認定書の写し　　特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定申請書の写しおよび認定書の写し
　②特定高度情報通信技術活用システム導入計画に必要な資金の場合　②特定高度情報通信技術活用システム導入計画に必要な資金の場合
　　特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定申請書の写しおよび認定書の写し　　特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定申請書の写しおよび認定書の写し
　なお、①～②それぞれで変更の認定があった場合は変更後のものを含む。　なお、①～②それぞれで変更の認定があった場合は変更後のものを含む。

システムの開発供給および導入を計画している方に
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県制度県制度

県経営強化資金保証県経営強化資金保証
中小企業者の設備近代化・合理化および経営の安定化に必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の体質中小企業者の設備近代化・合理化および経営の安定化に必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の体質
の強化を促進し、県内中小企業の振興を図ることを目的とした制度です。の強化を促進し、県内中小企業の振興を図ることを目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

経営基盤の強化に必要な事業性資金を必要とする中小企業者経営基盤の強化に必要な事業性資金を必要とする中小企業者
※�過去に県制度融資「創業資金（各種枠等を含む）」を利用した方で創業後5年未満の方については、保※�過去に県制度融資「創業資金（各種枠等を含む）」を利用した方で創業後5年未満の方については、保
証料の補助が大きくなります。証料の補助が大きくなります。

保　証保　証
限度額限度額 5,000万円5,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（1年以内の据置可）一括、分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　1年以内　　分割　10年以内一括　1年以内　　分割　10年以内

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有基本料率より県の補助あり責任共有基本料率より県の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
県 負 担県 負 担 0.340.34 0.290.29 0.250.25 0.210.21 0.170.17 0.120.12 0.080.08 0.040.04 0.000.00
本人負担 1.56 1.46 1.30 1.14 0.98 0.88 0.72 0.56 0.45 ◯◯ ◯◯

創業制度利用者　責任共有基本料率より県の補助あり創業制度利用者　責任共有基本料率より県の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
県 負 担県 負 担 1.101.10 0.950.95 0.750.75 0.550.55 0.350.35 0.200.20 0.080.08 0.040.04 0.000.00
本人負担 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.72 0.56 0.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定もしくは固定（1.975%）金融機関所定もしくは固定（1.975%）

その他その他
※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※県制度融資を含む場合のみ借換可※県制度融資を含む場合のみ借換可

経営の安定化に事業資金を必要とする中小企業者の方に
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県協調支援型資金保証
原材料価格の高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証原材料価格の高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証
付き融資を組み合わせることなどにより金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化付き融資を組み合わせることなどにより金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化
投資による中小企業者の経営の安定や事業の発展など多岐にわたる経営課題解決への取組に資することを目的投資による中小企業者の経営の安定や事業の発展など多岐にわたる経営課題解決への取組に資することを目的
とした制度です。とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の⑴または⑵のいずれかに該当する中小企業者次の⑴または⑵のいずれかに該当する中小企業者
⑴�申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の１割以上（融資⑴�申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の１割以上（融資
期間12か月以上）のプロパー融資を受けること。期間12か月以上）のプロパー融資を受けること。
⑵�申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を⑵�申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を
行うこと。行うこと。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　　普通保証	 2億円　　普通保証	 2億円
　　無担保保証	 8,000万円　　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80％（責任共有保証）80％（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（運転1年以内、設備・運設3年以内の据置可）一括、分割（運転1年以内、設備・運設3年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　１年以内　　分割　10年以内一括　１年以内　　分割　10年以内

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

資格要件⑴の場合　責任共有基本料率資格要件⑴の場合　責任共有基本料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
国 負 担国 負 担 0.630.63 0.580.58 0.510.51 0.450.45 0.380.38 0.330.33 0.260.26 0.200.20 0.150.15
本人負担 1.27 1.17 1.04 0.90 0.77 0.67 0.54 0.40 0.30 ―― ――

資格要件⑵の場合　責任共有基本料率資格要件⑵の場合　責任共有基本料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
国 負 担国 負 担 0.470.47 0.430.43 0.380.38 0.330.33 0.280.28 0.250.25 0.200.20 0.150.15 0.110.11
本人負担 1.43 1.32 1.17 1.02 0.87 0.75 0.60 0.45 0.34 ―― ――

※�国負担の保証料については、当初保証料のみ。条件変更に伴い追加して生じる保証料については、国負担対象外※�国負担の保証料については、当初保証料のみ。条件変更に伴い追加して生じる保証料については、国負担対象外

貸付貸付
利率利率 1.975%1.975%

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※下記①～②の書類の添付が必要。※下記①～②の書類の添付が必要。
　①申込人資格要件申告書兼誓約書　①申込人資格要件申告書兼誓約書
　②資格要件⑵の場合、経営行動計画書　②資格要件⑵の場合、経営行動計画書
※資格要件⑵の場合、申込金融機関において、次の⑴～⑷の責務を負う。※資格要件⑵の場合、申込金融機関において、次の⑴～⑷の責務を負う。
　⑴�金融機関は、原則として四半期に１回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から経営状況等の　⑴�金融機関は、原則として四半期に１回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から経営状況等の
報告を受けるものとする。報告を受けるものとする。

　⑵�金融機関は、中小企業者に対し、当初策定した計画の見直しおよび同計画を進めるための経営支援を行　⑵�金融機関は、中小企業者に対し、当初策定した計画の見直しおよび同計画を進めるための経営支援を行
うものとする。うものとする。

　⑶�金融機関は、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から５事業年度にわたり、年１回中小企　⑶�金融機関は、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から５事業年度にわたり、年１回中小企
業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の本制度の利用状況、計画の実行状況、財務状業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の本制度の利用状況、計画の実行状況、財務状
況ならびに金融機関の経営支援状況を電子データで報告しなければならない。信用保証協会は、同デー況ならびに金融機関の経営支援状況を電子データで報告しなければならない。信用保証協会は、同デー
タのうち、ＥＢＰＭに伴う情報提供として、所在地、資本金、会社設立日、業種、従業員数、申込金融タのうち、ＥＢＰＭに伴う情報提供として、所在地、資本金、会社設立日、業種、従業員数、申込金融
機関、保証申込金額、保証承諾日、保証承諾金額、保証申込時点のプロパー融資有無、本保証付き融資機関、保証申込金額、保証承諾日、保証承諾金額、保証申込時点のプロパー融資有無、本保証付き融資
実行後のプロパー融資実行有無、プロパー融資実行時点の本制度残高、金融機関の訪問回数および財務実行後のプロパー融資実行有無、プロパー融資実行時点の本制度残高、金融機関の訪問回数および財務
状況について、電子データで経済産業省に送付しなければならない。なお、金融機関が報告しなかった状況について、電子データで経済産業省に送付しなければならない。なお、金融機関が報告しなかった
場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。

　⑷�金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、必要に応じて、中小企業者に対し、指導・助言や追加的な　⑷�金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、必要に応じて、中小企業者に対し、指導・助言や追加的な
経営支援を行うものとする。経営支援を行うものとする。

※令和9年3月31日までの当協会申込受付分※令和9年3月31日までの当協会申込受付分
※借換可※借換可

金融機関と保証協会の協調により、資金繰りの安定化と発展を図る方に
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経営状況の変化の予兆を早期に捉え、経営支援等により経営力の向上・経営状況の改善に取り組む方に

県経営安定化支援資金保証
物価高や人手不足等多様な経営課題を抱える中小企業者の事業の成長や立て直しに向けた資金需要等に応え物価高や人手不足等多様な経営課題を抱える中小企業者の事業の成長や立て直しに向けた資金需要等に応え
ることで、資金繰りの円滑化を図るとともに、中小企業者が認定支援機関と連携の下、定期的なモニタリングることで、資金繰りの円滑化を図るとともに、中小企業者が認定支援機関と連携の下、定期的なモニタリング
を通じて、経営状況の変化の予兆を早期に捉えることで、経営支援等により経営力の向上を促し、経営状況のを通じて、経営状況の変化の予兆を早期に捉えることで、経営支援等により経営力の向上を促し、経営状況の
改善に資することを目的とした制度です。改善に資することを目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の
報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者
なお、認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高なお、認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高
のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が５割以上であるものに限る。のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が５割以上であるものに限る。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80％（責任共有保証）80％（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 一括、分割（運転１年以内、設備・運設３年以内の据置可）一括、分割（運転１年以内、設備・運設３年以内の据置可）

保証保証
期間期間 一括　１年以内　　分割　10年以内一括　１年以内　　分割　10年以内

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率責任共有基本料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
国 負 担国 負 担 0.950.95 0.870.87 0.770.77 0.670.67 0.570.57 0.500.50 0.400.40 0.300.30 0.220.22
本人負担 0.95 0.88 0.78 0.68 0.58 0.50 0.40 0.30 0.23 ―― ――

※�借入金額に対し上記の表に定める料率を適用する。なお、当協会への保証申込日が令和8年4月1日から令和9※�借入金額に対し上記の表に定める料率を適用する。なお、当協会への保証申込日が令和8年4月1日から令和9
年3月31日までの場合、上記の表に定める補助率に相当する額を国が補助する。年3月31日までの場合、上記の表に定める補助率に相当する額を国が補助する。

貸付貸付
利率利率 1.975%1.975%

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書が必要。※モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書が必要。
※申込金融機関において、次の⑴～⑶の責務を負う。※申込金融機関において、次の⑴～⑶の責務を負う。
　⑴�金融機関は、原則として、年に１回中小企業者から経営状況等の報告を受けるとともに、随時、中　⑴�金融機関は、原則として、年に１回中小企業者から経営状況等の報告を受けるとともに、随時、中
小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受けるものとする。小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受けるものとする。

　⑵　⑵�金融機関は、原則として、貸付実行日の属する事業年度から５事業年度（以下「モニタリング期間」�金融機関は、原則として、貸付実行日の属する事業年度から５事業年度（以下「モニタリング期間」
という。）にわたり、年１回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の経営という。）にわたり、年１回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の経営
状況等を電子データで報告しなければならない。信用保証協会は、同データのうち、ＥＢＰＭに伴状況等を電子データで報告しなければならない。信用保証協会は、同データのうち、ＥＢＰＭに伴
う情報提供として、申込金融機関、融資実行年月、認定経営革新等支援機関名、認定経営革新等う情報提供として、申込金融機関、融資実行年月、認定経営革新等支援機関名、認定経営革新等
支援機関ＩＤ、認定経営革新等支援機関種別および財務状況について、電子データで経済産業省支援機関ＩＤ、認定経営革新等支援機関種別および財務状況について、電子データで経済産業省
に送付しなければならない。なお、金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済に送付しなければならない。なお、金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済
請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。

　⑶�金融機関は、モニタリング期間中に、中小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受　⑶�金融機関は、モニタリング期間中に、中小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受
けた場合、信用保証協会に対し報告し、原則として、中小企業者、認定経営革新等支援機関およけた場合、信用保証協会に対し報告し、原則として、中小企業者、認定経営革新等支援機関およ
び信用保証協会との対話を通じて、追加的な経営支援を検討するものとする。び信用保証協会との対話を通じて、追加的な経営支援を検討するものとする。

※令和9年3月31日までの当協会申込受付分※令和9年3月31日までの当協会申込受付分
※借換可※借換可
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県小規模企業者資金保証県小規模企業者資金保証
小規模企業者に対して責任共有制度の対象外である小口零細企業保証を活用した融資を行うことにより、安定小規模企業者に対して責任共有制度の対象外である小口零細企業保証を活用した融資を行うことにより、安定
的な資金調達を維持し、小規模企業者の経営の安定に繋げることを目的とした制度です。的な資金調達を維持し、小規模企業者の経営の安定に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

次の①～⑥のいずれかの小規模事業者であること。次の①～⑥のいずれかの小規模事業者であること。
①�保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数が20人（商業また①�保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数が20人（商業また
はサービス業を主たる事業とする事業者については5人）以下のもの（②に掲げるものを除く）はサービス業を主たる事業とする事業者については5人）以下のもの（②に掲げるものを除く）
②�保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数がその業種ごとに②�保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数がその業種ごとに
政令で定める数以下のもの政令で定める数以下のもの
③�事業協同小組合であって、保証の対象となる事業を行うもの、またはその組合員の3分の2以上が保③�事業協同小組合であって、保証の対象となる事業を行うもの、またはその組合員の3分の2以上が保
証の対象となる事業を行うもの証の対象となる事業を行うもの
④保証の対象となる事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの④保証の対象となる事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
⑤保証の対象となる事業を行う協業組合であって、常峙使用する従業員の数が20人以下のもの⑤保証の対象となる事業を行う協業組合であって、常峙使用する従業員の数が20人以下のもの
⑥�医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの（上記①～⑤に⑥�医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの（上記①～⑤に
掲げるものを除く）掲げるものを除く）

【事業承継枠】【事業承継枠】
上記①～⑥のいずれかに該当し、取扱金融機関、商工会議所または商工会の支援を受けて策定した事上記①～⑥のいずれかに該当し、取扱金融機関、商工会議所または商工会の支援を受けて策定した事
業承継計画に基づき事業を譲り受け、または譲り受けようとするもの業承継計画に基づき事業を譲り受け、または譲り受けようとするもの
【商工会議所・商工会特別枠】【商工会議所・商工会特別枠】
上記①～⑥のいずれかに該当し、商工会議所・商工会の経営指導員による経営指導を6カ月以上受けて上記①～⑥のいずれかに該当し、商工会議所・商工会の経営指導員による経営指導を6カ月以上受けて
いるものいるもの
【特別粋】【特別粋】
上記①～⑥のいずれかに該当し、令和9年3月31日までに協会受付となったもの上記①～⑥のいずれかに該当し、令和9年3月31日までに協会受付となったもの

保　証保　証
限度額限度額

2,000万円2,000万円
※当協会および他協会利用を含む保証債務残高が2,000万円を超えていないこと。※当協会および他協会利用を含む保証債務残高が2,000万円を超えていないこと。

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 10年10年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有対象外基本料率より県の補助あり責任共有対象外基本料率より県の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 2.202.20 2.002.00 1.801.80 1.601.60 1.351.35 1.101.10 0.900.90 0.700.70 0.500.50
県 負 担県 負 担 0.610.61 0.560.56 0.520.52 0.480.48 0.440.44 0.390.39 0.350.35 0.310.31 0.270.27
本人負担 1.59 1.44 1.28 1.12 0.91 0.71 0.55 0.39 0.23 ◯◯ ◯◯

【商工会議所・商工会特別枠】上記本人負担より10％割引【商工会議所・商工会特別枠】上記本人負担より10％割引
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 2.202.20 2.002.00 1.801.80 1.601.60 1.351.35 1.101.10 0.900.90 0.700.70 0.500.50
県 負 担県 負 担 0.610.61 0.560.56 0.520.52 0.480.48 0.440.44 0.390.39 0.350.35 0.310.31 0.270.27
協会負担協会負担 0.150.15 0.140.14 0.120.12 0.110.11 0.090.09 0.070.07 0.050.05 0.030.03 0.020.02
本人負担 1.44 1.30 1.16 1.01 0.82 0.64 0.50 0.36 0.21 ◯◯ ◯◯

【特別枠】上記本人負担より5％割引（令和9年3月31日までの当協会申込受付分）【特別枠】上記本人負担より5％割引（令和9年3月31日までの当協会申込受付分）
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 2.202.20 2.002.00 1.801.80 1.601.60 1.351.35 1.101.10 0.900.90 0.700.70 0.500.50
県 負 担県 負 担 0.610.61 0.560.56 0.520.52 0.480.48 0.440.44 0.390.39 0.350.35 0.310.31 0.270.27
協会負担協会負担 0.070.07 0.070.07 0.060.06 0.050.05 0.040.04 0.030.03 0.020.02 0.010.01 0.010.01
本人負担 1.52 1.37 1.22 1.07 0.87 0.68 0.53 0.38 0.22 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定もしくは固定（1.6％）金融機関所定もしくは固定（1.6％）

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※商工会議所・商工会特別枠については、商工会議所・商工会からの推薦書が必要。※商工会議所・商工会特別枠については、商工会議所・商工会からの推薦書が必要。
※借換不可※借換不可

安定的な資金調達をお考えの小規模事業者の方に
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県制度県制度

県地域産業振興資金保証県地域産業振興資金保証
地域産業の近代化・高度化のため、金融を円滑化し、かつ経営の指導を継続的に行うことによって、地域産業地域産業の近代化・高度化のため、金融を円滑化し、かつ経営の指導を継続的に行うことによって、地域産業
の振興につなげることを目的とした制度です。の振興につなげることを目的とした制度です。

資格資格
要件要件 地域産業事業者で事業性資金を必要とする中小企業者地域産業事業者で事業性資金を必要とする中小企業者

保　証保　証
限度額限度額 5,000万円5,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 10年10年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より各カテゴリ　0.10%　引き下げ・県の補助あり責任共有基本料率より各カテゴリ　0.10%　引き下げ・県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.801.80 1.651.65 1.451.45 1.251.25 1.051.05 0.900.90 0.700.70 0.500.50 0.350.35

県 負 担県 負 担 0.510.51 0.460.46 0.420.42 0.380.38 0.340.34 0.290.29 0.250.25 0.210.21 0.170.17

本人負担 1.29 1.19 1.03 0.87 0.71 0.61 0.45 0.29 0.18 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定もしくは固定（1.6％）金融機関所定もしくは固定（1.6％）

その他その他
※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※県制度融資を含む場合のみ借換可※県制度融資を含む場合のみ借換可

経営の安定化に事業資金を必要とする中小企業者の方に
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県制度県制度

県再生支援資金保証（県改善サポート保証）県再生支援資金保証（県改善サポート保証）
認定支援機関の指導または助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資認定支援機関の指導または助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資
金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ること金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ること
を目的とした制度です。を目的とした制度です。

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

次の①～⑫のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報次の①～⑫のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報
告を行う中小企業者告を行う中小企業者
①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
②認定支援機関（産業復興相談センターを含む）の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画②認定支援機関（産業復興相談センターを含む）の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
⑦�私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画⑦�私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
⑧�自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債⑧�自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債
務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成11年法律第158号）に基づく調停における調務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成11年法律第158号）に基づく調停における調
書（同法第17条第1項の調停条項によるものを除く）または同法第20条に規定する決定において特定書（同法第17条第1項の調停条項によるものを除く）または同法第20条に規定する決定において特定
されたものされたもの
⑨�中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画⑨�中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
⑩�独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業⑩�独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業
有限責任組合が策定を支援した再建計画有限責任組合が策定を支援した再建計画
⑪�経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画�⑪�経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画�
⑫�中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事⑫�中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事
業によって策定を支援した事業再生の計画業によって策定を支援した事業再生の計画

保　証保　証
限度額限度額

5,000万円5,000万円
※一般保証と別枠※一般保証と別枠

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）、既存の責任共有対象外制度を借換する場合は100%（責任共有対象外）80%（責任共有保証）、既存の責任共有対象外制度を借換する場合は100%（責任共有対象外）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 15年15年

保
証
料
率

保
証
料
率

リスク考慮型対象外より県の補助ありリスク考慮型対象外より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 0.80　　既存責任共有対象外借換は1.000.80　　既存責任共有対象外借換は1.00

県 負 担県 負 担 0.200.20

本人負担 0.60　　既存責任共有対象外借換は 0.80 ―― ――

貸付貸付
利率利率 1.9%1.9%

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※事業再生の計画の実施に必要な資金として事業再生計画書が必要。※事業再生の計画の実施に必要な資金として事業再生計画書が必要。
※金融機関は定期的に中小企業者より計画の実行状況の報告を受け、事業年度毎に協会に報告する。※金融機関は定期的に中小企業者より計画の実行状況の報告を受け、事業年度毎に協会に報告する。
※借換可※借換可

事業再生をお考えの方に
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県制度県制度

県経済緊急資金【経営環境変化・災害枠】県経済緊急資金【経営環境変化・災害枠】
中小企業者が経済環境の変化に対し適切に対応するとともに経営の合理化 · 省力化を行うのに必要な資金の保中小企業者が経済環境の変化に対し適切に対応するとともに経営の合理化 · 省力化を行うのに必要な資金の保
証をすることによリ経営の安定および企業体質の強化を図り、県内中小企業者の振興に繋げることを目的とし証をすることによリ経営の安定および企業体質の強化を図り、県内中小企業者の振興に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の①～⑥いずれかに該当すること。次の①～⑥いずれかに該当すること。
①エネルギーの有効利用に資する設備を設置する方で知事の認定を受けた方①エネルギーの有効利用に資する設備を設置する方で知事の認定を受けた方
②地震、台風、火災等の災害により被害を受けた方で知事の認定を受けた方②地震、台風、火災等の災害により被害を受けた方で知事の認定を受けた方
③�関連企業の再生手続開始申立等で100万円以上の売掛金等の未収債権を有する者として知事の認定③�関連企業の再生手続開始申立等で100万円以上の売掛金等の未収債権を有する者として知事の認定
を受けた方を受けた方
④地域振興対策として経営の合理化・近代化を図る方として知事の認定を受けた方④地域振興対策として経営の合理化・近代化を図る方として知事の認定を受けた方
⑤�経済的環境の低迷により一時的に業況悪化をきたしているものの、中長期的にはその業況が回復し⑤�経済的環境の低迷により一時的に業況悪化をきたしているものの、中長期的にはその業況が回復し
発展することが見込まれる方であって、最近3ヶ月の月平均売上高または売上総利益もしくは営業利発展することが見込まれる方であって、最近3ヶ月の月平均売上高または売上総利益もしくは営業利
益が、前年同期の月平均売上高または売上総利益もしくは営業利益と比べて5％以上減少している方益が、前年同期の月平均売上高または売上総利益もしくは営業利益と比べて5％以上減少している方
⑥�社会的要因による突発的出費または業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしている、またはき⑥�社会的要因による突発的出費または業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしている、またはき
たすおそれがある方たすおそれがある方
※社会的要因に該当する事項については知事が定める（別途、奈良県のホームページを参照）※社会的要因に該当する事項については知事が定める（別途、奈良県のホームページを参照）

保　証保　証
限度額限度額 5,000万円5,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金　　※設備資金は①②④⑥に限る。運転資金、設備資金、運設資金　　※設備資金は①②④⑥に限る。

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 7年7年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より県の補助あり責任共有基本料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 0.340.34 0.290.29 0.250.25 0.210.21 0.170.17 0.120.12 0.080.08 0.040.04 0.000.00

本人負担 1.56 1.46 1.30 1.14 0.98 0.88 0.72 0.56 0.45 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定もしくは固定（5年以内1.8％　5年超1.9％）金融機関所定もしくは固定（5年以内1.8％　5年超1.9％）

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※資格要件①～④は知事認定書、⑤～⑥は資格要件確認票が必要。※資格要件①～④は知事認定書、⑤～⑥は資格要件確認票が必要。
※資格要件①～④については、認定年度内の融資実行が必要。※資格要件①～④については、認定年度内の融資実行が必要。
※県制度融資を含む場合のみ借換可※県制度融資を含む場合のみ借換可

経営の環境変化に対応するための事業資金を必要とする中小企業者の方に
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県経済緊急資金【セーフティネット枠】県経済緊急資金【セーフティネット枠】
中小企業者が経営環境の変化に対し適切に対応するために必要な資金の保証をすることにより経営の安定を図中小企業者が経営環境の変化に対し適切に対応するために必要な資金の保証をすることにより経営の安定を図
り、県内中小企業者の振興に繋げることを目的とした制度です。り、県内中小企業者の振興に繋げることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

中小企業信用保険法第2条第5項各号に基づく特定中小企業者中小企業信用保険法第2条第5項各号に基づく特定中小企業者
1号　連鎖倒産防止1号　連鎖倒産防止
2号　取引先企業のリストラ等の事業活動の制限2号　取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号　突発的災害（事故等）3号　突発的災害（事故等）
4号　突発的災害（自然災害等）4号　突発的災害（自然災害等）
5号　業況の悪化している業種5号　業況の悪化している業種
6号　取引金融機関の破綻6号　取引金融機関の破綻
7号　金融機関の経営合理化7号　金融機関の経営合理化
8号　ＲＣＣに債権譲渡8号　ＲＣＣに債権譲渡

保　証保　証
限度額限度額

5,000万円5,000万円
※一般保証と別枠※一般保証と別枠

保証保証
割合割合 1号～ 4号および6号　100%（責任共有対象外保証）　　5号、7号、8号　80%（責任共有保証）1号～ 4号および6号　100%（責任共有対象外保証）　　5号、7号、8号　80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 7年7年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1号～ 4号、および6号　0.901号～ 4号、および6号　0.90

県 負 担県 負 担 1号～ 4号、および6号　0.201号～ 4号、および6号　0.20

本人負担 1号～ 4 号、および 6 号　0.70 ―― ――

責任共有対象・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり責任共有対象・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 5号、7号、8号　0.805号、7号、8号　0.80

県 負 担県 負 担 5号、7号、8号　0.175号、7号、8号　0.17

本人負担 5 号、7 号、8 号　0.63 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定もしくは固定（5年以内1.8％　5年超1.9％）金融機関所定もしくは固定（5年以内1.8％　5年超1.9％）

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※市町村長発行の認定書が必要。※市町村長発行の認定書が必要。
※県制度融資を含む場合のみ借換可※県制度融資を含む場合のみ借換可

セーフティネット保証1号〜8号の認定を受けられた方
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県経済緊急資金【危機関連枠】県経済緊急資金【危機関連枠】
大規模な経済危機や災害等の経済環境の変化に対し適切に対応するために必要な資金の保証をすることによ大規模な経済危機や災害等の経済環境の変化に対し適切に対応するために必要な資金の保証をすることによ
り、中小企業者の経営の安定を図り、県内中小企業者の振興に繋げることを目的とした制度です。り、中小企業者の経営の安定を図り、県内中小企業者の振興に繋げることを目的とした制度です。

資格資格
要件要件

信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについてその住所地を管轄す信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについてその住所地を管轄す
る市町村長の認定を受けた中小企業者る市町村長の認定を受けた中小企業者

保　証保　証
限度額限度額

5,000万円5,000万円
※一般保証と別枠※一般保証と別枠

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金

返済返済
方法方法 分割（2年以内の据置可）分割（2年以内の据置可）

保証保証
期間期間 10年10年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 0.800.80

県 負 担県 負 担 0.200.20

本人負担 0.60 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定もしくは固定（1.7％）金融機関所定もしくは固定（1.7％）

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※市町村長発行の認定書が必要。※市町村長発行の認定書が必要。
※取扱い金融機関のモニタリングが必要。※取扱い金融機関のモニタリングが必要。
※借換可※借換可

不測の事態に対応するために
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県チャレンジ資金保証県チャレンジ資金保証
中小企業者等が事業の拡大または経済環境に即した異業種への進出のために必要な資金の融資を行うことによ中小企業者等が事業の拡大または経済環境に即した異業種への進出のために必要な資金の融資を行うことによ
り、中小企業者等の創意ある向上発展を図り、県内産業の健全な発展に繋げることを目的とした制度です。り、中小企業者等の創意ある向上発展を図り、県内産業の健全な発展に繋げることを目的とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の①～④のいずれかに該当すること。　次の①～④のいずれかに該当すること。　
（ただし、①～③は設備投資を伴う事業資金を必要とする方に限る。）（ただし、①～③は設備投資を伴う事業資金を必要とする方に限る。）
①県内で事業所または設備の新増設等事業を拡大しようとする方①県内で事業所または設備の新増設等事業を拡大しようとする方
②�現在行っている事業を廃業し、県内で異なる業種の事業を開始することにより、事業の転換を図ろ②�現在行っている事業を廃業し、県内で異なる業種の事業を開始することにより、事業の転換を図ろ
うとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）うとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）
③�現在行っている事業を継続しながら、県内で異なる業種の事業を開始することにより、経営の多角③�現在行っている事業を継続しながら、県内で異なる業種の事業を開始することにより、経営の多角
化を図ろうとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）化を図ろうとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）
④�県内でAI等のデジタル技術を活用することにより、生産性の向上や経営課題の解決を図ろうとする④�県内でAI等のデジタル技術を活用することにより、生産性の向上や経営課題の解決を図ろうとする
方方

※�異なる業種とは、現在行っている業種において日本標準産業分類の小分類（3桁）が異なる業種のこ※�異なる業種とは、現在行っている業種において日本標準産業分類の小分類（3桁）が異なる業種のこ
とをいう。とをいう。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途

運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金
　※資格要件①～③のいずれかに該当する者　※資格要件①～③のいずれかに該当する者
　　・運転資金のみの利用は不可　　・運転資金のみの利用は不可
　　　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）　　　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）
　　・運転資金は設備資金の1/3以下であること。　　・運転資金は設備資金の1/3以下であること。
　※資格要件④に該当する者　※資格要件④に該当する者
　　・運転資金のみの利用可能。　　・運転資金のみの利用可能。

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金10年　　設備資金・運設資金15年運転資金10年　　設備資金・運設資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より県の補助あり責任共有基本料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 0.700.70 0.700.70 0.700.70 0.700.70 0.700.70 0.700.70 0.700.70 0.600.60 0.450.45

本人負担 1.20 1.05 0.85 0.65 0.45 0.30 0.10 0.00 0.00 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他
※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※借換可（ただし、借換金額は新規融資の1/3以下）※借換可（ただし、借換金額は新規融資の1/3以下）

事業の拡大をお考えの方に
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持続的な賃上げを実現する経営体制の構築を図る方に

県チャレンジ資金【県事業連携枠】
県が実施する中小企業者の賃上げ環境整備の取組と連携し、県内中小企業者が持続的な賃上げを実現する経県が実施する中小企業者の賃上げ環境整備の取組と連携し、県内中小企業者が持続的な賃上げを実現する経
営体制の構築に必要とする資金の融資を行うことにより、これらの中小企業者の創意ある向上発展を図り､もっ営体制の構築に必要とする資金の融資を行うことにより、これらの中小企業者の創意ある向上発展を図り､もっ
て本県産業の健全な発展に資することを目的とした制度です。て本県産業の健全な発展に資することを目的とした制度です。

資格資格
要件要件

県の「中小企業賃上げ環境整備支援事業」に係る補助金の採択を受けたもの県の「中小企業賃上げ環境整備支援事業」に係る補助金の採択を受けたもの
※詳細は奈良県のホームページを参照※詳細は奈良県のホームページを参照

保　証保　証
限度額限度額 5,000万円5,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途

運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金
※採択された上記事業に係る補助対象経費を含むものに限る※採択された上記事業に係る補助対象経費を含むものに限る

返済返済
方法方法 分割（１年以内の据置可）分割（１年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金10年　　設備資金・運設資金15年運転資金10年　　設備資金・運設資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より県の補助あり責任共有基本料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

本人負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他
※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※借換不可※借換不可
※令和8年12月11日までの当協会申込受付分。令和9年1月末までの融資実行が必要。※令和8年12月11日までの当協会申込受付分。令和9年1月末までの融資実行が必要。
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県チャレンジ資金保証 【経営革新計画枠】・県チャレンジ資金保証 （県産木材利用促進）県チャレンジ資金保証 【経営革新計画枠】・県チャレンジ資金保証 （県産木材利用促進）
中小企業者等が事業の拡大または経済環境に即した異業種への進出のために必要な資金の融資を行うことによ中小企業者等が事業の拡大または経済環境に即した異業種への進出のために必要な資金の融資を行うことによ
り、中小企業者等の創意ある向上発展を図り、県内産業の健全な発展に繋げることを目的とした制度です。り、中小企業者等の創意ある向上発展を図り、県内産業の健全な発展に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

次の①～④のいずれかに該当すること。次の①～④のいずれかに該当すること。
（ただし、①～③は設備投資を伴う事業資金を必要とする方に限る。）（ただし、①～③は設備投資を伴う事業資金を必要とする方に限る。）
①県内で事業所または設備の新増設等事業を拡大しようとする方①県内で事業所または設備の新増設等事業を拡大しようとする方
②�現在行っている事業を廃業し、県内で異なる業種の事業を開始することにより、事業の転換を図ろ②�現在行っている事業を廃業し、県内で異なる業種の事業を開始することにより、事業の転換を図ろ
うとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）うとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）
③�現在行っている事業を継続しながら、県内で異なる業種の事業を開始することにより、経営の多角③�現在行っている事業を継続しながら、県内で異なる業種の事業を開始することにより、経営の多角
化を図ろうとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）化を図ろうとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）
④④県内でAI等のデジタル技術を活用することにより、生産性の向上や経営課題の解決を図ろうとする方県内でAI等のデジタル技術を活用することにより、生産性の向上や経営課題の解決を図ろうとする方
※�異なる業種とは、現在行っている業種において日本標準産業分類の小分類（3桁）が異なる業種のこ※�異なる業種とは、現在行っている業種において日本標準産業分類の小分類（3桁）が異なる業種のこ
とをいいます。とをいいます。

【経営革新計画枠】【経営革新計画枠】
上記①～④のいずれかに該当する方で、優れた事業計画を有するとして知事の認定を受けた方上記①～④のいずれかに該当する方で、優れた事業計画を有するとして知事の認定を受けた方
　・「中小企業等経営強化法」の経営革新計画の承認を受けた方　・「中小企業等経営強化法」の経営革新計画の承認を受けた方
　・やまと創業インキュベータ入居者（過去3年以内の入居許可を含む）　・やまと創業インキュベータ入居者（過去3年以内の入居許可を含む）
　・奈良起業家創出促進事業（ビジコン奈良）入賞者　・奈良起業家創出促進事業（ビジコン奈良）入賞者
【県産木材利用促進】【県産木材利用促進】
上記①～④のいずれかに該当する方で、奈良の木を利用した優れた事業計画を有するとして知事の認上記①～④のいずれかに該当する方で、奈良の木を利用した優れた事業計画を有するとして知事の認
定を受けた方定を受けた方
　・奈良県産木材を建築物の内外装の見える部分に一定量以上使用する方　・奈良県産木材を建築物の内外装の見える部分に一定量以上使用する方

保　証保　証
限度額限度額 5,000万円5,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途

運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金
　※資格要件①～③のいずれかに該当する者　※資格要件①～③のいずれかに該当する者
　　・運転資金のみの利用は不可　　・運転資金のみの利用は不可
　　　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）　　　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）
　　・運転資金は設備資金の1/3以下であること。　　・運転資金は設備資金の1/3以下であること。
　※資格要件④に該当する者　※資格要件④に該当する者
　　・運転資金のみの利用可能。　　・運転資金のみの利用可能。

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金10年　　設備資金・運設資金15年運転資金10年　　設備資金・運設資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より県の補助あり責任共有基本料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

本人負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 ０%０%

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※事業計画書が必要。※事業計画書が必要。
※知事の認定書が必要。（県経営支援課、県産材利用推進課）※知事の認定書が必要。（県経営支援課、県産材利用推進課）
※認定年度内の融資実行が必要。※認定年度内の融資実行が必要。
※借換不可※借換不可

事業の拡大をお考えの方に
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県制度県制度

県チャレンジ資金保証【小規模企業者枠】県チャレンジ資金保証【小規模企業者枠】
中小企業者等が事業の拡大または経済環境に即した異業種への進出のために必要な資金の融資を行うことによ中小企業者等が事業の拡大または経済環境に即した異業種への進出のために必要な資金の融資を行うことによ
り、中小企業者等の創意ある向上発展を図り、県内産業の健全な発展に繋げることを目的とした制度です。り、中小企業者等の創意ある向上発展を図り、県内産業の健全な発展に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

次の①～④のいずれかに該当すること。次の①～④のいずれかに該当すること。
（ただし、①～③は設備投資を伴う事業資金を必要とする方に限る。）（ただし、①～③は設備投資を伴う事業資金を必要とする方に限る。）
①県内で事業所または設備の新増設等事業を拡大しようとする方①県内で事業所または設備の新増設等事業を拡大しようとする方
②�現在行っている事業を廃業し、県内で異なる業種の事業を開始することにより、事業の転換を図ろ②�現在行っている事業を廃業し、県内で異なる業種の事業を開始することにより、事業の転換を図ろ
うとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）うとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）
③�現在行っている事業を継続しながら、県内で異なる業種の事業を開始することにより、経営の多角③�現在行っている事業を継続しながら、県内で異なる業種の事業を開始することにより、経営の多角
化を図ろうとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）化を図ろうとする方（開始後6ヶ月未満の方を含む）
④④県内でAI等のデジタル技術を活用することにより、生産性の向上や経営課題の解決を図ろうとする方県内でAI等のデジタル技術を活用することにより、生産性の向上や経営課題の解決を図ろうとする方
※�異なる業種とは、現在行っている業種において日本標準産業分類の小分類（3桁）が異なる業種のこ※�異なる業種とは、現在行っている業種において日本標準産業分類の小分類（3桁）が異なる業種のこ
とをいう。とをいう。

【小規模企業者とは下記⑴〜⑹のいずれかに該当すること。】【小規模企業者とは下記⑴〜⑹のいずれかに該当すること。】
⑴�保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数が20人（商業また⑴�保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数が20人（商業また
はサービス業を主たる事業とする事業者については5人）以下のもの（⑵に掲げるものを除く）はサービス業を主たる事業とする事業者については5人）以下のもの（⑵に掲げるものを除く）
⑵�保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数がその業種ごとに⑵�保証の対象となる事業を行う会社および個人であって、常時使用する従業員の数がその業種ごとに
政令で定める数以下のもの政令で定める数以下のもの
⑶�事業協同小組合であって、保証の対象となる事業を行うもの、またはその組合員の3分の2以上が保⑶�事業協同小組合であって、保証の対象となる事業を行うもの、またはその組合員の3分の2以上が保
証の対象となる事業を行うもの証の対象となる事業を行うもの
⑷�保証の対象となる事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの⑷�保証の対象となる事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
⑸保証の対象となる事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの⑸保証の対象となる事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
⑹�医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの（上記⑴〜⑸に⑹�医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの（上記⑴〜⑸に
掲げるものを除く）掲げるものを除く）

保　証保　証
限度額限度額 5,000万円5,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途

運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金
　※資格要件①～③のいずれかに該当する者　※資格要件①～③のいずれかに該当する者
　　・運転資金のみの利用は不可　　・運転資金のみの利用は不可
　　　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）　　　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）
　　・運転資金は設備資金の1/3以下であること。　　・運転資金は設備資金の1/3以下であること。
　※資格要件④に該当する者　※資格要件④に該当する者
　　・運転資金のみの利用可能。　　・運転資金のみの利用可能。

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金10年　　設備資金・運設資金15年運転資金10年　　設備資金・運設資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率よリ県の補助あり責任共有基本料率よリ県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

本人負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定もしくは固定（1.8％）金融機関所定もしくは固定（1.8％）

その他その他 ※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※借換可（ただし、借換金額は新規融資の1/3以下）※借換可（ただし、借換金額は新規融資の1/3以下）

事業の拡大をお考えの方に



68

県制度県制度

県チャレンジ資金保証【研究開発枠】県チャレンジ資金保証【研究開発枠】
研究開発を行うために必要な資金を融資することにより創意ある向上発展を図り、県内産業の健全な発展に繋研究開発を行うために必要な資金を融資することにより創意ある向上発展を図り、県内産業の健全な発展に繋
げることを目的とした制度です。げることを目的とした制度です。

資格資格
要件要件

新製品や新サービスの提供等に向け、実証研究や試作品製造等の研究開発を行う方で、優れた研究開新製品や新サービスの提供等に向け、実証研究や試作品製造等の研究開発を行う方で、優れた研究開
発計画を有するとして知事の認定を受けた方発計画を有するとして知事の認定を受けた方

保　証保　証
限度額限度額 5,000万円5,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（5年以内の据置可）分割（5年以内の据置可）

保証保証
期間期間 15年15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率よリ県の補助あり責任共有基本料率よリ県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

本人負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 ０%０%

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※知事の認定書が必要。（県経営支援課）※知事の認定書が必要。（県経営支援課）
※認定年度内の融資実行が必要。※認定年度内の融資実行が必要。
※借換不可※借換不可

研究開発をお考えの方に
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県制度県制度

県チャレンジ資金保証【インバウンド枠】県チャレンジ資金保証【インバウンド枠】
県内で外国人観光客の買物やサービス需要等を取り込むための環境整備に取り組む中小企業者に対し、必要な県内で外国人観光客の買物やサービス需要等を取り込むための環境整備に取り組む中小企業者に対し、必要な
資金調達を支援することによりおもてなし産業の振興を図り、県内中小企業者の振興に繋げることを目的とし資金調達を支援することによりおもてなし産業の振興を図り、県内中小企業者の振興に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

県内で小売業またはサービス業（飲食業、旅館業等）を営む方のうち、外国人観光客の買い物やサービ県内で小売業またはサービス業（飲食業、旅館業等）を営む方のうち、外国人観光客の買い物やサービ
ス需要等を取り込むための環境整備に取り組む方ス需要等を取り込むための環境整備に取り組む方
【設備資金】【設備資金】
次の①～⑧の整備に該当するもの次の①～⑧の整備に該当するもの
①免税対応機器①免税対応機器
②外国語標記による案内標識②外国語標記による案内標識
③外国語案内ツール（外国語ホームページ、アプリ等）③外国語案内ツール（外国語ホームページ、アプリ等）
④外国向けＥＣ市場販路開拓に係る設備④外国向けＥＣ市場販路開拓に係る設備
⑤クレジットカード対応機器等キャッシュレス対応機器⑤クレジットカード対応機器等キャッシュレス対応機器
⑥Wi-Fi設備⑥Wi-Fi設備
⑦洋式トイレ化⑦洋式トイレ化
⑧店舗改装⑧店舗改装
【運転資金】【運転資金】
次の①～③に該当するもの次の①～③に該当するもの
①従業員に対する語学研修に必要な経費①従業員に対する語学研修に必要な経費
②新たに従業員を雇用するのに要する経費②新たに従業員を雇用するのに要する経費
③設備導入に伴い必要となる経費③設備導入に伴い必要となる経費

保　証保　証
限度額限度額 5,000万円5,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途

運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金
※運転資金のみの利用は不可※運転資金のみの利用は不可
　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金10年　　設備資金、運設資金15年運転資金10年　　設備資金、運設資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より県の補助あり責任共有基本料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

本人負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

その他その他 ※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※借換不可※借換不可

小売業・サービス業で設備投資をお考えの方に
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県チャレンジ資金保証（地域未来投資促進）県チャレンジ資金保証（地域未来投資促進）
地域で伸びゆく成長分野への投資を促進するため、中小企業者による付加価値額の向上が期待できるさまざま地域で伸びゆく成長分野への投資を促進するため、中小企業者による付加価値額の向上が期待できるさまざま
な投資事業のために必要な資金の融資を行うことにより、中小企業の向上発展を図り、県内雇用の創出と本県な投資事業のために必要な資金の融資を行うことにより、中小企業の向上発展を図り、県内雇用の創出と本県
産業の振興に繋げることを目的とした制度です。産業の振興に繋げることを目的とした制度です。

資格資格
要件要件

地域未来投資促進法に基づき地域経済牽引事業計画について奈良県知事の承認を受けた事業者で、そ地域未来投資促進法に基づき地域経済牽引事業計画について奈良県知事の承認を受けた事業者で、そ
の承認に係る地域経済牽引事業計画に従って事業を行うこと。の承認に係る地域経済牽引事業計画に従って事業を行うこと。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円
※一般保証と別枠※一般保証と別枠

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金7年　　設備資金・運設資金15年運転資金7年　　設備資金・運設資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

下記の通り県の補助あり下記の通り県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 0.700.70

県 負 担県 負 担 0.700.70

本人負担 0.00（本人負担なし） ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※知事の承認書が必要。（県産業創造課　企業誘致係）※知事の承認書が必要。（県産業創造課　企業誘致係）
※借換不可※借換不可

事業拡大をお考えの方に
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県チャレンジ資金保証【脱炭素枠】県チャレンジ資金保証【脱炭素枠】
電力供給不足による中小企業者等の事業継続リスクの回避およびエネルギーコストの削減の取組み推進を図電力供給不足による中小企業者等の事業継続リスクの回避およびエネルギーコストの削減の取組み推進を図
り、県内中小企業の振興に繋げることを目的とした制度です。り、県内中小企業の振興に繋げることを目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の①～④のいずれかの設備等を導入する方次の①～④のいずれかの設備等を導入する方
①再生可能エネルギーを活用する設備等①再生可能エネルギーを活用する設備等
②省エネルギーに資する設備等②省エネルギーに資する設備等
③革新的なエネルギーの高度利用技術を活用する設備等③革新的なエネルギーの高度利用技術を活用する設備等
④その他、エネルギーの高度・効率的な利用に資する設備等④その他、エネルギーの高度・効率的な利用に資する設備等
※設備の設置は県内に限る。※設備の設置は県内に限る。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 設備資金設備資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 15年15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より県の補助あり責任共有基本料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 0.940.94 0.890.89 0.850.85 0.810.81 0.770.77 0.720.72 0.680.68 0.600.60 0.450.45

本人負担 0.96 0.86 0.70 0.54 0.38 0.28 0.12 0.00 0.00 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※県内に大規模な太陽光発電施設を設置、または設置規制区域内に設置する場合、知事の許可が必要。※県内に大規模な太陽光発電施設を設置、または設置規制区域内に設置する場合、知事の許可が必要。
※借換不可※借換不可

電力供給不足への対策をお考えの方に
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県チャレンジ資金【宿泊施設整備枠】県チャレンジ資金【宿泊施設整備枠】
県内で宿泊施設を新たに開業しようとする方または宿泊施設の増改築を行うことで施設の魅力向上を図ろうと県内で宿泊施設を新たに開業しようとする方または宿泊施設の増改築を行うことで施設の魅力向上を図ろうと
している事業者に対し必要な資金を融資することによリ、奈良県の観光力向上に繋げることを目的とした制度している事業者に対し必要な資金を融資することによリ、奈良県の観光力向上に繋げることを目的とした制度
です。です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

次の⑴～⑶のいずれかに該当し、かつ、事業計画について知事の認定を受けた方次の⑴～⑶のいずれかに該当し、かつ、事業計画について知事の認定を受けた方
⑴宿泊業に進出しようとする方で、次の①または②に該当する方⑴宿泊業に進出しようとする方で、次の①または②に該当する方
　①現在行っている事業を廃業し、宿泊業を開始することにより、事業の転換を図ろうとする方　①現在行っている事業を廃業し、宿泊業を開始することにより、事業の転換を図ろうとする方
　②現在行っている事業を継続しながら、宿泊業を開始することにより、経営の多角化を図ろうとする方　②現在行っている事業を継続しながら、宿泊業を開始することにより、経営の多角化を図ろうとする方
⑵既存宿泊施設事業者であって、新たに宿泊施設を開業しようとする方⑵既存宿泊施設事業者であって、新たに宿泊施設を開業しようとする方
⑶宿泊施設の増築、改築または設備の設置を行おうとする既存宿泊施設事業者⑶宿泊施設の増築、改築または設備の設置を行おうとする既存宿泊施設事業者
※�下宿、民泊（住宅宿泊事業法第3条第1項の規定に基づく届出により営むもの）およびいわゆるラブホ※�下宿、民泊（住宅宿泊事業法第3条第1項の規定に基づく届出により営むもの）およびいわゆるラブホ
テル等は対象にならない。テル等は対象にならない。

保　証保　証
限度額限度額

借入限度額	 2億8,000万円	借入限度額	 2億8,000万円	
　普通保証	 2億円　普通保証	 2億円
　無担保保証	 8,000万円　無担保保証	 8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途

運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金
　※資格要件①または②のいずれかに該当する者　※資格要件①または②のいずれかに該当する者
　　・運転資金のみの利用は不可　　・運転資金のみの利用は不可
　　　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）　　　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）
　※資格要件③に該当する者　※資格要件③に該当する者
　　・設備資金のみの利用　　・設備資金のみの利用

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金10年　　設備資金・運設資金20年運転資金10年　　設備資金・運設資金20年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より県の補助あり責任共有基本料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 1.001.00 1.001.00 1.001.00 1.001.00 1.001.00 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

本人負担 0.90 0.75 0.55 0.35 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 1.9％　※5年間1.9%の利子補給あり1.9％　※5年間1.9%の利子補給あり

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※知事の認定書が必要。（県地域観光課　観光地域づくり推進係）※知事の認定書が必要。（県地域観光課　観光地域づくり推進係）
※認定年度内の融資実行が必要。※認定年度内の融資実行が必要。
※借換不可※借換不可

宿泊施設の開業、増改築、設備入替をお考えの方に
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創業をお考えの方に、創業から5年までの方に

県創業資金保証・県創業離職者等起業促進支援保証・県創業認定特定支援保証県創業資金保証・県創業離職者等起業促進支援保証・県創業認定特定支援保証
創業を支援するために必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企創業を支援するために必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企
業の振興に繋げることを目的とした制度です。業の振興に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

＜創業される方＞＜創業される方＞
⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者
　①�事業を営んでいない個人が貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有す　①�事業を営んでいない個人が貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有す
るもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については6ヶ月以内）るもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については6ヶ月以内）

　②�事業を営んでいない個人が貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を　②�事業を営んでいない個人が貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を
開始する具体的計画を有するもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については開始する具体的計画を有するもの（認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については
6ヶ月以内）6ヶ月以内）

　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体
的計画を有するもの的計画を有するもの

＜創業から5年までの方＞＜創業から5年までの方＞
⑵�次の①〜④のいずれかの創業者である中小企業者であって、事業を開始または会社を設立した日以⑵�次の①〜④のいずれかの創業者である中小企業者であって、事業を開始または会社を設立した日以
後5年を経過していないもの後5年を経過していないもの
　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの
　②　②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
　③　③中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
　④�　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始した①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始した
日以後5年を経過していないもの日以後5年を経過していないもの

【離職者等起業促進支援】【離職者等起業促進支援】
上記⑴もしくは⑵に該当する方で次のア、イのいずれかの知事の確認を受けた方上記⑴もしくは⑵に該当する方で次のア、イのいずれかの知事の確認を受けた方
　ア．知事確認申請日前5年以内に勤務先を離職した方　ア．知事確認申請日前5年以内に勤務先を離職した方
　イ．知事確認申請日において60歳以上の方　イ．知事確認申請日において60歳以上の方
【認定特定創業支援等事業による支援を受けた方】【認定特定創業支援等事業による支援を受けた方】
上記⑴もしくは⑵に該当する方で特定支援事業を受け、市町村長の証明を受けた方上記⑴もしくは⑵に該当する方で特定支援事業を受け、市町村長の証明を受けた方

保　証保　証
限度額限度額 3,500万円3,500万円

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 7年7年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.00　商工会経由は0.70（0.30割引）1.00　商工会経由は0.70（0.30割引）
県 負 担県 負 担 0.200.20
本人負担 0.80　商工会議所・商工会経由は 0.50 ―― ――

※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（本人負担本人負担1.00　商工会経由は0.70）1.00　商工会経由は0.70）

【離職者および認定特定支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり【離職者および認定特定支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.001.00
県 負 担県 負 担 1.001.00
本人負担 0.00（本人負担なし） ―― ――

※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（本人負担本人負担0.20）0.20）

貸付貸付
利率利率 1.6%1.6%

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。
※離職者起業促進支援は知事の確認書が必要。（県経営支援課）※離職者起業促進支援は知事の確認書が必要。（県経営支援課）
※離職者起業促進支援は確認年度内の融資実行が必要。※離職者起業促進支援は確認年度内の融資実行が必要。
※認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については市町村長の証明書が必要。※認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者については市町村長の証明書が必要。
※商工会議所・商工会経由については、申込書を商工会議所・商工会に提出し、証明書が必要。※商工会議所・商工会経由については、申込書を商工会議所・商工会に提出し、証明書が必要。
※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。
※借換不可※借換不可
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創業をお考えの方に、創業から1年までの方に

県創業資金保証【ブラッシュアップ枠】・県創業資金保証（県産木材利用促進）県創業資金保証【ブラッシュアップ枠】・県創業資金保証（県産木材利用促進）
創業を支援するために必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企創業を支援するために必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企
業の振興に繋げることを目的とした制度です。業の振興に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

＜創業される方＞＜創業される方＞
⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者
　①事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの　①事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的
計画を有するもの計画を有するもの

　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体
的計画を有するもの的計画を有するもの

＜創業から1年までの方＞＜創業から1年までの方＞
⑵次の①〜④のいずれかの新規中小企業者⑵次の①〜④のいずれかの新規中小企業者
　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの
　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない
ものもの

　③　③中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの
　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し
た日以後1年を経過していないものた日以後1年を経過していないもの

【ブラッシュアップ枠】【ブラッシュアップ枠】
上記⑴もしくは⑵に該当する方で、優れた事業計画を有するとして知事の認定を受けた方上記⑴もしくは⑵に該当する方で、優れた事業計画を有するとして知事の認定を受けた方
　・�認定経営革新等支援機関等の支援を受け「ビジネスモデルの新規性・独創性」が備わった事業計画　・�認定経営革新等支援機関等の支援を受け「ビジネスモデルの新規性・独創性」が備わった事業計画
を策定された方を策定された方

　・やまと創業インキュベータ入居者（過去3年以内の入居許可を含む）　・やまと創業インキュベータ入居者（過去3年以内の入居許可を含む）
　・奈良起業家創出促進事業（ビジコン奈良）入賞者　・奈良起業家創出促進事業（ビジコン奈良）入賞者
【県産木材利用促進】【県産木材利用促進】
上記①もしくは②に該当する方で、県産木材を利用した優れた事業計画を有するとして知事の認定を上記①もしくは②に該当する方で、県産木材を利用した優れた事業計画を有するとして知事の認定を
受けた方受けた方
　・奈良県産木材を建築物の内外装の見える部分に一定量以上使用する方　・奈良県産木材を建築物の内外装の見える部分に一定量以上使用する方

保　証保　証
限度額限度額 1,500万円1,500万円

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 7年7年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率よリ県の補助あり責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率よリ県の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.001.00
県 負 担県 負 担 1.001.00
本人負担 0.00（本人負担なし） ―― ――

※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（本人負担本人負担0.20）0.20）

貸付貸付
利率利率 ０%０%

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。
※知事の認定書が必要。（県経営支援課、県産材利用推進課）※知事の認定書が必要。（県経営支援課、県産材利用推進課）
※認定年度内の融資実行が必要。※認定年度内の融資実行が必要。
※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。
※借換不可※借換不可
※�保証限度額（1,500万円）は県創業資金保証【ブラッシュアップ枠、県産木材利用促進、南部・東部枠、※�保証限度額（1,500万円）は県創業資金保証【ブラッシュアップ枠、県産木材利用促進、南部・東部枠、
女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠、飲食店枠、宿泊施設枠】の合計の限度額女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠、飲食店枠、宿泊施設枠】の合計の限度額
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県創業資金保証【南部・東部枠】県創業資金保証【南部・東部枠】
創業を支援するために必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企創業を支援するために必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企
業の振興に繋げることを目的とした制度です。業の振興に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

＜創業される方＞＜創業される方＞
⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者
　①事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの　①事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的
計画を有するもの計画を有するもの

　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体
的計画を有するもの的計画を有するもの

＜創業から1年までの方＞＜創業から1年までの方＞
⑵次の①〜④のいずれかの新規中小企業者⑵次の①〜④のいずれかの新規中小企業者
　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの
　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない
ものもの

　③　③中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの
　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し
た日以後1年を経過していないものた日以後1年を経過していないもの

【南部・東部枠】【南部・東部枠】
上記⑴もしくは⑵に該当する方で、認定経営革新等支援機関の支援を受けて県南部地域・東部地域で上記⑴もしくは⑵に該当する方で、認定経営革新等支援機関の支援を受けて県南部地域・東部地域で
創業するとして知事の認定を受けた方創業するとして知事の認定を受けた方
　《対象市町村》　《対象市町村》
　五條市、吉野郡、御所市、高市郡、宇陀市、山辺郡、宇陀郡　五條市、吉野郡、御所市、高市郡、宇陀市、山辺郡、宇陀郡

保　証保　証
限度額限度額 1,500万円1,500万円

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 7年7年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率よリ県の補助あり責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率よリ県の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.001.00
県 負 担県 負 担 1.001.00
本人負担 0.00（本人負担なし） ―― ――

※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（本人負担本人負担0.20）0.20）

貸付貸付
利率利率 ０%０%

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。
※知事の認定書が必要。（県経営支援課）※知事の認定書が必要。（県経営支援課）
※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。
※借換不可※借換不可
※�保証限度額（1,500万円）は県創業資金保証【ブラッシュアップ枠、県産木材利用促進、南部・東部枠、※�保証限度額（1,500万円）は県創業資金保証【ブラッシュアップ枠、県産木材利用促進、南部・東部枠、
女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠、飲食店枠、宿泊施設枠】の合計の限度額女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠、飲食店枠、宿泊施設枠】の合計の限度額

創業をお考えの方に、創業から1年までの方に
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県創業資金保証【女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠】県創業資金保証【女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠】
創業を支援するために必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企創業を支援するために必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企
業の振興に繋げることを目的とした制度です。業の振興に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

＜創業される方＞＜創業される方＞
⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者
　①事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの　①事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的
計画を有するもの計画を有するもの

　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体
的計画を有するもの的計画を有するもの

＜創業から1年までの方＞＜創業から1年までの方＞
⑵次の①〜④のいずれかの新規中小企業者⑵次の①〜④のいずれかの新規中小企業者
　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの
　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない
ものもの

　③　③中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの
　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し
た日以後1年を経過していないものた日以後1年を経過していないもの

【女性・若者・シニア・ＵＩＪ夕ーン枠】【女性・若者・シニア・ＵＩＪ夕ーン枠】
上記⑴もしくは⑵に該当する方で、次のア～工のいずれかに該当し、認定経営革新等支援機関の支援上記⑴もしくは⑵に該当する方で、次のア～工のいずれかに該当し、認定経営革新等支援機関の支援
を受けた者であるとして知事の認定を受けた方を受けた者であるとして知事の認定を受けた方
　ア．女性　ア．女性
　イ．35歳未満の方　イ．35歳未満の方
　ウ．55歳以上の方　ウ．55歳以上の方
　工．ＵＩＪターン該当者（申請日前1年以内に県外から県内に住所を定めた者をいう）　工．ＵＩＪターン該当者（申請日前1年以内に県外から県内に住所を定めた者をいう）

保　証保　証
限度額限度額 1,500万円1,500万円

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 7年7年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.001.00
県 負 担県 負 担 1.001.00
本人負担 0.00（本人負担なし） ―― ――

※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（本人負担本人負担0.20）0.20）

貸付貸付
利率利率 ０%０%

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。
※知事の認定書が必要。（県経営支援課）※知事の認定書が必要。（県経営支援課）
※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。
※借換不可※借換不可
※�保証限度額（1,500万円）は県創業資金保証【ブラッシュアップ枠、県産木材利用促進、南部・東部枠、※�保証限度額（1,500万円）は県創業資金保証【ブラッシュアップ枠、県産木材利用促進、南部・東部枠、
女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠、飲食店枠、宿泊施設枠】の合計の限度額女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠、飲食店枠、宿泊施設枠】の合計の限度額

創業をお考えの方に、創業から1年までの方に
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県制度県制度

県創業資金保証【飲食店枠】県創業資金保証【飲食店枠】
創業を支援するために必要な資金の保証を行うことによリ、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企創業を支援するために必要な資金の保証を行うことによリ、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企
業の振興に繋げることを目的とした制度です。業の振興に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

＜創業される方＞＜創業される方＞
⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者
　①事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの　①事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的
計画を有するもの計画を有するもの

　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体
的計画を有するもの的計画を有するもの

＜創業から1年までの方＞＜創業から1年までの方＞
⑵次の①〜④のいずれかの新規中小企業者⑵次の①〜④のいずれかの新規中小企業者
　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの
　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない
ものもの

　③　③中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの
　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し
た日以後1年を経過していないものた日以後1年を経過していないもの

【飲食店枠】【飲食店枠】
上記⑴もしくは⑵に該当する方で、知事の認定を受けた方上記⑴もしくは⑵に該当する方で、知事の認定を受けた方
　・魅力ある飲食店を創業するものとして事業計画を策定された方　・魅力ある飲食店を創業するものとして事業計画を策定された方
　・奈良県立なら食と農の魅力創造国際大学校（NAFIC）フードクリエイティブ学科を卒業した方　・奈良県立なら食と農の魅力創造国際大学校（NAFIC）フードクリエイティブ学科を卒業した方

保　証保　証
限度額限度額 1,500万円1,500万円

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 7年7年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.001.00
県 負 担県 負 担 1.001.00
本人負担 0.00（本人負担なし） ―― ――

※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（本人負担本人負担0.20）0.20）

貸付貸付
利率利率 ０%０%

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。
※知事の認定書が必要。（県経営支援課）※知事の認定書が必要。（県経営支援課）
※認定年度内の融資実行が必要。※認定年度内の融資実行が必要。
※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。
※借換不可※借換不可
※�保証限度額（1,500万円）は県創業資金保証【ブラッシュアップ枠、県産木材利用促進、南部・東部枠、※�保証限度額（1,500万円）は県創業資金保証【ブラッシュアップ枠、県産木材利用促進、南部・東部枠、
女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠、飲食店枠、宿泊施設枠】の合計の限度額女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠、飲食店枠、宿泊施設枠】の合計の限度額

創業をお考えの方に、創業から1年までの方に
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県制度県制度

県創業資金保証【宿泊施設枠】県創業資金保証【宿泊施設枠】
創業を支援するために必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企創業を支援するために必要な資金の保証を行うことにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、県内中小企
業の振興に繋げることを目的とした制度です。業の振興に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

資
　
　
　
格
　
　
　
要
　
　
　
件

＜創業される方＞＜創業される方＞
⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者⑴次の①〜③のいずれかに該当し、事業開始の具体的計画を有する創業者
　①�事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの　①�事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的　②�事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的
計画を有するもの計画を有するもの

　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体　③�中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体
的計画を有するもの的計画を有するもの

＜創業から1年までの方＞＜創業から1年までの方＞
⑵次の①〜④いずれかの新規中小企業者⑵次の①〜④いずれかの新規中小企業者
　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの　①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの
　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない　②�事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない
ものもの

　③　③中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの
　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し　④�①に該当するものが新たに会社を設立しその事業を承継させた会社であって、①が事業を開始し
た日以後1年を経過していないものた日以後1年を経過していないもの

【宿泊施設枠】【宿泊施設枠】
上記⑴もしくは⑵に該当する方で、宿泊施設を創業しようとするものとして知事の認定を受けた方上記⑴もしくは⑵に該当する方で、宿泊施設を創業しようとするものとして知事の認定を受けた方

保　証保　証
限度額限度額 1,500万円1,500万円

保証保証
割合割合 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途

運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金
※運転資金のみの利用は不可※運転資金のみの利用は不可
　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）　（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入する場合適用）

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 7年7年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率よリ県の補助あり責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率よリ県の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.001.00
県 負 担県 負 担 1.001.00
本人負担 0.00（本人負担なし） ―― ――

※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（※スタートアップ創出促進保証制度利用の場合は、年率0.20上乗せ（本人負担本人負担0.20）0.20）

貸付貸付
利率利率 ０%０%

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。※創業・再挑戦計画書、自己資金確認書が必要。
※知事の認定書が必要。（県地域観光課　観光地域づくり推進係）※知事の認定書が必要。（県地域観光課　観光地域づくり推進係）
※認定年度内の融資実行が必要。※認定年度内の融資実行が必要。
※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。※スタートアップ創出促進保証利用の場合は、スタートアップ創出促進保証（P15）の条件を満たすこと。
※借換不可※借換不可
※保証限度額（1,500万円）は県創業資金保証【ブラッシュアップ枠、県産木材利用促進、南部・東部枠、※保証限度額（1,500万円）は県創業資金保証【ブラッシュアップ枠、県産木材利用促進、南部・東部枠、
女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠、飲食店枠、宿泊施設枠】の合計の限度額女性・若者・シニア・ＵＩＪターン枠、飲食店枠、宿泊施設枠】の合計の限度額

創業をお考えの方に、創業から1年までの方に
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県制度県制度

県 SDGs 推進資金保証県 SDGs 推進資金保証
働きやすい職場作りや従業員の処遇改善に積極的に取り組む中小企業者等に対し、必要な資金調達を支援する働きやすい職場作りや従業員の処遇改善に積極的に取り組む中小企業者等に対し、必要な資金調達を支援する
ことにより、働き方改革の推進を図り、県内中小企業者の振興に繋げることを目的とした制度です。ことにより、働き方改革の推進を図り、県内中小企業者の振興に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

次の⑴～⑶のいずれかに該当すること。次の⑴～⑶のいずれかに該当すること。
⑴次の①〜⑦のいずれかに該当する方⑴次の①〜⑦のいずれかに該当する方
　①「奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業」の登録を受けた方　①「奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業」の登録を受けた方
　②「奈良県福祉・介護事業所認証制度」の認証を受けた方　②「奈良県福祉・介護事業所認証制度」の認証を受けた方
　③「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定（くるみん認定）を受けた方　③「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定（くるみん認定）を受けた方
　④「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定（えるぼし認定）を受けた方　④「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定（えるぼし認定）を受けた方
　⑤「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づく認定（ユースエール認定）を受けた方　⑤「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づく認定（ユースエール認定）を受けた方
　⑥「健康経営優良法人認定制度」の認定を受けた方　⑥「健康経営優良法人認定制度」の認定を受けた方
　⑦�「奈良県きらぼし建設企業応援制度」の認定を受けた方のうち、働き方改革の項目について取組を　⑦�「奈良県きらぼし建設企業応援制度」の認定を受けた方のうち、働き方改革の項目について取組を
している方している方

⑵賃上げ促進税制の適用を受けた方⑵賃上げ促進税制の適用を受けた方
⑶�県内で職場環境および福利厚生の充実を図る施設・設備の整備を行う方であって、知事の認定を受⑶�県内で職場環境および福利厚生の充実を図る施設・設備の整備を行う方であって、知事の認定を受
けた方けた方

保　証保　証
限度額限度額 8,000万円8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途

運転資金、設備資金、運設資金　運転資金、設備資金、運設資金　
※�上記⑶に該当する場合、運転のみの利用は不可※�上記⑶に該当する場合、運転のみの利用は不可（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入す（運転資金は運設資金を運転と設備に分割して借入す
る場合適用）る場合適用）

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 7年7年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より県の補助あり責任共有基本料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

本人負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※⑴、⑵について各登録証、認定証等の写しが必要。※⑴、⑵について各登録証、認定証等の写しが必要。
※⑶について知事の認定書が必要。（県人材・雇用政策課）※⑶について知事の認定書が必要。（県人材・雇用政策課）
※⑶について認定年度内の融資実行が必要。※⑶について認定年度内の融資実行が必要。
※県制度融資を含む場合のみ借換可、ただし、資格要件⑶は借換不可※県制度融資を含む場合のみ借換可、ただし、資格要件⑶は借換不可

働きやすい職場づくりをお考えの方に
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SDGs に関する取組を行っている方に

県 SDGs 推進資金保証【スタンダード認証枠】県 SDGs 推進資金保証【スタンダード認証枠】
県内中小企業の SDGs に関する取組状況の「見える化」を図り、取引や雇用面での企業価値の向上を後押しす県内中小企業の SDGs に関する取組状況の「見える化」を図り、取引や雇用面での企業価値の向上を後押しす
ることを目的とした制度です。ることを目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

事業活動において、SDGs17ゴールに繋がる取組を「社会」「経済」「環境」の3分野から奈良県にて設定事業活動において、SDGs17ゴールに繋がる取組を「社会」「経済」「環境」の3分野から奈良県にて設定
された30項目のうち、各分野の重点項目を1つ以上取リ組み、10項目以上19項目以下の取組を実施すされた30項目のうち、各分野の重点項目を1つ以上取リ組み、10項目以上19項目以下の取組を実施す
る企業として認証（スタンダード認証）を受けたものる企業として認証（スタンダード認証）を受けたもの

保　証保　証
限度額限度額 8,000万円8,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 10年10年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より県の補助あり責任共有基本料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

本人負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※知事の認証書の写しが必要。（県産業創造課　産業政策係）※知事の認証書の写しが必要。（県産業創造課　産業政策係）
※県制度融資を含む場合のみ借換可※県制度融資を含む場合のみ借換可
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県 SDGs 推進資金保証【アドバンス認証枠】県 SDGs 推進資金保証【アドバンス認証枠】
県内中小企業の SDGs に関連する取組状況の「見える化」を図り、取引や雇用面での企業価値の向上を後押し県内中小企業の SDGs に関連する取組状況の「見える化」を図り、取引や雇用面での企業価値の向上を後押し
することを目的とした制度です。することを目的とした制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

事業活動において、SDGs17ゴールに繋がる取組を「社会」「経済」「環境」の3分野から奈良県にて設定事業活動において、SDGs17ゴールに繋がる取組を「社会」「経済」「環境」の3分野から奈良県にて設定
された30項目のうち、各分野の重点項目を1つ以上取リ組み、20項目以上の取組を実施する企業としされた30項目のうち、各分野の重点項目を1つ以上取リ組み、20項目以上の取組を実施する企業とし
件て認証（アドバンス認証）を受けたもの件て認証（アドバンス認証）を受けたもの

保　証保　証
限度額限度額 1億円1億円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金10年　　設備資金15年運転資金10年　　設備資金15年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より県の補助あり責任共有基本料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

本人負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定金融機関所定

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※知事の認証書の写しが必要。（県産業創造課　産業政策係）※知事の認証書の写しが必要。（県産業創造課　産業政策係）
※県制度融資を含む場合のみ借換可※県制度融資を含む場合のみ借換可

SDGs に関する取組を行っている方に
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県事業承継資金保証県事業承継資金保証
中小企業者の事業承継を支援するために必要な資金の融資を行い、県内経済を支える中小企業者の優れた技中小企業者の事業承継を支援するために必要な資金の融資を行い、県内経済を支える中小企業者の優れた技
術の伝承や雇用維持を図り、県内中小企業の振興に繋げることを目的とした制度です。術の伝承や雇用維持を図り、県内中小企業の振興に繋げることを目的とした制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

県内で事業承継を行い、または行おうとする方で、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法県内で事業承継を行い、または行おうとする方で、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法
律」に基づく知事の認定を受けた方律」に基づく知事の認定を受けた方
【経営承継関連型】【経営承継関連型】
経営承継関連保証に準じる経営承継関連保証に準じる
【特定経営承継関連型】【特定経営承継関連型】
特定経営承継関連保証に準じる特定経営承継関連保証に準じる
【経営承継準備関連型】【経営承継準備関連型】
経営承継準備関連保証に準じる経営承継準備関連保証に準じる
【特定経営承継準備関連型】【特定経営承継準備関連型】
特定経営承継準備関連保証に準じる特定経営承継準備関連保証に準じる
【一般保証型】【一般保証型】
奈良県事業承継・引継ぎ支援センターまたは認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定した事業承奈良県事業承継・引継ぎ支援センターまたは認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定した事業承
継計画に基づき事業を譲り受け、または譲り受けようとする方継計画に基づき事業を譲り受け、または譲り受けようとする方

保　証保　証
限度額限度額 1億円1億円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（1年以内の据置可）分割（1年以内の据置可）

保証保証
期間期間 10年10年

保
　
　
証
　
　
料
　
　
率

保
　
　
証
　
　
料
　
　
率

【特定承継準備関連型】以外　責任共有基本料率より県の補助あり【特定承継準備関連型】以外　責任共有基本料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

本人負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ◯◯ ◯◯

【特定承継準備関連型】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり【特定承継準備関連型】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より県の補助あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.151.15

県 負 担県 負 担 1.151.15

本人負担 0.00（本人負担なし） ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定もしくは固定（1.6%）金融機関所定もしくは固定（1.6%）

その他その他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※一般保証型以外は、知事の認定書が必要。（県経営支援課）※一般保証型以外は、知事の認定書が必要。（県経営支援課）
※経営継承関連型等と一般保証型の併用不可。※経営継承関連型等と一般保証型の併用不可。
※借換不可※借換不可

事業承継をお考えの方に
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事業承継をお考えの方に

県事業承継資金保証【県事業連携枠】県事業承継資金保証【県事業連携枠】
県が実施する中小企業者の事業承継促進の取組と連携し、事業承継を支援するために必要な資金の融資を行県が実施する中小企業者の事業承継促進の取組と連携し、事業承継を支援するために必要な資金の融資を行
うことにより、県内経済を支える中小企業者の優れた技術の伝承や雇用維持を図り、もって本県中小企業の振うことにより、県内経済を支える中小企業者の優れた技術の伝承や雇用維持を図り、もって本県中小企業の振
興に資することを目的とした制度です。興に資することを目的とした制度です。

資格資格
要件要件

県の「事業承継加速化事業」における後継者育成の取組等※に参画し、事業を承継したもの県の「事業承継加速化事業」における後継者育成の取組等※に参画し、事業を承継したもの
※詳細は奈良県のホームページを参照※詳細は奈良県のホームページを参照

保　証保　証
限度額限度額 １億円１億円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（１年以内の据置可）分割（１年以内の据置可）

保証保証
期間期間 10年10年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より県の補助、割引あり責任共有基本料率より県の補助、割引あり

区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

県 負 担県 負 担 1.521.52 1.401.40 1.241.24 1.081.08 0.920.92 0.800.80 0.640.64 0.480.48 0.360.36

協会負担協会負担 0.380.38 0.350.35 0.310.31 0.270.27 0.230.23 0.200.20 0.160.16 0.120.12 0.090.09

本人負担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定または固定（1.6％）金融機関所定または固定（1.6％）

そ
の
他

そ
の
他

※県税の滞納のない証明書が必要。※県税の滞納のない証明書が必要。
※借換不可※借換不可
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奈良市中小企業事業資金・奈良市小規模企業小口事業資金・奈良市創業支援資金奈良市中小企業事業資金・奈良市小規模企業小口事業資金・奈良市創業支援資金
奈良市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし奈良市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【中小企業事業資金】【中小企業事業資金】
次の①、②を満たすこと。次の①、②を満たすこと。
①個人：�①個人：�市内に住居（住民登録）市内に住居（住民登録）

または事業所を有する。または事業所を有する。
　法人：�主たる事業所が所在　法人：�主たる事業所が所在
②市税を完納②市税を完納

【小規模企業小口事業資金】【小規模企業小口事業資金】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：�①個人：�市内に住居（住民登録）市内に住居（住民登録）

または事業所を有する。または事業所を有する。
　 法人：主たる事業所が所在　 法人：主たる事業所が所在
②市税を完納②市税を完納
③�全国小口零細企業保証制度の③�全国小口零細企業保証制度の
要件を満たすこと。要件を満たすこと。

※�当協会および他協会利用を含※�当協会および他協会利用を含
む保証債務残高が2,000万円む保証債務残高が2,000万円
を超えていないこと。を超えていないこと。

【創業支援資金】【創業支援資金】
次の①～③のいずれかに該当次の①～③のいずれかに該当
し、④を満たすこと。し、④を満たすこと。
①市内に居住①市内に居住
②�市内に事業所を有する。（創業②�市内に事業所を有する。（創業
後5年未満）後5年未満）
③�創業前で、市内で事業を開始③�創業前で、市内で事業を開始
する具体的計画を有する個人する具体的計画を有する個人
事業主または中小企業者事業主または中小企業者
④�市税を完納していること。（市④�市税を完納していること。（市
内に居住もしくは事業所を有内に居住もしくは事業所を有
する場合）する場合）

※�③に該当する場合は『創業・再※�③に該当する場合は『創業・再
挑戦計画書』の提出が必要です。挑戦計画書』の提出が必要です。

保　証保　証
限度額限度額 1,500万円1,500万円 1,000万円1,000万円 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 100％（責任共有対象外保証）100％（責任共有対象外保証） 100％（責任共有対象外保証）100％（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 5年5年 5年5年 5年5年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

【中小企業事業資金】責任共有基本料率より奈良市の補助あり【中小企業事業資金】責任共有基本料率より奈良市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.331.33 1.231.23 1.091.09 0.950.95 0.810.81 0.700.70 0.560.56 0.420.42 0.320.32
本 人 負 担 0.570.57 0.520.52 0.460.46 0.400.40 0.340.34 0.300.30 0.240.24 0.180.18 0.130.13 ◯◯ ◯◯

【小規模企業小口事業資金】責任共有対象外基本料率より奈良市の補助あり【小規模企業小口事業資金】責任共有対象外基本料率より奈良市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 2.202.20 2.002.00 1.801.80 1.601.60 1.351.35 1.101.10 0.900.90 0.700.70 0.500.50
市 負 担市 負 担 1.541.54 1.401.40 1.261.26 1.121.12 0.950.95 0.770.77 0.630.63 0.490.49 0.350.35
本 人 負 担 0.66 0.60 0.54 0.48 0.40 0.33 0.27 0.21 0.15 ◯◯ ――

【創業支援資金】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より奈良市の補助あり【創業支援資金】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より奈良市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.001.00
市 負 担市 負 担 0.700.70
本 人 負 担 0.30 ―― ――

貸付貸付
利率利率 金融機関所定（1.75％以下）金融機関所定（1.75％以下） 金融機関所定（1.3％以下）金融機関所定（1.3％以下） 金融機関所定（1.1％以下）金融機関所定（1.1％以下）

借
　
換

借
　
換

市制度のみ借換可市制度のみ借換可
【借換条件】【借換条件】
①残高が当初の融資額の1/2以下であること。①残高が当初の融資額の1/2以下であること。
②同一金融機関での借換であること。②同一金融機関での借換であること。
③返済緩和の条件変更をしていないこと。③返済緩和の条件変更をしていないこと。
④延滞していないこと。④延滞していないこと。

そ
の
他

そ
の
他

※奈良市制度内併用不可※奈良市制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　りそな銀行・京都銀行•関西みらい銀行・南都銀行•あいち銀行・三十三銀行・奈良信用金庫・　りそな銀行・京都銀行•関西みらい銀行・南都銀行•あいち銀行・三十三銀行・奈良信用金庫・
　大和信用金庫・奈良中央信用金庫・京都中央信用金庫　大和信用金庫・奈良中央信用金庫・京都中央信用金庫

奈良市内で事業をされている方に
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市町村制度市町村制度

奈良市内で事業をされている方に

奈良市中小企業支援事業資金（認定枠）・奈良市企業立地事業資金（認定枠）奈良市中小企業支援事業資金（認定枠）・奈良市企業立地事業資金（認定枠）
奈良市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし奈良市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【中小企業支援事業資金（認定枠）】【中小企業支援事業資金（認定枠）】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：�市内に居住（住民登録）または事業所を有①個人：�市内に居住（住民登録）または事業所を有

する。する。
　法人：主たる事業所が所在　法人：主たる事業所が所在
②市税を完納②市税を完納
③�奈良市産業政策課が主催する中小企業支援事業③�奈良市産業政策課が主催する中小企業支援事業
の参加実績がある。（詳細は奈良市ホームペーの参加実績がある。（詳細は奈良市ホームペー
ジにて確認）ジにて確認）

【企業立地事業資金（認定枠）】【企業立地事業資金（認定枠）】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①市内に事業所を有している。①市内に事業所を有している。
②市税を完納②市税を完納
③③奈良市と企業立地協定を締結した事業者とする。奈良市と企業立地協定を締結した事業者とする。
　（詳細は奈良市ホームページにて確認）　（詳細は奈良市ホームページにて確認）

保　証保　証
限度額限度額 1,500万円1,500万円 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 運転資金、設備運転資金、設備資金資金、運設資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の分割（半年以内の据置据置可）可）

保証保証
期間期間 5年5年 5年5年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より奈良市の補助あり責任共有基本料率より奈良市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
本 人 負 担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 金融機関所定（0.5％以下）金融機関所定（0.5％以下）

借
　
　
換

借
　
　
換

市制度のみ借換可市制度のみ借換可
【借換条件】【借換条件】
①残高が当初の融資額の1/2以下であること。①残高が当初の融資額の1/2以下であること。
②同一金融機関での借換であること。②同一金融機関での借換であること。
③返済緩和の条件変更をしていないこと。③返済緩和の条件変更をしていないこと。
④延滞していないこと。④延滞していないこと。

そ
の
他

そ
の
他

※奈良市制度内併用不可※奈良市制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　奈良信用金庫・大和信用金庫・奈良中央信用金庫　奈良信用金庫・大和信用金庫・奈良中央信用金庫
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市町村制度市町村制度

大和高田市内で事業をされている方に

大和高田市特別保証・大和高田市創業者支援保証大和高田市特別保証・大和高田市創業者支援保証
大和高田市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的大和高田市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的
とした制度です。とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【特別】【特別】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：�市内に1年以上住民基本台帳に記録され①個人：�市内に1年以上住民基本台帳に記録され

ていること。ていること。
　法人：�市内に1年以上本店を有し、かつ本市の　法人：�市内に1年以上本店を有し、かつ本市の

市民税が課税されていること。市民税が課税されていること。
②�1年以上同一事業を営んでおリ、今後も事業を②�1年以上同一事業を営んでおリ、今後も事業を
継続して営むことが確実であること。継続して営むことが確実であること。

③市税を滞納していないこと。③市税を滞納していないこと。

【創業者支援】【創業者支援】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①�市内で創業して1年未満の者、または市内で創①�市内で創業して1年未満の者、または市内で創
業する具体的な計画がある者業する具体的な計画がある者
②市が定めた創業セミナーを受講すること。②市が定めた創業セミナーを受講すること。
③市税を滞納していないこと。③市税を滞納していないこと。

保　証保　証
限度額限度額

運転　　　　1,000万円運転　　　　1,000万円
設備・運設　1,500万円設備・運設　1,500万円 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の分割（半年以内の据置据置可）可） 分割（半年以内の分割（半年以内の据置据置可）可）

保証保証
期間期間 運転5年　設備・運設7年運転5年　設備・運設7年 運転5年　設備・運設7年運転5年　設備・運設7年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

【特別】責任共有基本料率より大和高田市の補助あり【特別】責任共有基本料率より大和高田市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
本 人 負 担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

【創業者支援】責任共有対象外 ·リスク考慮型対象外料率より大和高田市の補助あり【創業者支援】責任共有対象外 ·リスク考慮型対象外料率より大和高田市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.001.00
市 負 担市 負 担 1.001.00
本人負担 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 2.0％より1.0％を補給2.0％より1.0％を補給 金融機関所定より1.0％を上限として1/2を補給金融機関所定より1.0％を上限として1/2を補給

借
　
　
換

借
　
　
換

市制度のみ借換可市制度のみ借換可
【借換条件】【借換条件】
①残高が当初の融資額の1/2以下であること。①残高が当初の融資額の1/2以下であること。
②同一金融機関での借換であること。②同一金融機関での借換であること。
③大和高田市特別保証のみ借換可③大和高田市特別保証のみ借換可

市制度のみ借換可市制度のみ借換可
【借換条件】【借換条件】
①残高が当初の融資額の1/2以下であること。①残高が当初の融資額の1/2以下であること。
②同一金融機関での借換であること。②同一金融機関での借換であること。
③資格要件①を満たしていること。③資格要件①を満たしていること。
④大和高田市創業者支援保証のみ借換可④大和高田市創業者支援保証のみ借換可

そ
の
他

そ
の
他

※大和高田市制度内併用不可※大和高田市制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　（奈良県内）南都銀行・紀陽銀行・関西みらい銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫　（奈良県内）南都銀行・紀陽銀行・関西みらい銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫
　（創業者支援の取扱いについては、南都銀行、紀陽銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫に限る）　（創業者支援の取扱いについては、南都銀行、紀陽銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫に限る）
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市町村制度市町村制度

大和郡山市内で事業をされている方に

大和郡山市運転資金保証・大和郡山市設備資金保証・大和郡山市店舗改造資金保証
大和郡山市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的大和郡山市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的
とした制度です。とした制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【運転】【運転】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：市内に1年以上居住①個人：市内に1年以上居住
　法人：�市内に登記された事業　法人：�市内に登記された事業

所を引続き１年以上有所を引続き１年以上有
する。する。

②�引続き6ヶ月以上同一事業を②�引続き6ヶ月以上同一事業を
営んでいる。営んでいる。
③市税を滞納していないこと。③市税を滞納していないこと。
　（過去3年分確認）　（過去3年分確認）

【設備】【設備】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：市内に1年以上居住①個人：市内に1年以上居住
　法人：�市内に登記された事業　法人：�市内に登記された事業

所を引続き１年以上有所を引続き１年以上有
する。する。

②�引続き6ヶ月以上同一事業を②�引続き6ヶ月以上同一事業を
営んでいる。営んでいる。
③市税を滞納していないこと。③市税を滞納していないこと。
　（過去3年分確認）　（過去3年分確認）

【店舗改造】【店舗改造】
次の①～④を満たすこと。次の①～④を満たすこと。
①個人：市内に1年以上居住①個人：市内に1年以上居住
　法人：�市内に登記された事業　法人：�市内に登記された事業

所を引続き１年以上有所を引続き１年以上有
する。する。

②�引続き1年以上同一事業を営②�引続き1年以上同一事業を営
んでいる。んでいる。
③市税を滞納していないこと。③市税を滞納していないこと。
　（過去3年分確認）　（過去3年分確認）
④�融資申込時から3ヶ月以内に④�融資申込時から3ヶ月以内に
改造工事に着工し、1年以内改造工事に着工し、1年以内
に工事が完成するものであるに工事が完成するものである
こと。こと。

保　証保　証
限度額限度額 700万円700万円 700万円700万円 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金 設備資金設備資金 設備資金設備資金

返済返済
方法方法 分割分割 分割分割 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 3年3年 4年4年 7年7年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率よリ大和郡山市の補助あり責任共有基本料率よリ大和郡山市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
本 人 負 担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 2.0％より1.0％を補給2.0％より1.0％を補給

借
　
換

借
　
換

市制度のみ借換可市制度のみ借換可
【借換条件】【借換条件】
残高が当初の融資額の1/2以下であること。残高が当初の融資額の1/2以下であること。

そ
の
他

そ
の
他

※大和郡山市制度内併用不可※大和郡山市制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　（大和郡山市内）京都銀行・南都銀行・奈良信用金庫　　（大和郡山市内）京都銀行・南都銀行・奈良信用金庫　



88

市町村制度市町村制度

天理市内で事業をされている方に

天理市運転資金保証・天理市設備資金保証・天理市店舗改造資金保証
天理市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし天理市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【運転資金】【運転資金】
次の①～⑤を満たすこと。次の①～⑤を満たすこと。
①個人：�市内に引続き1年以上①個人：�市内に引続き1年以上

居住居住
　法人：�市内に引続き1年以上　法人：�市内に引続き1年以上

事業所が所在事業所が所在
②�引続き1年以上同一事業を営②�引続き1年以上同一事業を営
んでいる。んでいる。
③③この制度にかかる債務がない。この制度にかかる債務がない。
④�市税を滞納していない。④�市税を滞納していない。
⑤�資金の使途は、市内の事業活⑤�資金の使途は、市内の事業活
動を対象としたものに限る。動を対象としたものに限る。

【設備資金】【設備資金】
次の①～⑤を満たすこと。次の①～⑤を満たすこと。
①個人：�市内に引続き1年以上①個人：�市内に引続き1年以上

居住居住
　法人：�市内に引続き1年以上　法人：�市内に引続き1年以上

事業所が所在事業所が所在
②�引続き1年以上同一事業を営②�引続き1年以上同一事業を営
んでいる。んでいる。
③�③�この制度にかかる債務がない。この制度にかかる債務がない。
④�市税を滞納していない。④�市税を滞納していない。
⑤�資金の使途は、市内の事業活⑤�資金の使途は、市内の事業活
動を対象としたものに限る。動を対象としたものに限る。

【店舗改造資金】【店舗改造資金】
次の①～⑤を満たすこと。次の①～⑤を満たすこと。
①個人：�市内に引続き1年以上①個人：�市内に引続き1年以上

居住居住
　法人：�市内に引続き1年以上　法人：�市内に引続き1年以上

事業所が所在事業所が所在
②�引続き1年以上同一事業を営②�引続き1年以上同一事業を営
んでいる。んでいる。
③�③�この制度にかかる債務がない。この制度にかかる債務がない。
④�市税を滞納していない。④�市税を滞納していない。
⑤�資金の使途は、市内の事業活⑤�資金の使途は、市内の事業活
動を対象としたものに限る。動を対象としたものに限る。

保　証保　証
限度額限度額 500万円500万円 700万円700万円 1,500万円1,500万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金 設備資金設備資金 設備資金設備資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 5年5年 7年7年 10年（500万円以下は5年）10年（500万円以下は5年）

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より天理市の補助あり責任共有基本料率より天理市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
本 人 負 担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 2.0％より1.0％を補給2.0％より1.0％を補給

借
　
換

借
　
換

市制度のみ借換可市制度のみ借換可
【借換条件】【借換条件】
残高が当初の融資額の1/2未満残高が当初の融資額の1/2未満
であること。であること。

借換不可借換不可

そ
の
他

そ
の
他

※天理市制度内併用不可※天理市制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　（天理市内）南都銀行・大和信用金庫・奈良信用金庫　（天理市内）南都銀行・大和信用金庫・奈良信用金庫
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市町村制度市町村制度

橿原市内で事業をされている方に

橿原市特別小口融資保証・橿原市緊急融資保証・橿原市創業支援融資保証
橿原市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし橿原市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【特別小口】【特別小口】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①①この制度にかかる債務がない。この制度にかかる債務がない。
②個人：市内に住所を有する。②個人：市内に住所を有する。
　法人：市内に事業所を有する。　法人：市内に事業所を有する。
③市税を完納していること。③市税を完納していること。

【緊急融資】【緊急融資】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①①この制度にかかる債務がない。この制度にかかる債務がない。
②個人：市内に住所を有する。②個人：市内に住所を有する。
　法人：市内に事業所を有する。　法人：市内に事業所を有する。
③市税を完納していること。③市税を完納していること。

【創業支援】【創業支援】
次の①～②を満たすこと。次の①～②を満たすこと。
①個人：�市内に住所を有し、事①個人：�市内に住所を有し、事

業を行う具体的計画を業を行う具体的計画を
有している。有している。

　法人：�市内において事業を行　法人：�市内において事業を行
う具体的計画を有してう具体的計画を有して
いる。いる。

②�市税を完納していること。②�市税を完納していること。
※�既に創業している方はご利用※�既に創業している方はご利用
いただけません。いただけません。

保　証保　証
限度額限度額 1,000万円1,000万円 200万円200万円 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 5年5年 3年3年 7年7年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

【特別小口】【緊急融資】責任共有基本料率より橿原市の補助あり【特別小口】【緊急融資】責任共有基本料率より橿原市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
本 人 負 担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

【創業支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より橿原市の補助あり【創業支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より橿原市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.001.00
市 負 担市 負 担 1.001.00
本人負担 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 1.4%1.4% 1.0%1.0% 1.1%1.1%

借換借換
市制度を含むすべての制度の借換可市制度を含むすべての制度の借換可
※同一制度での借換は不可※同一制度での借換は不可

市制度を含むすべての制度の借換可市制度を含むすべての制度の借換可
※同一制度での借換は不可※同一制度での借換は不可

――

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

特別小口融資保証については、①えるぼし認定②くるみん認定③健康経営優良法人認定④奈良県SDGs特別小口融資保証については、①えるぼし認定②くるみん認定③健康経営優良法人認定④奈良県SDGs
企業認証（スタンダード認証、アドバンス認証）のいずれかの認証等を受けている場合に、利子補給が企業認証（スタンダード認証、アドバンス認証）のいずれかの認証等を受けている場合に、利子補給が
あります。詳細については橿原市役所にお問い合わせください。あります。詳細については橿原市役所にお問い合わせください。
※橿原市制度内併用可※橿原市制度内併用可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　南都銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・京都銀行　南都銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・京都銀行
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市町村制度市町村制度

桜井市内で事業をされている方に

桜井市中小企業融資保証・桜井市木材産業特別融資保証桜井市中小企業融資保証・桜井市木材産業特別融資保証
桜井市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし桜井市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【中小企業】【中小企業】
次の①～⑤を満たすこと。次の①～⑤を満たすこと。
①個人：�市内に引続き6ヶ月以上住所を有してい①個人：�市内に引続き6ヶ月以上住所を有してい

ること。ること。
　法人：�市内に引続き6ヶ月以上事業所を有し、　法人：�市内に引続き6ヶ月以上事業所を有し、

市内に法人登記があること。市内に法人登記があること。
②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいること。②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいること。
③市税を完納していること。③市税を完納していること。
④市制度融資の残高がないこと。④市制度融資の残高がないこと。
⑤反社会的勢力（暴力団員等）に該当しないこと。⑤反社会的勢力（暴力団員等）に該当しないこと。

【木材産業特別】【木材産業特別】
次の①～⑥を満たすこと。次の①～⑥を満たすこと。
①個人：�市内に引続き6ヶ月以上住所を有してい①個人：�市内に引続き6ヶ月以上住所を有してい

ること。ること。
　法人：�市内に引続き6ヶ月以上事業所を有し、　法人：�市内に引続き6ヶ月以上事業所を有し、

市内に法人登記があること。市内に法人登記があること。
②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいること。②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいること。
③市税を完納していること。③市税を完納していること。
④市制度融資の残高がないこと。④市制度融資の残高がないこと。
⑤反社会的勢力（暴力団員等）に該当しないこと。⑤反社会的勢力（暴力団員等）に該当しないこと。
⑥木材業者であること。⑥木材業者であること。

保　証保　証
限度額限度額 700万円700万円 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 5年5年 4年4年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より桜井市の補助あり責任共有基本料率より桜井市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.331.33 1.231.23 1.091.09 0.950.95 0.810.81 0.700.70 0.560.56 0.420.42 0.320.32
本 人 負 担 0.57 0.52 0.46 0.40 0.34 0.30 0.24 0.18 0.13 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 2.0%（後日、1.0％を補給）2.0%（後日、1.0％を補給） 0.8%0.8%

借
　
　
換

借
　
　
換

市制度を含むすべての制度の借換可市制度を含むすべての制度の借換可
【桜井市制度間での借換条件】【桜井市制度間での借換条件】
①残高が当初の融資額の1/2未満であること。①残高が当初の融資額の1/2未満であること。
②同一金融機関での借換であること。②同一金融機関での借換であること。
③返済緩和の条件変更をしていないこと。③返済緩和の条件変更をしていないこと。
④延滞していないこと。④延滞していないこと。
※�桜井市以外の制度融資から桜井市制度融資に借※�桜井市以外の制度融資から桜井市制度融資に借
り換える場合は条件なし。り換える場合は条件なし。

借換不可借換不可

そ
の
他

そ
の
他

※桜井市制度内併用不可※桜井市制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　（中小企業融資）南都銀行・大和信用金庫・三十三銀行桜井支店　（中小企業融資）南都銀行・大和信用金庫・三十三銀行桜井支店
　（木材産業）桜井市内の南都銀行・桜井市内の大和信用金庫　（木材産業）桜井市内の南都銀行・桜井市内の大和信用金庫
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市町村制度市町村制度

桜井市内で事業をされている方に

桜井市宿泊事業者融資保証・桜井市創業者向け中小企業融資保証桜井市宿泊事業者融資保証・桜井市創業者向け中小企業融資保証
桜井市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし桜井市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【宿泊事業者】【宿泊事業者】
次の①～⑥を満たすこと。次の①～⑥を満たすこと。
①個人：�市内に引続き6ヶ月以上住所を有してい①個人：�市内に引続き6ヶ月以上住所を有してい

ること。ること。
　法人：�市内に引続き6ヶ月以上事業所を有し、　法人：�市内に引続き6ヶ月以上事業所を有し、

市内に法人登記があること。市内に法人登記があること。
②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいること。②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいること。
③市税を完納していること。③市税を完納していること。
④市制度融資の残高がないこと。④市制度融資の残高がないこと。
⑤反社会的勢力（暴力団員等）に該当しないこと。⑤反社会的勢力（暴力団員等）に該当しないこと。
⑥�旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル⑥�旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル
を営む者、同法同条第3項に規定する簡易宿泊を営む者、同法同条第3項に規定する簡易宿泊
業を営む者または住宅宿泊事業法第2条第4項業を営む者または住宅宿泊事業法第2条第4項
に規定する住宅宿泊事業者であること。に規定する住宅宿泊事業者であること。

【創業者】【創業者】
これから新たに事業を営むもの、または事業開始これから新たに事業を営むもの、または事業開始
後5年を経過していないものであって、次の①～後5年を経過していないものであって、次の①～
④を満たすこと。④を満たすこと。
①次のいずれかに該当すること。①次のいずれかに該当すること。
　（ア）個人：市内に住所を有していること。　（ア）個人：市内に住所を有していること。
　（イ）法人：　（イ）法人：市内に登記の事業所を有していること。市内に登記の事業所を有していること。
　（ウ）�市内で新たに事業を営む具体的な計画を有　（ウ）�市内で新たに事業を営む具体的な計画を有

する、または現に事業を営んでいること。する、または現に事業を営んでいること。
②市税を完納していること。②市税を完納していること。
③市制度融資の残高がないこと。③市制度融資の残高がないこと。
④反社会的勢力（暴力団員等）に該当しないこと。④反社会的勢力（暴力団員等）に該当しないこと。

保　証保　証
限度額限度額 3,000万円3,000万円 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 10年10年 7年7年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

【宿泊事業者】責任共有基本料率より桜井市の補助あり【宿泊事業者】責任共有基本料率より桜井市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.331.33 1.231.23 1.091.09 0.950.95 0.810.81 0.700.70 0.560.56 0.420.42 0.320.32
本 人 負 担 0.57 0.52 0.46 0.40 0.34 0.30 0.24 0.18 0.13 ―― ――

【創業支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より桜井市の補助あり【創業支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より桜井市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.001.00
市 負 担市 負 担 0.700.70
本人負担 0.30 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 2.0%（後日、1.0％を補給）2.0%（後日、1.0％を補給）

借
　
　
換

借
　
　
換

市制度を含むすべての制度の借換可市制度を含むすべての制度の借換可
【桜井市制度間での借換条件】【桜井市制度間での借換条件】
①残高が当初の融資額の1/2未満であること。①残高が当初の融資額の1/2未満であること。
②同一金融機関での借換であること。②同一金融機関での借換であること。
③返済緩和の条件変更をしていないこと。③返済緩和の条件変更をしていないこと。
④延滞していないこと。④延滞していないこと。
※桜井市以外の制度融資から桜井市制度融資に借り換える場合は条件なし。※桜井市以外の制度融資から桜井市制度融資に借り換える場合は条件なし。

そ
の
他

そ
の
他

※桜井市制度内併用不可※桜井市制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　南都銀行・大和信用金庫・三十三銀行桜井支店　南都銀行・大和信用金庫・三十三銀行桜井支店
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市町村制度市町村制度

五條市内で事業をされている方に

五條市特別小口融資保証・五條市緊急特別小口融資保証五條市特別小口融資保証・五條市緊急特別小口融資保証
五條市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし五條市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資資  

格格  

要要  

件件

【特別小口】【特別小口】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：�市内に引続き6ヶ月以上住所または事業①個人：�市内に引続き6ヶ月以上住所または事業

所を有する。所を有する。
　法人：�市内に引続き6ヶ月以上事業所を有する。　法人：�市内に引続き6ヶ月以上事業所を有する。
②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいる。②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいる。
③市税を完納している。③市税を完納している。

【緊急特別小口】【緊急特別小口】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：�市内に引続き6ヶ月以上住所または事業①個人：�市内に引続き6ヶ月以上住所または事業

所を有する。所を有する。
　法人：市内に引続き6ヶ月以上事業所を有する。　法人：市内に引続き6ヶ月以上事業所を有する。
②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいる。②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいる。
③市税を完納している。③市税を完納している。

保　証保　証
限度額限度額 300万円300万円 200万円200万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割分割

保証保証
期間期間 3年3年 1年1年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率よリ五條市の補助あり責任共有基本料率よリ五條市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
本 人 負 担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 2.0%2.0%

借換借換 借換不可借換不可

その他その他
※五條市制度内併用不可※五條市制度内併用不可
※取扱い金融機関：五條市内の南都銀行※取扱い金融機関：五條市内の南都銀行
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市町村制度市町村制度

御所市内で事業をされている方に

御所市特別保証
御所市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし御所市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①市内に引続き6ヶ月以上住所または事業所を有する。①市内に引続き6ヶ月以上住所または事業所を有する。
②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいる。②引続き6ヶ月以上同一事業を営んでいる。
③市税を完納していること。③市税を完納していること。
※この制度の保証人になっていないもの※この制度の保証人になっていないもの
※この制度の債務がないこと。※この制度の債務がないこと。

保　証保　証
限度額限度額 700万円700万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 5年5年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より御所市の補助あり責任共有基本料率より御所市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
本 人 負 担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 2.0%2.0%

借換借換 借換不可借換不可

そ
の
他

そ
の
他

※御所市制度内併用不可※御所市制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　南都銀行：御所支店　南都銀行：御所支店
　大和信用金庫：新庄支店　大和信用金庫：新庄支店
　奈良中央信用金庫：新庄支店　奈良中央信用金庫：新庄支店
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市町村制度市町村制度

生駒市内で事業をされている方に

生駒市事業融資資金保証・生駒市創業支援資金保証生駒市事業融資資金保証・生駒市創業支援資金保証
生駒市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし生駒市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【事業融資資金】【事業融資資金】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：�市内に引続き1年以上住所を有している。①個人：�市内に引続き1年以上住所を有している。
　法人：1年以上市内に登記された事業所を有する。　法人：1年以上市内に登記された事業所を有する。
②�引続き5年以上同一事業を営んでおり、本市に②�引続き5年以上同一事業を営んでおり、本市に
おいて事業の継続が見込まれる。おいて事業の継続が見込まれる。
③市税を滞納していない。③市税を滞納していない。

【創業支援資金】【創業支援資金】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：�市内に居住している、またはこれから市①個人：�市内に居住している、またはこれから市

内で事業を営む具体的計画を有してい内で事業を営む具体的計画を有してい
る。る。

　法人：�市内に登記された事業所を有している、　法人：�市内に登記された事業所を有している、
またはこれから市内で事業を営む具体的またはこれから市内で事業を営む具体的
計画を有している。計画を有している。

②�創業後5年以内であること。（個人で事業を営ん②�創業後5年以内であること。（個人で事業を営ん
だ後に法人になったものにあっては、個人で事だ後に法人になったものにあっては、個人で事
業を営んで5年）または、これから新たに事業業を営んで5年）または、これから新たに事業
を営むものを営むもの
③�市税を滞納していない。③�市税を滞納していない。

保　証保　証
限度額限度額 1,000万円1,000万円 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 100% （責任共有対象外保証）100% （責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間

500万円以下　4年500万円以下　4年
500万円超　　7年500万円超　　7年

500万円以下　4年500万円以下　4年
500万円超　　7年500万円超　　7年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

【事業融資】責任共有基本料率より生駒市の補助あり【事業融資】責任共有基本料率より生駒市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
本 人 負 担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ◯◯ ◯◯

【創業支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率よリ生駒市の補助あり【創業支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率よリ生駒市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.00
市 負 担市 負 担 1.00
本人負担 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 2.0%2.0%

借
換
借
換

市制度を含むすべての制度の借換可市制度を含むすべての制度の借換可
【生駒市制度間での借換条件】【生駒市制度間での借換条件】
①残高が当初の融資額の1/2未満であること。①残高が当初の融資額の1/2未満であること。
②同一金融機関での借換であること。②同一金融機関での借換であること。
③返済緩和の条件変更をしていないこと。③返済緩和の条件変更をしていないこと。
④延滞していないこと。④延滞していないこと。
※生駒市以外の制度融資から生駒市制度融資に借り換える場合は条件なし。※生駒市以外の制度融資から生駒市制度融資に借り換える場合は条件なし。

そ
の
他

そ
の
他

※生駒市制度内併用不可※生駒市制度内併用不可
※取扱い金融機関【奈良県内の下記の機関】※取扱い金融機関【奈良県内の下記の機関】
　�りそな銀行・京都銀行・南都銀行・奈良信用金庫・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・　�りそな銀行・京都銀行・南都銀行・奈良信用金庫・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・
　京都中央信用金庫　京都中央信用金庫
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市町村制度市町村制度

生駒市内で事業をされている方に

生駒市企業立地促進事業保証・生駒市再生可能エネルギー保証生駒市企業立地促進事業保証・生駒市再生可能エネルギー保証
生駒市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし生駒市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

【企業立地促進】【企業立地促進】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：市内に引続き1年以上住所を有している。①個人：市内に引続き1年以上住所を有している。
　法人：�1年以上市内に登記された事業所を有する。　法人：�1年以上市内に登記された事業所を有する。
②引続き5年以上同一事業を営んでいること。②引続き5年以上同一事業を営んでいること。
③市税を滞納していない。③市税を滞納していない。

【再生可能エネルギー】【再生可能エネルギー】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：市内に引続き1年以上住所を有している。①個人：市内に引続き1年以上住所を有している。
　法人：1年以上市内に登記された事業所を有する。　法人：1年以上市内に登記された事業所を有する。
②事業を営んでいること。②事業を営んでいること。
③市税を滞納していない。③市税を滞納していない。

保　証保　証
限度額限度額 3,000万円3,000万円 1億円1億円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 再生エネルギー電気を供給する事業に使用する装置再生エネルギー電気を供給する事業に使用する装置

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間

500万円以下　　4年500万円以下　　4年
500万円超　　　7年500万円超　　　7年

500万円以下	 4年500万円以下	 4年
500万円超3,000万円以下	 7年500万円超3,000万円以下	 7年
3,000万円超	 15年3,000万円超	 15年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

【企業立地促進】【再生可能（一般保険）】責任共有基本料率より生駒市の補助あり【企業立地促進】【再生可能（一般保険）】責任共有基本料率より生駒市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
本 人 負 担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ◯◯ ◯◯

【再生可能（エネルギー保険）】責任共有対象・リスク考慮型対象外料率より生駒市の補助あり【再生可能（エネルギー保険）】責任共有対象・リスク考慮型対象外料率より生駒市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.101.10
市 負 担市 負 担 1.101.10
本人負担 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 2.0%2.0%

借
換
借
換

市制度を含むすべての制度の借換可市制度を含むすべての制度の借換可
【生駒市制度間での借換条件】【生駒市制度間での借換条件】
①残高が当初の融資額の1/2未満であること。①残高が当初の融資額の1/2未満であること。
②同一金融機関での借換であること。②同一金融機関での借換であること。
③返済緩和の条件変更をしていないこと。③返済緩和の条件変更をしていないこと。
④延滞していないこと。④延滞していないこと。
※�生駒市以外の制度融資から生駒市制度融資に借※�生駒市以外の制度融資から生駒市制度融資に借
り換える場合は条件なし。り換える場合は条件なし。

借換不可借換不可

そ
の
他

そ
の
他

※生駒市制度内併用不可※生駒市制度内併用不可
※取扱い金融機関【奈良県内の下記の機関】※取扱い金融機関【奈良県内の下記の機関】
　�りそな銀行・京都銀行・南都銀行・奈良信用金庫・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・　�りそな銀行・京都銀行・南都銀行・奈良信用金庫・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・
　京都中央信用金庫　京都中央信用金庫
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市町村制度市町村制度

香芝市内で事業をされている方に

香芝市運転資金保証・香芝市設備資金保証・香芝市創業支援資金保証
香芝市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし香芝市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

資
　
　
格
　
　
要
　
　
件

【運転】【運転】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：�市内に引続き1年以上①個人：�市内に引続き1年以上

居住している。居住している。
　法人：�市内に1年以上本店登　法人：�市内に1年以上本店登

記をしている。記をしている。
②�引続き1年以上同一事業を営②�引続き1年以上同一事業を営
んでいる。んでいる。
③市税を完納している。③市税を完納している。

【設備】【設備】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：�市内に引続き1年以上①個人：�市内に引続き1年以上

居住している。居住している。
　法人：�市内に1年以上本店登　法人：�市内に1年以上本店登

記をしている。記をしている。
②�引続き1年以上同一事業を営②�引続き1年以上同一事業を営
んでいる。んでいる。
③市税を完納している。③市税を完納している。
※�※�市外で3年以上同一事業を営み、市外で3年以上同一事業を営み、
市内に事業所を新設し、設備投市内に事業所を新設し、設備投
資を行う具体的計画を有する場資を行う具体的計画を有する場
合は設備資金の利用が可能。合は設備資金の利用が可能。
※�※�市内に居住（法人は本店登記）し市内に居住（法人は本店登記）し
ている場合、設備設置は市外でている場合、設備設置は市外で
も可能。（ただし1,000万円まで）も可能。（ただし1,000万円まで）
※�※�市内において引続き1年以上同市内において引続き1年以上同
一事業を経営しているもので、一事業を経営しているもので、
市内の事業所（新たに市内に事市内の事業所（新たに市内に事
業所を設置する場合を含む。）業所を設置する場合を含む。）
において設備投資を行う具体において設備投資を行う具体
的な計画を有している場合は、的な計画を有している場合は、
設備資金の利用が可能。設備資金の利用が可能。

【創業】【創業】
次の①～③のいずれかに該当次の①～③のいずれかに該当
し、かつ、市税を完納しているし、かつ、市税を完納している
ものでこれから新たに事業を営ものでこれから新たに事業を営
むもの、または事業開始後1年むもの、または事業開始後1年
未満の中小企業者未満の中小企業者
①市内に住所を有する。①市内に住所を有する。
②市内に事業所を有する。②市内に事業所を有する。
③�市内で新たに事業を営む具体③�市内で新たに事業を営む具体
的計画を有する。的計画を有する。

保　証保　証
限度額限度額 500万円500万円 3,000万円3,000万円 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金 設備資金設備資金 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割分割 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 5年5年 1,000万円以下　　　 7年1,000万円以下　　　 7年

1,000万円超　　　　10年1,000万円超　　　　10年 7年7年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

【運転】【設備】責任共有基本料率より香芝市の補助あり【運転】【設備】責任共有基本料率より香芝市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.331.33 1.231.23 1.091.09 0.950.95 0.810.81 0.700.70 0.560.56 0.420.42 0.320.32
本 人 負 担 0.57 0.52 0.46 0.40 0.34 0.30 0.24 0.18 0.13 ◯◯ ◯◯

【創業支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率よリ香芝市の補助あり【創業支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率よリ香芝市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.00
市 負 担市 負 担 0.70
本人負担 0.30 ―― ――

貸付貸付
利率利率 2.0%より1.0％を補給2.0%より1.0％を補給

借換借換 市制度を除く制度の借換可市制度を除く制度の借換可

そ
の
他

そ
の
他

※香芝市制度内併用不可※香芝市制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　（香芝市内）南都銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫　（香芝市内）南都銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫
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市町村制度市町村制度

葛城市内で事業をされている方に

葛城市運転資金保証・葛城市設備資金保証・葛城市創業支援資金保証
葛城市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし葛城市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【運転】【運転】
次の①～④を満たすこと。次の①～④を満たすこと。
①個人：�市内に引続き1年以上①個人：�市内に引続き1年以上

居住している。居住している。
　法人：�市内に1年以上事業所　法人：�市内に1年以上事業所

を有する。を有する。
②�引続き1年以上同一事業を営②�引続き1年以上同一事業を営
んでいる。んでいる。
③市税を滞納していない。③市税を滞納していない。
④④本制度の保証人になっていない。本制度の保証人になっていない。

【設備】【設備】
次の①～④を満たすこと。次の①～④を満たすこと。
①個人：�市内に引続き1年以上①個人：�市内に引続き1年以上

居住している。居住している。
　法人：�市内に1年以上事業所　法人：�市内に1年以上事業所

を有する。を有する。
②�引続き1年以上同一事業を営②�引続き1年以上同一事業を営
んでいる。んでいる。
③市税を滞納していない。③市税を滞納していない。
④④本制度の保証人になっていない。本制度の保証人になっていない。

【創業】【創業】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①�新たに事業を開始するもの、①�新たに事業を開始するもの、
または開始後1年未満のものまたは開始後1年未満のもの
②個人：�市内に居住している。�②個人：�市内に居住している。�

（事業開始前のものを（事業開始前のものを
含む）含む）

　法人：�市内に事業所を登記し　法人：�市内に事業所を登記し
ている。（する）ている。（する）

③市税を滞納していない。③市税を滞納していない。

保　証保　証
限度額限度額 500万円500万円 1,000万円1,000万円 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金運転資金 設備資金設備資金 運転資金、設備資金運転資金、設備資金

返済返済
方法方法 分割分割 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 4年4年 5年5年 5年5年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

【運転】【設備】責任共有基本料率より葛城市の補助あり【運転】【設備】責任共有基本料率より葛城市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.331.33 1.231.23 1.091.09 0.950.95 0.810.81 0.700.70 0.560.56 0.420.42 0.320.32
本 人 負 担 0.57 0.52 0.46 0.40 0.34 0.30 0.24 0.18 0.13 ◯◯ ◯◯

【創業】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より葛城市の補助あり【創業】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より葛城市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.00
市 負 担市 負 担 0.70
本人負担 0.30 ―― ――

貸付貸付
利率利率 2.0%より1.0％を補給2.0%より1.0％を補給

借
　
換

借
　
換

市制度を含むすべての制度の借換可市制度を含むすべての制度の借換可
【葛城市制度間での借換条件】【葛城市制度間での借換条件】
①残高が当初の融資額の1/2以下であること。①残高が当初の融資額の1/2以下であること。
②期間が当初の1/2以下であること。②期間が当初の1/2以下であること。
※葛城市以外の制度融資から葛城市制度融資に借り換える場合は条件なし。※葛城市以外の制度融資から葛城市制度融資に借り換える場合は条件なし。

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※葛城市制度内併用不可※葛城市制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　【南都銀行】　�新庄支店・高田支店（旧尺土支店、旧高田本町支店取扱）・高田北支店・香芝支店・　【南都銀行】　�新庄支店・高田支店（旧尺土支店、旧高田本町支店取扱）・高田北支店・香芝支店・
　　　　　　　御所支店　　　　　　　御所支店
　【大和信用金庫】　新庄支店・香芝支店・香芝中央支店・高田支店　【大和信用金庫】　新庄支店・香芝支店・香芝中央支店・高田支店
　【奈良中央信用金庫】　新庄支店・香芝支店・高田支店　【奈良中央信用金庫】　新庄支店・香芝支店・高田支店
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市町村制度市町村制度

宇陀市内で事業をされている方に

宇陀市中小企業等資金融資保証
宇陀市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし宇陀市内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：市内で引続き1年以上住所があること。①個人：市内で引続き1年以上住所があること。
　法人：市内で引続き1年以上事業所があること。　法人：市内で引続き1年以上事業所があること。
②市内で引続き1年以上同一事業を営んでいること。②市内で引続き1年以上同一事業を営んでいること。
③市税を滞納していないこと。③市税を滞納していないこと。

保　証保　証
限度額限度額

運転資金	 500万円運転資金	 500万円
設備資金	 1,000万円設備資金	 1,000万円

保証保証
割合割合 80％（責任共有保証）80％（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金運転資金、設備資金

返済返済
方法方法 分割（設備資金のみ半年以内の据置可）分割（設備資金のみ半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 運転資金　4年　　設備資金　5年運転資金　4年　　設備資金　5年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率より宇陀市の補助あり責任共有基本料率より宇陀市の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
市 負 担市 負 担 1.331.33 1.231.23 1.091.09 0.950.95 0.810.81 0.700.70 0.560.56 0.420.42 0.320.32
本 人 負 担 0.57 0.52 0.46 0.40 0.34 0.30 0.24 0.18 0.13 ◯◯ ◯◯

貸付貸付
利率利率 2.0％より1.0％を補給2.0％より1.0％を補給

借換借換 市制度を除く制度の借換可市制度を除く制度の借換可

そ
の
他

そ
の
他

※宇陀市制度内併用不可※宇陀市制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　南都銀行・大和信用金庫　南都銀行・大和信用金庫
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市町村制度市町村制度

平群町内で事業をされている方に

平群町小口融資保証
平群町内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし平群町内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的とし
た制度です。た制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の①～④を満たすこと。次の①～④を満たすこと。
①町内に1年以上居住している。①町内に1年以上居住している。
②町内に事業所を有する。②町内に事業所を有する。
③町内で引続き1年以上同一事業を営んでいる。③町内で引続き1年以上同一事業を営んでいる。
④町税を完納④町税を完納

保　証保　証
限度額限度額 500万円500万円

保証保証
割合割合 80％（責任共有保証）80％（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 4年4年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率責任共有基本料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45

※平群町から保証利用者に直接保証料補助が行われる。※平群町から保証利用者に直接保証料補助が行われる。

貸付貸付
利率利率 2.0％より1.0％を補給2.0％より1.0％を補給

借換借換 借換不可借換不可

そ
の
他

そ
の
他

※平群町制度内併用不可※平群町制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　南都銀行平群支店・奈良中央信用金庫平群支店・奈良信用金庫本店営業部龍田川出張所　南都銀行平群支店・奈良中央信用金庫平群支店・奈良信用金庫本店営業部龍田川出張所
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市町村制度市町村制度

田原本町内で事業をされている方に

田原本町中小企業資金保証・田原本町創業支援資金保証田原本町中小企業資金保証・田原本町創業支援資金保証
田原本町内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的と田原本町内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的と
した制度です。した制度です。

資
　
格
　
要
　
件

資
　
格
　
要
　
件

【中小企業】【中小企業】
次の①～③を満たすこと。次の①～③を満たすこと。
①個人：�町内に引続き1年以上住所および事業所①個人：�町内に引続き1年以上住所および事業所

を有していること。を有していること。
　法人：　法人：�町内に引続き1年以上法人登録された事業�町内に引続き1年以上法人登録された事業

所を有し、町税等が課税されていること。所を有し、町税等が課税されていること。
②②町内で1年以上引続き同一事業を営んでいること。町内で1年以上引続き同一事業を営んでいること。
③町税等を滞納していないこと。③町税等を滞納していないこと。
※この制度の債務がないこと。※この制度の債務がないこと。
※この制度の保証人になっていないこと。※この制度の保証人になっていないこと。

【創業支援】【創業支援】
次の①～④を満たすこと。次の①～④を満たすこと。
①個人：町内に住所を有していること。①個人：町内に住所を有していること。
　法人：�町内に法人登記されている事業所を有し　法人：�町内に法人登記されている事業所を有し

ていること。ていること。
②�町内において新たに事業を営む具体的な計画を②�町内において新たに事業を営む具体的な計画を
有し、または現に事業を営んでいること。有し、または現に事業を営んでいること。
③創業後1年以内であること。③創業後1年以内であること。
④町税等を滞納していないこと。④町税等を滞納していないこと。
※この制度の保証人になっていないこと。※この制度の保証人になっていないこと。

保　証保　証
限度額限度額 1,000万円1,000万円 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証） 100%（責任共有対象外保証）100%（責任共有対象外保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可） 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 5年5年 7年7年

保
　
証
　
料
　
率

保
　
証
　
料
　
率

【中小企業】責任共有基本料率よリ田原本町の補助あり【中小企業】責任共有基本料率よリ田原本町の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
町 負 担町 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
本 人 負 担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

【創業支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より田原本町の補助あり【創業支援】責任共有対象外・リスク考慮型対象外料率より田原本町の補助あり
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.00
町 負 担町 負 担 1.00
本人負担 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 2.0%2.0%

借換借換 借換不可借換不可 ――

そ
の
他

そ
の
他

※田原本町制度内併用不可※田原本町制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　南都銀行田原本支店・奈良中央信用金庫本店　南都銀行田原本支店・奈良中央信用金庫本店
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市町村制度市町村制度

明日香村内で事業をされている方に

明日香村中小企業資金保証
明日香村内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的と明日香村内に住所、事業所をもつ事業者の方の安定的な資金調達を維持し、経営の安定に繋げることを目的と
した制度です。した制度です。

資
格
要
件

資
格
要
件

次の①～②を満たすこと。次の①～②を満たすこと。
①個人：村内で引続き1年以上居住し、1年以上同一事業を営んでいること。①個人：村内で引続き1年以上居住し、1年以上同一事業を営んでいること。
　法人：村内で引続き1年以上事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること。　法人：村内で引続き1年以上事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること。
②納期到来分まで村税を完納②納期到来分まで村税を完納

保　証保　証
限度額限度額 1,000万円1,000万円

保証保証
割合割合 80%（責任共有保証）80%（責任共有保証）

資金資金
使途使途 運転資金、設備資金、運設資金運転資金、設備資金、運設資金

返済返済
方法方法 分割（半年以内の据置可）分割（半年以内の据置可）

保証保証
期間期間 4年4年

保
証
料
率

保
証
料
率

責任共有基本料率責任共有基本料率
区分区分 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ 担保担保 会計参与会計参与

年 率 ％年 率 ％ 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.00   1.00    0.800.80 0.600.60 0.450.45
村 負 担村 負 担 1.901.90 1.751.75 1.551.55 1.351.35 1.151.15 1.001.00 0.800.80 0.600.60 0.450.45
本 人 負 担 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―― ――

貸付貸付
利率利率 2.0％より1.0％を補給2.0％より1.0％を補給

借換借換 村制度を含むすべての制度の借換可村制度を含むすべての制度の借換可

そ
　
の
　
他

そ
　
の
　
他

※明日香村制度内併用不可※明日香村制度内併用不可
※取扱い金融機関※取扱い金融機関
　【南都銀行】明日香支店・高取支店・神宮前支店　【南都銀行】明日香支店・高取支店・神宮前支店
　【大和信用金庫】橿原支店　【大和信用金庫】橿原支店
　【奈良中央信用金庫】橿原支店　【奈良中央信用金庫】橿原支店
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市町村制度必要書類
協会が必要と定める書類以外に、各市町村融資にて必要となる書類は下記の通りです。協会が必要と定める書類以外に、各市町村融資にて必要となる書類は下記の通りです。
※その他、金融機関・信用保証協会の審査に必要となる書類がある場合、追加で提出を求められる場合があります。※その他、金融機関・信用保証協会の審査に必要となる書類がある場合、追加で提出を求められる場合があります。
　詳しくは各市町村へお問い合わせください。　詳しくは各市町村へお問い合わせください。

奈 良 市奈 良 市

・中小企業資金融資申請書・中小企業資金融資申請書
・事業計画書（認定枠のみ）・事業計画書（認定枠のみ）
【個人の場合】【個人の場合】
・市県民税納税証明書・市県民税納税証明書
【法人の場合】【法人の場合】
・法人市民税納税証明書・法人市民税納税証明書

大和高田市大和高田市

・市税完納証明書・市税完納証明書
・暴力団排除に関する誓約書・暴力団排除に関する誓約書
・個人（法人）情報の取扱いに関する同意書（市様式による）・個人（法人）情報の取扱いに関する同意書（市様式による）
・�経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定に基づく市長の証明を受けたことを・�経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定に基づく市長の証明を受けたことを
証する書（写）（創業者支援融資の場合）証する書（写）（創業者支援融資の場合）

大和郡山市大和郡山市

・大和郡山市中小企業融資保証申請書・大和郡山市中小企業融資保証申請書
・債務保証料補給申請書・債務保証料補給申請書
・個人（法人）情報の提供等に関する同意書（市様式による）・個人（法人）情報の提供等に関する同意書（市様式による）
・見積書（運転資金の場合は不要）・見積書（運転資金の場合は不要）
・計画図面（店舗改造資金の場合のみ）・計画図面（店舗改造資金の場合のみ）
【個人の場合】【個人の場合】
・直近2ヶ年分の確定申告書・直近2ヶ年分の確定申告書
【法人の場合】【法人の場合】
・直近2期分の決算書（付属明細書を含む）・直近2期分の決算書（付属明細書を含む）
・登記事項証明書（直近3ヶ月以内に発行されたもの）・登記事項証明書（直近3ヶ月以内に発行されたもの）

天 理 市天 理 市

・天理市中小企業融資申請書（※一部書式変更有）・天理市中小企業融資申請書（※一部書式変更有）
・市税の滞納がない証明書（3ヶ月以内に発行されたもの）・市税の滞納がない証明書（3ヶ月以内に発行されたもの）
【個人の場合】【個人の場合】
・住民票（3ヶ月以内に発行されたもの）・住民票（3ヶ月以内に発行されたもの）

橿 原 市橿 原 市 ・融資申込書・融資申込書
・市税納税証明書（法人の場合は法人市民税納税証明書）（1ヶ月以内に発行されたもの）・市税納税証明書（法人の場合は法人市民税納税証明書）（1ヶ月以内に発行されたもの）

桜 井 市桜 井 市

・桜井市中小企業融資保証申請書（中小企業・創業者の場合）・桜井市中小企業融資保証申請書（中小企業・創業者の場合）
・桜井市木材産業特別融資保証申請書（木材産業特別の場合）・桜井市木材産業特別融資保証申請書（木材産業特別の場合）
・桜井市宿泊事業者融資保証申請書（宿泊事業者の場合）・桜井市宿泊事業者融資保証申請書（宿泊事業者の場合）
・市税の滞納がない証明書（写し可）（2ヶ月以内のもの）・市税の滞納がない証明書（写し可）（2ヶ月以内のもの）
【個人の場合】【個人の場合】
・住民票（写し可）（3ヶ月以内のもの）・住民票（写し可）（3ヶ月以内のもの）

五 條 市五 條 市 ・五條市中小企業融資申請書・五條市中小企業融資申請書
・市税完納証明書・市税完納証明書

御 所 市御 所 市

・御所市中小企業資金融資保証申請書・御所市中小企業資金融資保証申請書
・委任状（金融機関等が代理申請する場合）・委任状（金融機関等が代理申請する場合）
・見積書（写）（設備資金の場合）・見積書（写）（設備資金の場合）
・許認可書（写）（必要な業種）・許認可書（写）（必要な業種）
【個人の場合】【個人の場合】
・市税完納証明書（写）・市税完納証明書（写）
・住民票抄本（写）（申請者本人分）・住民票抄本（写）（申請者本人分）
・印鑑証明書（写）・印鑑証明書（写）
・直近の確定申告書（写）・直近の確定申告書（写）
【法人の場合】【法人の場合】
・市税完納証明書（写）（御所市が当該法人および当該法人代表者に課税しているものすべて）・市税完納証明書（写）（御所市が当該法人および当該法人代表者に課税しているものすべて）
・住民票抄本（写）（法人の代表者）・住民票抄本（写）（法人の代表者）
・直近3期分の決算書（付属明細書を含む）・直近3期分の決算書（付属明細書を含む）
・商業登記簿謄本（写し可）（3ヶ月以内のもの）・商業登記簿謄本（写し可）（3ヶ月以内のもの）
・印鑑証明書（写）（法人、代表者それぞれのもの）・印鑑証明書（写）（法人、代表者それぞれのもの）
・直近の残高試算表・直近の残高試算表
・定款（写）・定款（写）
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生 駒 市生 駒 市

・納税証明請求書・納税証明請求書
・暴力団排除に係る誓約書と役員等の一覧表・暴力団排除に係る誓約書と役員等の一覧表
・商業登記簿謄本（写し可）・商業登記簿謄本（写し可）
・住民票・住民票

香 芝 市香 芝 市

・香芝市中小企業資金融資申込書（正副2部提出）・香芝市中小企業資金融資申込書（正副2部提出）
・信用保証委託申込書（写）・信用保証委託申込書（写）
・申込人（企業）概要（写）・申込人（企業）概要（写）
・市町村税の滞納のない証明書　※本市で課税されていない個人または法人のみ・市町村税の滞納のない証明書　※本市で課税されていない個人または法人のみ
・許認可書、免許等（写）（必要な業種）・許認可書、免許等（写）（必要な業種）
・事業内容、所在地の分かる書類（HP等）・事業内容、所在地の分かる書類（HP等）
・事業所の位置図・事業所の位置図
・見積書（写）、契約書等（写）（設備資金の場合）・見積書（写）、契約書等（写）（設備資金の場合）
・創業・再挑戦計画書（新規創業者の場合）・創業・再挑戦計画書（新規創業者の場合）
【個人の場合】【個人の場合】
・�直近2年分の確定申告書（ただし、設備資金の内「市外において引続き3年以上同一事業を経営し・�直近2年分の確定申告書（ただし、設備資金の内「市外において引続き3年以上同一事業を経営し
ており、新たに市内事業所を設置する計画を有している中小企業者」の要件を用いる場合は3年分ており、新たに市内事業所を設置する計画を有している中小企業者」の要件を用いる場合は3年分
提出要）提出要）
・住民票（写）・住民票（写）
・開業届出書（写）（新規創業者の場合）・開業届出書（写）（新規創業者の場合）
・1年以内に事業を行っていないことがわかる書類（新規創業者の場合）・1年以内に事業を行っていないことがわかる書類（新規創業者の場合）
【法人の場合】【法人の場合】
・�直近2期分の決算書（ただし、設備資金の内「市外において引続き3年以上同一事業を経営しており、・�直近2期分の決算書（ただし、設備資金の内「市外において引続き3年以上同一事業を経営しており、
新たに市内事業所を設置する計画を有している中小企業者」の要件を用いる場合は3期分提出要）新たに市内事業所を設置する計画を有している中小企業者」の要件を用いる場合は3期分提出要）
・登記事項証明書（写）・登記事項証明書（写）
・定款（写）・定款（写）

葛 城 市葛 城 市

・葛城市中小企業資金融資申込書・葛城市中小企業資金融資申込書
・事業計画書・事業計画書
・事業証明書・事業証明書
・事業所の位置図・事業所の位置図
・印鑑証明書（最近3ヶ月以内のもの）・印鑑証明書（最近3ヶ月以内のもの）
・滞納のない証明書・滞納のない証明書
・許認可証・免許等（写）（必要な業種）・許認可証・免許等（写）（必要な業種）
・見積書（設備資金の場合）・見積書（設備資金の場合）
・委任状（金融機関に委任する場合）・委任状（金融機関に委任する場合）
【個人の場合】【個人の場合】
・確定申告書（提出できる場合）　　　・確定申告書（提出できる場合）　　　
・住民票抄本・住民票抄本
・源泉徴収票（退職年月日の記載があるもの）（創業の場合）・源泉徴収票（退職年月日の記載があるもの）（創業の場合）
【法人の場合】【法人の場合】
・商業登記簿謄本（写）　　　　　　　・商業登記簿謄本（写）　　　　　　　
・直近2期分の決算書・直近2期分の決算書
・定款（写）・定款（写）
・創業・再挑戦計画書（創業の場合）・創業・再挑戦計画書（創業の場合）

宇 陀 市宇 陀 市

・宇陀市中小企業資金融資申込書・宇陀市中小企業資金融資申込書
・納税証明書（本市に納めるべきすべての市税に滞納がない証明。連帯保証人も含む）・納税証明書（本市に納めるべきすべての市税に滞納がない証明。連帯保証人も含む）
・許認可書・免許等（写）（複数の場合はすべて添付）・許認可書・免許等（写）（複数の場合はすべて添付）
・事業証明書（税務課で交付）・事業証明書（税務課で交付）
・事業所の位置図・事業所の位置図
・見積書（写）（設備資金の場合）・見積書（写）（設備資金の場合）
・委任状（金融機関等が代理申請する場合）・委任状（金融機関等が代理申請する場合）
【個人の場合】【個人の場合】
・直近2期分の確定申告書（写）・直近2期分の確定申告書（写）
・住民票抄本 ・住民票抄本 
・印鑑証明書（最近３ヶ月以内のもの）・印鑑証明書（最近３ヶ月以内のもの）
【法人の場合】【法人の場合】
・直近2期分の決算書（決算の時期から6ヶ月を超える場合、残高試算表も添付）・直近2期分の決算書（決算の時期から6ヶ月を超える場合、残高試算表も添付）
・印鑑証明書（法人・連帯保証人の最近3ヶ月以内のもの各1通）・印鑑証明書（法人・連帯保証人の最近3ヶ月以内のもの各1通）
・商業登記簿謄本・商業登記簿謄本
・定款（写）・定款（写）
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平 群 町平 群 町

・平群町中小企業小口融資申請書（町様式による）・平群町中小企業小口融資申請書（町様式による）
・納税証明書（町様式による）・納税証明書（町様式による）
・住民票抄本（町様式による。申請者（法人の場合は代表者）と保証人）・住民票抄本（町様式による。申請者（法人の場合は代表者）と保証人）
・計画図面（資金使途が店舗改造資金の場合）・計画図面（資金使途が店舗改造資金の場合）
・同意書（町様式による）・同意書（町様式による）
・事業に係る許認可の写し（許認可が必要な業種のみ）・事業に係る許認可の写し（許認可が必要な業種のみ）
・見積書（運転資金の場合不要）・見積書（運転資金の場合不要）
【個人の場合】【個人の場合】
・確定申告書の写し・確定申告書の写し
【法人の場合】【法人の場合】
・登記簿謄本、定款、決算書および資産書の写し・登記簿謄本、定款、決算書および資産書の写し

田 原 本 町田 原 本 町

・田原本町中小企業資金融資制度申請書・田原本町中小企業資金融資制度申請書
・事業所の位置図・事業所の位置図
・同一事業を引続き１年以上営んでいることが分かる書類（確定申告書2期分（写）など）・同一事業を引続き１年以上営んでいることが分かる書類（確定申告書2期分（写）など）
・事業計画書（創業支援資金の場合）・事業計画書（創業支援資金の場合）
【法人の場合】【法人の場合】
・商業登記簿謄本（写し可）・商業登記簿謄本（写し可）
※町で資格要件が確認できない場合、追加で提出を求めることがあります。※町で資格要件が確認できない場合、追加で提出を求めることがあります。

明 日 香 村明 日 香 村

・明日香村中小企業資金融資制度申請書（様式第1号）・明日香村中小企業資金融資制度申請書（様式第1号）
・信用保証委託申込書・信用保証委託申込書
・村税納税証明書・村税納税証明書
・事業に係る許認可書（写）・事業に係る許認可書（写）
・見積書（資金使途が運転資金の場合は不要）・見積書（資金使途が運転資金の場合は不要）
・計画図面（資金使途が店舗改造資金の場合のみ必要）・計画図面（資金使途が店舗改造資金の場合のみ必要）
【個人の場合】【個人の場合】
・確定申告書（写）・確定申告書（写）
・住民票または村内で1年以上の居住が確認できる同等書類・住民票または村内で1年以上の居住が確認できる同等書類
【法人の場合】【法人の場合】
・登記簿謄本、定款、決算書および資産書（写）・登記簿謄本、定款、決算書および資産書（写）
※上記書類をそろえ正副2部を提出（副本はコピー可）※上記書類をそろえ正副2部を提出（副本はコピー可）
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お問い合わせ窓口（令和8年4月現在）

部署名部署名 TELTEL FAXFAX 業務内容業務内容

保
証
支
援
部

保
証
支
援
部

保証支援課保証支援課 （0742）（0742）
33-071033-0710

（0742）（0742）
33-055333-0553

保証申込、保証条件変更に関する業務、保証申込、保証条件変更に関する業務、
金融相談等各種相談業務、担保に関する金融相談等各種相談業務、担保に関する
業務業務

創業支援課創業支援課 33-352033-3520 創業に関する相談および保証申込および創業に関する相談および保証申込および
保証条件変更に関する業務保証条件変更に関する業務

保証事務課保証事務課 33-055233-0552 保証申込登録業務、保証書発行業務、信用保証申込登録業務、保証書発行業務、信用
保証料に関する業務、団信に関する業務保証料に関する業務、団信に関する業務

経
営
支
援
部

経
営
支
援
部

経営支援課経営支援課 33-055933-0559 33-660633-6606

経営支援に関する相談および保証申込お経営支援に関する相談および保証申込お
よび保証、条件変更に関する業務、事よび保証、条件変更に関する業務、事
故報告（当然喪矢は除く）に関する業務、故報告（当然喪矢は除く）に関する業務、
事故報告後の保証条件変更申込に関する事故報告後の保証条件変更申込に関する
業務、代位弁済事前協議に関する業務業務、代位弁済事前協議に関する業務

管
　
理
　
部

管
　
理
　
部

管 理 課管 理 課

33-055533-0555

33-388333-3883

事故報告（当然喪失に限る）に関する業事故報告（当然喪失に限る）に関する業
務、代位弁済請求に関する業務、代位弁務、代位弁済請求に関する業務、代位弁
済実行に関する業務済実行に関する業務

33-055433-0554 求償権の回収、訴訟等に関する業務求償権の回収、訴訟等に関する業務

総
務
企
画
部

総
務
企
画
部

総 務 部総 務 部 33-055133-0551

33-450133-4501

経理・人事・研修等に関する業務経理・人事・研修等に関する業務

企 画 課企 画 課 33-054833-0548

保証制度の創設、広報に関する事項、各保証制度の創設、広報に関する事項、各
種統計データに関する事項、金融機関・種統計データに関する事項、金融機関・
地公体との約定書・契約の締結に関する地公体との約定書・契約の締結に関する
事項、電算システムに関する事項、償還事項、電算システムに関する事項、償還
報告・貸付実行報告に関する事項報告・貸付実行報告に関する事項

業 務 監 査 室業 務 監 査 室 33-051233-0512 33-660633-6606 内部検査に関する業務内部検査に関する業務





ほしょまる誕生10周年記念

10th


